
島根原子力発電所２号炉 

重大事故等対処設備について 

令和元年12月 

中国電力株式会社 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

資料１－１－３



目次 

1. 重大事故等対処設備について

1.1 重大事故等対処設備の設備分類 

2. 基本設計の方針

2.1 耐震性・耐津波性 

2.1.1 発電用原子炉施設の位置 

2.1.2 耐震設計の基本方針 

2.1.3 津波による損傷の防止 

2.2 火災による損傷の防止 

2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針 

2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

2.3.2 容量等 

2.3.3 環境条件等 

2.3.4 操作性及び試験・検査性 

3. 個別設備の設計方針

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための設備 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.14 電源設備 

3.15 計装設備 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.17 監視測定設備 

3.18 緊急時対策所 

3.19 通信連絡を行うために必要な設備 

3.20 原子炉圧力容器 

3.21 原子炉格納容器 

3.22 燃料貯蔵設備 

3.23 非常用取水設備 

1



3.24 原子炉棟 

添付資料 個別設備の設計方針の添付資料 

別添資料－1 格納容器フィルタベント系について 

別添資料－2 残留熱代替除去系を用いた代替循環冷却の成立性について 

別添資料－3 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について 

下線は，今回の提出資料を示す。 

2



  2.1.2 耐震設計の基本方針 

2.1.2.1 地震による損傷の防止に係る基準適合性 

【設置許可基準規則】 

（地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞ

れ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故

に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 第四条第二項

の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであるこ

と。 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

四 特定重大事故等対処施設のため，省略。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずるおそれ

がある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第 39条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第４条第２項の規定により算定する地震力」

とは、本規程別記２第４条第２項から第４項までにおいて、代替する機

能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適

用される地震力と同等のものとする。 

３ 特定重大事故等対処施設のため，省略。 

４ 特定重大事故等対処施設のため，省略。 

５ 特定重大事故等対処施設のため，省略。 

2.1.2-1
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適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえて「I.設備分類」のとおり分類し，設備分

類に応じて「Ⅱ.設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計に

おいて適用する地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対象

施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ.設計方針」の（1），（2）及び（3）に示す設計方針が，それぞれ

第１項の第一号，第二号及び第三号の要求事項に対応するものである。 

Ⅰ. 設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷却機能

若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能（重大事故に

至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替するこ

とにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替するもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，a.以外のもの 

(2) 常設重大事故緩和設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であ

って常設のもの 

(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設備であって，

重大事故の発生を防止する機能を有する（1）以外の常設のもの 

(4) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備であって可搬型のもの

Ⅱ. 設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

2.1.2-2
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(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度分類のクラスに

適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(4) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設

当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に

耐えることができるように設計する。 

(5) 可搬型重大事故等対処設備

地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響を受けない場所に適切に

保管する。 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波

及的影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう

に設計する。 

2.1.2-3
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第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力によっ

て生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

2.1.2.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

2.1.2.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

重大事故等対処施設については，設計基準対象施設の耐震設計に

おける動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大

事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等における運転状態，重

大事故等時の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないことを目的として，設備分類に応じて，以下の項目に

従って耐震設計を行う。 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計す

る。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，本施設と（2）の両方に属する重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。 

(4) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分

に耐えることができるように設計する。 

2.1.2-4
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(5) 可搬型重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，溢水及び火災に対して，

設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損

なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する。 

また，可搬型重大事故等対処設備保管場所の周辺斜面の安定性を保持

するために設置する，その他の土木構造物である抑止ぐいについては，

屋外重要土木構造物に準じた設計とする。 

(6) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置

する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設については，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施

設については，当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される

地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す

る地盤に設置する。 

(7) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定するものとする。なお，水平２方向

及び鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えられる施設，設備に

ついては許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

(8) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(9) 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防

止設備並びに津波監視設備及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，それぞれの施設及び設備に

要求される機能が保持できるように設計することとし，「設計基準対象

施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１部 1.3.1 設計基準

対象施設の耐震設計」に示す津波防護施設，浸水防止設備並びに津波監

視設備及び浸水防止設備が設置された建物・構築物の設計方針に基づき

設計する。 

(10) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が

2.1.2-5
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Ｓクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設が，Ｂクラス及びＣ

クラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等

対処施設，可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいず

れにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。 

(11) 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響

が低減されるように考慮する。 

(12) 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「2.1.2.2.7 緊急

時対策所」に示す。 

2.1.2-6
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2.1.2.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分

に分類する。 

(1) 常設重大事故防止設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの

冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能

（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限

る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設

備であって常設のもの 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故

対処設備が有する機能を代替するもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，a.以外のもの 

(2) 常設重大事故緩和設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する

設備であって常設のもの 

(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設備であっ

て，重大事故の発生を防止する機能を有する（1）以外の常設のもの 

(4) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備であって可搬型のもの

重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行う主要設備の設備分類に

ついて，第 2.1.2.2.2表に示す。 
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2.1.2.2.3 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は,

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.3 地震力の算定方法」に示す設計基準対象施設の静的

地震力，動的地震力及び設計用減衰定数について，以下のとおり適

用する。 

(1) 静的地震力

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設につ

いて，「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.3 地震力の算定方法」の「（1) 静的地震力」に示すＢク

ラス又はＣクラスの施設に適用する静的地震力を適用する。

(2) 動的地震力

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設について，「設計基準

対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１部 1.3.1.3 

地震力の算定方法」の「（2) 動的地震力」に示す入力地震動を用いた

地震応答解析による地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振

のおそれのある施設及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設のうち，当該設備が属する耐震重要度分類が

Ｂクラスで共振のおそれのある施設については，「設計基準対象施設に

ついて 第４条：地震による損傷の防止 第１部 1.3.1.3 地震力の算

定方法」の「（2) 動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラスの施

設に適用する地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物について

は，「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.3 地震力の算定方法」の「（2) 動的地震力」に示す屋外

重要土木構造物に適用する地震力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の基本構造と異

なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構

造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモ

デル化した上での地震応答解析又は加振試験等を実施する。 
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(3) 設計用減衰定数

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１部 

1.3.1.3 地震力の算定方法」の「（3) 設計用減衰定数」を適用する。 
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2.1.2.2.4 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限

界は以下による。 

(1) 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。

ａ．建物・構築物 

(a) 運転時の状態

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 a. 建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用する。 

(b) 設計基準事故時の状態

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１部 

1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する状態 a. 

建物・構築物」に示す「（b) 設計基準事故時の状態」を適用する。 

(c) 重大事故等時の状態

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故

時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(d) 設計用自然条件

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 a. 建物・構築物」に示す「（c) 設計用自然条件」を適用する。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 b. 機器・配管系」に示す「(a) 通常運転時の状態」を適用する。 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 b. 機器・配管系」に示す「(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態」

を適用する。 

(c) 設計基準事故時の状態

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 b. 機器・配管系」に示す「(c) 設計基準事故時の状態」を適用す

る。 

(d) 重大事故等時の状態

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故
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時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(e) 設計用自然条件

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第１

部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計上考慮する

状態 b.機器・配管系」に示す「（d) 設計用自然条件」を適用する。 

(2) 荷重の種類

ａ．建物・構築物 

(a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷

重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件に

よる荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状

態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，

地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等に

よる荷重が含まれるものとする。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等

(3) 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは次による。

ａ．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わ
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せる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象で

あるかについては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくと

ともに，確率論的な考察も考慮した上で設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。こ

の組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，

継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

  以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉

格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含

む。）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，

その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ

ｓによる地震力を組み合わせる。また，その他の施設については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わ

せる。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わ

せる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類
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がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち，地震によって引き

起こされるおそれのある事象によって作用する荷重と地震力とを組み

合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事

象であるかについては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づ

くとともに，確率論的な考察も考慮した上で設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち，地震によって引き

起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基

準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。 

なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重と地震力（基準

地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との組合せにつ

いては，以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成

する設備については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，

その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ

ｓによる地震力とを組み合わせる。原子炉格納容器バウンダリを構成

する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行う

その他の施設を含む。）については，いったん事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷

重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。その他の施設に

ついては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系については，通常運転時の状態又は運転時の異常な

過渡変化時の状態で作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。 
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ｃ．荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設に作用する地震

力のうち動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力とを

適切に組み合わせ算定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明してい

る場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがあ

る。 

(c) 複数の荷重が同時に作用する場合，それらの荷重による応力の各ピ

ークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば，必

ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

(d) 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能

を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震

力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態で施設に作用する荷

重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

(4) 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は

次のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥

当性が確認されている許容応力等を用いる。 

ａ．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

（（e）に記載のものを除く。） 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せ

に対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事故

時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

との組合せに対する許容限界は，「設計基準対象施設について 第４

条：地震による損傷の防止 第１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容

限界」の「(4)許容限界」に示すＳクラスの建物・構築物の弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容

限界を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は

2.1.2-14

16



常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物（（f）に記載のものを除く。） 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＢクラス及びＣクラスの建物・構築物の許容限界を適用する。 

(c) 施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（（e）

及び(f）に記載のものを除く。) 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界を適用

する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類」を「設備分類」に読

み替える。 

(d) 建物・構築物の保有水平耐力（（e）及び（f）に記載のものを除く。）

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類」を「重大事故等対処

施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重

要度分類のクラス」に読み替える。ただし，常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設については，当該クラスをＳクラスと

する。 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

1 部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（4) 許容限界」

に示す屋外重要土木構造物の基準地震動Ｓｓによる地震力との組合

せに対する許容限界を適用する。 

(f) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すその他の土木構造物の許容限界を適用する。 

ｂ．機器・配管系 
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(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に

示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓによる地震力との組

合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉

心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の状態にお

ける長期的荷重との組合せに対する許容限界は，「設計基準対象施

設について 第４条：地震による損傷の防止 第 1部 1.3.1.4 荷

重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの機器・

配管系の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重

要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に

示すＢクラス及びＣクラスの機器・配管系の許容限界を適用する。 

ｃ．基礎地盤の支持性能 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外重要土木

構造物，津波防護施設，浸水防止設備並びに津波監視設備及び浸水防

止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤の基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示
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すＢクラス又はＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及びその他の

土木構造物の基礎地盤の許容限界を適用する。 
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2.1.2.2.5 設計における留意事項 

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 

第１部 1.3.1.5 設計における留意事項」を適用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要施設」を「常設耐震重要

重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等に対処するために必要な機能」に読み替える。 

なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響

については，Ｂクラス及びＣクラスの施設に加え，常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢク

ラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬

型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも

属さない常設の重大事故等対処施設の影響についても評価する。 

また，可搬型重大事故等対処設備については，「2.1.2.2.1 重

大事故等対処施設の耐震設計の基本方針」の（5）に示す方針に従

い，適切な保管がなされていることを併せて確認する。 
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2.1.2.2.6 構造計画と配置計画 

重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の

影響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，

地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造と

しない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性

を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対

して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐

震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい

据付け状態になるよう配置する。 

また，建物・構築物の建物間相対変位を考慮しても，建物・構築

物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設

備並びに常設大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及び常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事

故等対処施設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事

故等対処施設に対して離隔をとり配置する，若しくは基準地震動Ｓ

ｓに対し構造強度を保つようにし，常設耐震重要重大事故防止設備，

常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置され

る重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 
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2.1.2.2.7 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。 

緊急時対策所の建物については，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策所の換

気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対し，過度な破損・変形等が生じない設計

とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，

「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 第

１部 1.3.1.3 地震力の算定方法」及び「設計基準対象施設につい

て 第４条：地震による損傷の防止 第１部 1.3.1.4 荷重の組合

せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用

する。 
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2.1.2.3 主要施設の耐震構造 

2.1.2.3.1 原子炉建物 

原子炉建物は，中央部に地上４階，地下１階で平面が約 52m×約

52mの原子炉棟があり，その周囲に地上２階（一部３階），地下２

階の原子炉建物付属棟（以下「付属棟」という。）を配置した鉄

筋コンクリート造の建物である。原子炉棟と付属棟は，一体構造

で同一基礎版上に設置され，本建物の平面は約 89m×約 70mの矩形

をなしている。最下階床面からの高さは約 62mで，地上高さは約

49mである。 

建物中央部には，鋼製格納容器を囲む厚さ約２mの鉄筋コンクリ

ート造の生体遮蔽壁があり，その外側に原子炉棟と付属棟を区切

る壁及び付属棟の外壁がある。 

これらは，原子炉建物の主要な耐震壁を構成し，それぞれ壁の

間を強固な床版で一体に連結しているので，極めて剛な構造とな

っている。 

なお，この原子炉建物に収納するＳクラスの機器・配管系は，

できる限り剛強な生体遮蔽壁又は床に直接支持させ，地震時反力

を直接建物に伝えるように設計する。 

2.1.2.3.2 タービン建物 

タービン建物は，地上３階（一部４階），地下１階建で平面が

約 137m（東西方向）×約 50m（南北方向）の鉄筋コンクリート造

の建物である。 

原子炉は，直接サイクルであり，タービンが原子炉冷却系に接

続しているので，タービン建物はＢクラスではあるが，直接又は

コンクリートを介して基礎岩盤で支持させる。

建物の内部は，多くの遮蔽壁をもち，相当に剛性が高く，十分

な耐震性を有する構造となっている。 

2.1.2.3.3 廃棄物処理建物 

廃棄物処理建物は，地上５階，地下２階建で平面が約 56m（東西

方向）×約 54m（南北方向）の鉄筋コンクリート造の建物である。 

廃棄物処理建物は，Ｂクラスではあるが直接基礎岩盤で支持さ

せる。 

建物の内部は，放射性廃棄物処理施設を収納するので，多くの

遮蔽壁をもち，剛性が高く十分な耐震性を有する構造となってい

る。 

2.1.2.3.4 防波壁 

防波壁は，多重鋼管杭式擁壁，鋼管杭式逆Ｔ擁壁及び波返重力

擁 壁の 3種類の構造形式に区分され，敷地護岸沿いに設置する。 
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多重鋼管杭式擁壁は，延長約 430m，天端高さ T.P.+15mであり， 

鋼管杭と鋼管杭を被覆した鉄筋コンクリート（被覆コンクリート）

で構成される。鋼管杭は直径 1.6～2.2mで，岩盤に根入れさせて

いる。 

鋼管杭式逆Ｔ擁壁は，延長約 320m，天端高さ T.P.+15m であり，

鋼管杭と鉄筋コンクリート（逆Ｔ擁壁）で構成される。鋼管杭は

直径 1.3mで，岩盤に根入れさせている。 

波返重力擁壁は，延長約 760m，天端高さ T.P.+15mであり，鉄筋  

コンクリート製である。波返重力擁壁は，ケーソンの上部に設置

され，ケーソンはＭＭＲを介して岩着している。 

2.1.2.3.5 原子炉格納容器 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒系ドライウェルと円環

形サプレッション・チェンバで構成され，容器の主要寸法はそれ

ぞれドライウェル円筒部直径約 23m，サプレッション・チェンバの

円環部断面直径約 9.4m，円環部中心線直径約 38m，全体の高さは

約 37mである。 

ドライウェル下部及びサプレッション・チェンバ支持脚は建物

基礎版上に設置する。 

ドライウェル上部と生体遮蔽壁との間にシアラグを設け，原子

炉圧力容器から原子炉格納容器に伝えられる水平力及び原子炉格

納容器にかかる水平力の一部を周囲の生体遮蔽壁を介して建物に

伝える構造となっている。 

2.1.2.3.6 原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器は底部の鋼製スカートで支持し，スカートは鋼

製円筒形基礎にアンカ・ボルトで接続されている。原子炉圧力容

器の上部は，ガンマ線遮蔽壁頂部でスタビライザによって水平方

向に支持し，ガンマ線遮蔽壁の頂部は鋼製フレーム（スタビライ

ザ）によって原子炉格納容器と結合する。 

2.1.2.3.7 原子炉圧力容器内部構造物 

炉心シュラウドはシュラウド支持脚を介して原子炉圧力容器の

下部に溶接する。 

燃料集合体に作用する水平力は上部格子板及び炉心支持板を通

して炉心シュラウドに伝える。燃料集合体はチャンネル・ボックス

に納め，燃料棒は燃料集合体頂部及び底部のタイ・プレートで押さ

えられ，中間部もスペーサによって押さえられるので過度の変形を

生ずることはない。 
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気水分離器はシュラウド・ヘッドに取付けられたスタンド・パイ

プに溶接する。蒸気乾燥器は原子炉圧力容器に付けたブラケットで

支持する。 

20個のジェット・ポンプは炉心シュラウドの外周に配置する。ジ

ェット・ポンプ・ライザ管は原子炉圧力容器を貫通して立ち上がり，

上部において圧力容器にライザ・ブレースで支持する。ジェット・

ポンプのディフューザ下部はバッフル板に溶接する。 

制御棒駆動機構ハウジングは，上部は原子炉圧力容器底部のスタ

ブ・チューブに溶接し，下部はハウジング・サポートで支持するの

で地震力に対しても十分な強度をもつ。 

2.1.2.3.8 再循環系 

再循環ループは２ループあって，原子炉圧力容器からステンレ

ス鋼管で下方に伸び，その下部に再循環ポンプを設け，再び立上

げてヘッダに入れ，そこから５本のステンレス鋼管に分け，原子

炉圧力容器に接続する。この系は高温であることから熱膨張によ

る変位を拘束しないよう，主にスナッバ及びハンガを用いて支持

する。また，支持間隔は，適切な剛性及び減衰を有する系となる

ような間隔とする。 

再循環ポンプはハンガで支持する。 

2.1.2.3.9 第 1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ格納槽は，平面が約 13m（南北方向）×約

25m（東西方向）の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，MMR

を介して CM級岩盤に支持される。 

2.1.2.3.10 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽は，平面が約 13m（南北方向）

×約 27m（東西方向）の水槽とポンプ格納槽に大別される鉄筋コ

ンクリート造の地中構造物であり，CM級岩盤に支持される。

2.1.2.3.11 ガスタービン発電機建物 

ガスタービン発電機建物は，地上３階建で平面が約 44m（東西

方向）×約 43m（南北方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。 

ガスタービン発電機建物は，直接基礎岩盤で支持させる。 

建物の内部は，多くの耐震壁をもち，剛性が高く十分な耐震性

を有する構造となっている。 
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2.1.2.3.12 屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタ

ービン発電機） 

屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスター

ビン発電機）は，延長約 56m，幅約 3mの鉄筋コンクリート造の地

中構造物であり，MMRを介して CM級岩盤に支持される。 

2.1.2.3.13 非常用取水設備 

非常用取水設備は，以下の各設備からなる一連の設備として設

置する。 

(1) 取水口

取水口は，輪谷湾内に設置される直径約 19m×高さ約 13m（内

径約 8m，内空高さ約 10m）の基部をアンカーコンクリートで巻

き立てられた鋼製の構造物であり，CM級岩盤に直接支持される。

取水口は 2基あり，両者の設置高さに違いはない。 

(2) 取水管

取水管は，直径約 4mで長さ約 130mと長さ約 125mの 2系統で

構成される，通水方向に対して一様の断面形状を示す鋼製の構

造物であり，岩盤掘削した中に砕石又はコンクリートを介して

CM級岩盤に支持される。 

(3) 取水槽

取水槽は，平面が約 47m（南北方向）×約 35m（東西方向）の

ポンプ室とスクリーン室に大別される鉄筋コンクリート造の半

地下式構造物であり，CM級岩盤に直接支持される。ポンプ室は，

T.P.+1.1mより上部のポンプ室と下部の 3連のボックスカルバ

ート形状の水路から構成され，スクリーン室は，T.P.+4.0mよ

り上部の除じん機室と下部の 6連のボックスカルバート形状の

水路から構成される。 

2.1.2.3.14 可搬型重大事故等対処設備保管場所 

可搬型重大事故等対処設備保管場所は，発電所構内の第１～第

４保管エリアの合計４箇所設置し，設計基準事故対処設備及び常

設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう，

100m以上の離隔をとる。また，基準地震動Ｓｓに対し，周辺斜

面の崩壊，敷地下斜面のすべり，周辺構造物の損壊の影響を受け

ない場所とする。 

2.1.2.3.15 その他 

その他の機器・配管系については，運転荷重，地震荷重，熱膨

張による荷重の下で不都合な応力が生じないよう，必要に応じて

リジット・ハンガ，スナッバ，その他の装置を使用して耐震的に

も熱的にも十分な設計を行う。
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2.1.2.4 地震検知による耐震安全性の確保 

2.1.2.4.1 地震感知器 

原子炉保護系の１つとして地震感知器を設け，ある程度以上の地

震が起こった場合に原子炉を自動的に停止させる。スクラム設定値

は弾性設計用地震動Ｓｄの加速度レベルに余裕を持たせた値とする。

原子炉保護系は，フェイル・セーフ設備とするが，地震以外のショ

ックによって原子炉をスクラムさせないよう配慮する。 

地震感知器は，基盤の地震動をできるだけ直接的に検出するため

建物基礎版の位置，また主要な機器が配置されている代表的な床面

に設置する。なお，設置に当たっては，試験及び保守が可能な原子

炉建物の適切な場所に設置する。 

2.1.2.4.2 地震観測等による耐震性の確認 

発電用原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対しては，地震

観測網を適切に設置し，地震観測等により振動性状の把握を行い，

それらの測定結果に基づく解析等により施設の機能に支障のないこ

とを確認していくものとする。 

地震観測を継続して実施するために，地震観測網の適切な維持管

理を行う。 

2.1.2-25

27



第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅰ．常設耐震重要重大

事故防止設備以外

の常設重大事故防

止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの以外のもの 

(1)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。）

(2)原子炉冷却系統施設

・原子炉建物ブローアウトパネル

(3)計測制御系統施設

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。）

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力

・Ｎ２ガスボンベ圧力

(4)放射線管理施設

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）

(5)非常用取水設備

・取水口〔Ｃ〕

・取水管〔Ｃ〕

・取水槽〔Ｃ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（２／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの 

(1)原子炉本体

・原子炉圧力容器〔Ｓ〕

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

・常設スプレイヘッダ

・燃料プールスプレイ系 配管・弁［流路］

・燃料プール冷却ポンプ〔Ｂ〕

・燃料プール冷却系熱交換器〔Ｂ〕

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕

・燃料プール冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ，Ｂ〕

・燃料プール冷却系 スキマサージタンク［流路］〔Ｂ〕 

・燃料プール冷却系 ディフューザ［流路］〔Ｂ〕

・燃料プール〔Ｓ〕

(3)原子炉冷却系統施設

・高圧原子炉代替注水ポンプ

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁［流路］

・主蒸気系 配管・クエンチャ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁［流路］

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁［操作対象弁］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ［流路］〔Ｓ〕 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］〔Ｂ〕

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕

・残留熱除去系熱交換器［流路］〔Ｓ〕

・低圧原子炉代替注水槽

・サプレッション・チェンバ〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（３／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの 

(4)計測制御系統施設

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・制御棒〔Ｓ〕

・制御棒駆動機構（水圧駆動）〔Ｓ〕

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット〔Ｓ〕

・制御棒駆動水圧系配管・弁［流路］〔Ｓ，Ｂ〕

・ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

・ほう酸水注入ポンプ〔Ｓ〕

・ほう酸水貯蔵タンク〔Ｓ〕

・ほう酸水注入系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）

［流路］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

・自動減圧起動阻止スイッチ

・代替自動減圧起動阻止スイッチ

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力〔Ｓ〕

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）〔Ｓ〕

・原子炉水位（燃料域）〔Ｓ〕

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・格納容器水素濃度〔Ｓ〕

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・中性子源領域計装〔Ｓ〕

・平均出力領域計装〔Ｓ〕

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ水ｐＨ

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・Ｃ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｄ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・ＨＰＣＳ－コントロールセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（４／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの 

(4)計測制御系統施設（続き）

・230V系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧〔Ｓ〕

・ガスタービン発電機電圧

(5)放射線管理施設

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）〔Ｓ〕

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェン

バ）〔Ｓ〕

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）

・中央制御室遮蔽〔Ｓ〕

・再循環用ファン〔Ｓ〕

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン〔Ｓ〕

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット〔Ｓ〕

・中央制御室換気系ダクト［流路］〔Ｓ〕

・中央制御室換気系ダンパ［流路］〔Ｓ〕

(6)原子炉格納施設

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］〔Ｂ〕

・残留熱除去系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］〔Ｓ〕

・格納容器代替スプレイ系 配管・弁［流路］

・第１ベントフィルタスクラバ容器

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

・圧力開放板

・格納容器フィルタベント系 配管・弁［流路］

・窒素ガス制御系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・非常用ガス処理系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・遠隔手動弁操作機構

・原子炉格納容器〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（５／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの 

(7)非常用電源設備

・SRV用電源切替盤

・ガスタービン発電機

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・ガスタービン発電機用サービスタンク

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

・ガスタービン発電機用燃料移送配管・弁［燃料流路］

・ガスタービン発電機用軽油タンク出口ノズル・弁［燃料

流路］

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・230V系充電器（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕

・ＳＡ用 115V系蓄電池

・ＳＡ用 115V系充電器

・230V系充電器（常用）〔Ｓ〕

・緊急用メタクラ

・メタクラ切替盤

・緊急用メタクラ接続プラグ盤

・高圧発電機車接続プラグ収納箱

・ＳＡロードセンタ

・ＳＡ１コントロールセンタ

・ＳＡ２コントロールセンタ

・充電器電源切替盤
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（６／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準対処

設備が有する機能を代

替するもの 

(7)非常用電源設備（続き）

・ＳＡ電源切替盤

・重大事故操作盤

・非常用高圧母線Ｃ系〔Ｓ〕

・非常用高圧母線Ｄ系〔Ｓ〕

(8)補機駆動用燃料設備

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・ガスタービン発電機用軽油タンク出口ノズル・弁［燃料

流路］
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（７／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故緩和

設備 

重大事故等対処設備の

うち，重大事故が発生し

た場合において，当該重

大事故の拡大を防止し，

又はその影響を緩和す

るための機能を有する

設備であって常設のも

の 

(1)原子炉本体

・原子炉圧力容器[Ｓ]

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

・常設スプレイヘッダ

・燃料プールスプレイ系 配管・弁［流路］

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。）

・燃料プール〔Ｓ〕

(3)原子炉冷却系統施設

・高圧原子炉代替注水ポンプ

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁［流路］

・主蒸気系 配管・クエンチャ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁［流路］

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁［操作対象弁］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］〔Ｂ〕

・低圧原子炉代替注水槽

・サプレッション・チェンバ〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（８／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故緩和

設備 

重大事故等対処設備の

うち，重大事故が発生し

た場合において，当該重

大事故のその影響を緩

和するための機能を有

する設備であって常設

のもの 

(4)計測制御系統施設

・ほう酸水注入ポンプ〔Ｓ〕

・ほう酸水貯蔵タンク〔Ｓ〕

・ほう酸水注入系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）

［流路］〔Ｓ〕

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・格納容器水素濃度〔Ｓ〕

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・格納容器酸素濃度〔Ｓ〕

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・原子炉建物水素濃度

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力〔Ｓ〕

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）〔Ｓ〕

・原子炉水位（燃料域）〔Ｓ〕

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・残留熱除去系熱交換器出口温度〔Ｓ〕

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ水ｐＨ

・低圧原子炉代替注水槽水位

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。）

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

・Ｃ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｄ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・ＨＰＣＳ－コントロールセンタ母線電圧〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（９／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故緩和

設備 

重大事故等対処設備の

うち，重大事故が発生し

た場合において，当該重

大事故のその影響を緩

和するための機能を有

する設備であって常設

のもの 

(4)計測制御系統施設（続き）

・230V系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧〔Ｓ〕

・ガスタービン発電機電圧

・無線通信設備（固定型）

(5)放射線管理施設

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）〔Ｓ〕

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェン

バ）〔Ｓ〕

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）

・中央制御室遮蔽〔Ｓ〕

・中央制御室待避室遮蔽

・再循環用ファン〔Ｓ〕

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン〔Ｓ〕

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット〔Ｓ〕

・中央制御室換気系ダクト[流路]〔Ｓ〕

・中央制御室待避室空気ボンベ（配管・弁）[流路]

・中央制御室換気系ダンパ［流路］〔Ｓ〕

・緊急時対策所遮蔽

・緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）[流路]

・緊急時対策所空気ボンベ（配管・弁）[流路]
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１０／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故緩和

設備 

重大事故等対処設備の

うち，重大事故が発生し

た場合において，当該重

大事故のその影響を緩

和するための機能を有

する設備であって常設

のもの 

(6)原子炉格納施設

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］〔Ｂ〕

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］〔Ｓ〕

・格納容器代替スプレイ系 配管・弁［流路］

・第１ベントフィルタスクラバ容器

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

・圧力開放板

・格納容器フィルタベント系 配管・弁［流路］

・窒素ガス制御系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・非常用ガス処理系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・遠隔手動弁操作機構

・残留熱代替除去ポンプ

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系サージタンク［流路］〔Ｓ〕

・残留熱代替除去系 配管・弁［流路］

・コリウムシールド

・ペデスタル代替注水系 配管・弁［流路］

・窒素ガス代替注入系 配管・弁［流路］

・静的触媒式水素処理装置

・非常用ガス処理系排気ファン〔Ｓ〕

・前置ガス処理装置［流路］〔Ｓ〕

・後置ガス処理装置［流路］〔Ｓ〕

・排気管［流路］〔Ｓ〕

・原子炉建物ブローアウトパネル閉止装置

・原子炉格納容器〔Ｓ〕

・原子炉棟〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１１／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故緩和

設備 

重大事故等対処設備の

うち，重大事故が発生し

た場合において，当該重

大事故のその影響を緩

和するための機能を有

する設備であって常設

のもの 

(7)非常用電源設備

・ガスタービン発電機

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・ガスタービン発電機用サービスタンク

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

・ガスタービン発電機用燃料移送配管・弁［燃料流路］

・ガスタービン発電機用軽油タンク出口ノズル・弁［燃料

流路］

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・ＳＡ用 115V系蓄電池

・ＳＡ用 115V系充電器

・230V系充電器（常用）〔Ｓ〕

・緊急用メタクラ

・メタクラ切替盤

・緊急用メタクラ接続プラグ盤

・高圧発電機車接続プラグ収納箱

・ＳＡロードセンタ

・ＳＡ１コントロールセンタ

・ＳＡ２コントロールセンタ

・充電器電源切替盤

・ＳＡ電源切替盤

・重大事故操作盤

・非常用高圧母線Ｃ系〔Ｓ〕

・非常用高圧母線Ｄ系〔Ｓ〕

・緊急時対策所発電機接続プラグ盤

・緊急時対策所低圧母線盤

・緊急時対策所用燃料地下タンク

(8)非常用取水設備

・取水口〔Ｃ〕

・取水管〔Ｃ〕

・取水槽〔Ｃ〕

(9)補機駆動用燃料設備

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・ガスタービン発電機用軽油タンク出口ノズル・弁［燃料

流路］
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１２／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅳ．常設重大事故防止

設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のう

ち，重大事故等発生時に

機能を期待する設備で

あって，重大事故の発生

を防止する機能を有す

る常設重大事故防止設

備以外の常設のもの 

(1)原子炉冷却系統施設

・原子炉隔離時冷却ポンプ〔Ｓ〕

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・主蒸気系 配管［流路］〔Ｓ〕

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ

［流路］〔Ｓ〕

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイポンプ〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージ

ャ［流路］〔Ｓ〕

・残留熱除去系注水弁（MV222-5A）〔Ｓ〕

・低圧炉心スプレイポンプ〔Ｓ〕

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージ

ャ［流路］〔Ｓ〕

・残留熱除去ポンプ〔Ｓ〕

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ

［流路］〔Ｓ〕

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕

・原子炉再循環系 配管［流路］〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却水ポンプ〔Ｓ〕

・原子炉補機海水ポンプ〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系熱交換器〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ［流路］

〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 配管・弁・海水ストレー

ナ［流路］〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ〔Ｓ〕

(2)計測制御系統施設

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量〔Ｓ〕

・残留熱除去ポンプ出口流量〔Ｓ〕

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量〔Ｓ〕

・残留熱除去系熱交換器入口温度〔Ｓ〕

・残留熱除去系熱交換器出口温度〔Ｓ〕

・残留熱除去ポンプ出口流量〔Ｓ〕

・残留熱除去ポンプ出口圧力〔Ｓ〕

・原子炉補機冷却ポンプ圧力〔Ｓ〕

・ＲＣＷ熱交換出口温度〔Ｓ〕

・ＲＣＷサージタンク水位〔Ｓ〕

(3)原子炉格納施設

・残留熱除去ポンプ〔Ｓ〕

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕
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第 2.1.2.2.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１３／１３） 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅳ．常設重大事故防止

設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のう

ち，重大事故等発生時に

機能を期待する設備で

あって，重大事故の発生

を防止する機能を有す

る常設重大事故防止設

備以外の常設のもの 

(4)非常用電源設備

・非常用ディーゼル発電機〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機〔Ｓ〕

・ディーゼル燃料移送ポンプ〔Ｓ〕

・ディーゼル燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕

・ディーゼル燃料デイタンク〔Ｓ〕

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁［燃料流

路］〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系 配

管・弁[燃料流路] 〔Ｓ〕

・Ａ－115V系蓄電池〔Ｓ〕

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ系蓄電池〔Ｓ〕

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池〔Ｓ〕

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池〔Ｓ〕

・Ａ－115V系充電器〔Ｓ〕

・230V系充電器（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕

・高圧炉心スプレイ系充電器〔Ｓ〕

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器〔Ｓ〕

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器〔Ｓ〕
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常

設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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3.4.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の系

統概要図を第 3.4-1図から第 3.4-4図に示す。 

 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である低圧炉

心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の

うち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するための設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を設ける。また，炉

心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧原子炉

代替注水系（常設）を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）

を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低

圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器へ注

水することで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽（3.13重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 
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本系統の流路として，残留熱除去系の配管，弁を重大事故等対処設備

として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配管・ホース・弁

類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水を残

留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大型送水ポン

プ車により海を利用できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及び

タンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 

・燃料補給設備（3.14電源設備） 

本系統の流路として，低圧原子炉代替注水系（常設）の配管及び弁，

残留熱除去系の配管及び弁並びにホースを重大事故等対処設備として使

用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失により，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低
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圧注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失により，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低

圧注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

全交流動力電源喪失により，低圧炉心スプレイ系が起動できない場合

の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，低圧炉

心スプレイ系を復旧する。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの給電により機能

を復旧し，低圧炉心スプレイポンプによりサプレッション・チェンバの

プール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷

却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・原子炉補機代替冷却系（3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉

補機冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使

用し，残留熱除去系（低圧注水モード）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去ポンプによりサプレッション・チェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷

却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 
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・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・原子炉補機代替冷却系（3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉

補機冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系

（常設）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低

圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器へ注

水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配管・ホース・弁

類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水を残

留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで原子炉圧力容器

内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大型送水ポン

プ車からの送水により海を利用できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 
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また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及び

タンクローリにより補給できる設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(b)低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機

能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替

注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機

能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替

注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する低圧原子炉代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧原子炉代

替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

の復旧 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）を復旧する。 
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残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替交流電源設備

からの給電により機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器から残留熱除

去ポンプ及び熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心

を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却

系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

・原子炉補機代替冷却系（3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するため 

の設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の主

要機器仕様を第 3.4-1表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20原子炉圧力容器」に記載する。 

残留熱除去系については，「3.4.1.2.2残留熱除去系」に記載する。 

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバにつ

いては，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系については，「3.5最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備」に記載する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料補給設備については，「3.14電源設備」に記載する。 
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3.4.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低

圧注水モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧原子炉代

替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電に

より駆動することで，非常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの

給電により駆動する低圧炉心スプレイポンプ及び残留熱除去ポンプを用いた低圧

炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）に対して多様性を有する設

計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能

とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を

有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内

電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することに

より，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計

とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とする

ことで，サプレッション・チェンバを水源とする低圧炉心スプレイ系及び残留熱

除去系（低圧注水モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽内に設置することで，原子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残

留熱除去ポンプ及びサプレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧原子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，

電動機駆動ポンプにより構成される低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とす

る。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常

設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉
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建物内の低圧炉心スプレイポンプ及び残留熱除去ポンプ，低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，低圧

炉心スプレイ系及び残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に

対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替

注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備

である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）に対して重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14電源設備」に記載

する。 

 

3.4.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接続先の系統と分

離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定される重

大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な注水流量を有する設計とする。 

低圧原子力代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事故等時に

おいて，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注

水流量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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3.4.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室で可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管及び設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用できる

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

 

3.4.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，中央制御室の

操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室

又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，付属の操作スイッチにより，

設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設

置場所での手動操作が可能な設計とする。 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結合金具を用いて

ホースを確実に接続することができる設計とする。 

また，接続口の口径を統一することで確実に接続できる設計とする。 
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3.4.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認並びに弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電用

原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとと

もに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また， 大量送水車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 
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第 3.4-1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台    数  １（予備１） 

容    量  約 230m3/h/台 

全 揚 程   約 190m 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載す

る。
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3.4.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.4.1.2.1 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

低圧炉心スプレイ系は，「2.3重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

低圧炉心スプレイ系主要機器仕様を第 3.4-2表に，系統概要図を第 3.4-7図に

示す。 

 

3.4.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧炉心スプレイポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能と兼用して

おり，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量

に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.4.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧炉心スプレイポンプは，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。低圧炉心スプレイ系の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

3.4.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処

設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。低圧炉心スプレイ系は，中央制御室の操作スイッチにより操作

が可能な設計とする。 

 

3.4.1.2.1.5試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な設計とする。また，低圧炉心スプレイポンプは，発電

用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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3.4.1.2.2 残留熱除去系 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モードは，想定される重

大事故等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，

位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.4-3表に，系統概要図を第 3.4-8図及び第

3.4-9図に示す。 

 

3.4.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モードは，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常用炉心

冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等

の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

 

3.4.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器及び残留熱除去系注水弁は，原子炉

棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

残留熱除去系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な

設計とする。また，中央制御室からの操作により残留熱除去系注水弁を閉止でき

ない場合において，残留熱除去系注水弁の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.4.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

使用する。残留熱除去系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計

とする。また，残留熱除去系注水弁は，中央制御室から操作できない場合におい

ても，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での人力により確

実に操作が可能な設計とする。 
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3.4.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換

器及び残留熱除去系注水弁は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.4-2 表 低圧炉心スプレイ系主要機器仕様 

 

(1) ポンプ 

台  数   １ 

容  量   約 1,050m3/h/台 
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第 3.4-3 表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポンプ 

台  数   ３ 

容  量   約 1,200m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数   ２ 

伝熱容量   約９MW/基（海水温度 30℃において） 
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第 3.4-8 図 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図 
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第 3.4-9 図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要図 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納

容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして，格納容器スプレイ代替注水設備を配備

すること。 

ｂ）上記 a)の格納容器スプレイ代替注水設備は，設計基準事故対処設備に対

して，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図ること。 

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防止目的の設

備は，同一設備であってもよい。 
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3.6.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第3.6-1図から第3.6-4

図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が使用できる場合は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故対処設備が有す

る原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止

するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，また，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるための設備とし

て，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を

設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合の重大事故等

対処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧

原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して格納容器スプレイ・ヘッ

ダからドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）
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・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，格納容器スプレイ・

ヘッダを重大事故等対処設備として使用する。

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備

として使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配管・ホース・弁

類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水を残留

熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることが

できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大型送水ポンプ

車により海を利用できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンク

ローリにより補給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・大量送水車

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び残留熱除去

系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッダ並びにホースを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備

として使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 
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ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起

動できない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替スプ

レイ系（常設）は，「(1)ａ．(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による

原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起

動できない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）は，「(1)ａ．(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）の復旧

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替

交流電源設備を使用し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）を復旧する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，常設代替交

流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポンプ及び残留熱

除去系熱交換器により，サプレッション・チェンバのプール水を冷却する

ことで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却

系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・原子炉補機代替冷却系（3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備）

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備

として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉補機

冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設

備

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として，格納容器代
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替スプレイ系（常設）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧

原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して格納容器スプレイ・ヘッ

ダからドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）

による原子炉格納容器の冷却」に記載する。 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配管・ホース・弁

類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水を残留

熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の

濃度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大型送水ポンプ

車により海を利用できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンク

ローリにより補給できる設計とする。

本系統の詳細については，「(1)ａ．(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却」に記載する。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，「(1)ｂ．(a) 格

納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却」と同じであ

る。 
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(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，「(1)ｂ．(b) 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」と同じ

である。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）の復旧

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備は，「(1)ｂ．(d) 常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の復旧」と同じであ

る。 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用す

る設計とする。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第 3.6-1表に示す。 

残留熱除去系については，「3.6.1.2.1 残留熱除去系」に記載する。 

原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系については，「3.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備」に記載する。

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバにつ

いては，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び燃料

補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.6.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できるこ

とで，非常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して多

様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とす

ることで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却

モード）に対して異なる水源を有する設計とする。

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽内に設置することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサプレ 
ッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポ

ンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替ス

プレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有

する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）及

び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して

異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋

外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に
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機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有す

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替ス

プレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等対処設備と

しての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「3.14 電源設備」に記載

する。 

3.6.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.6.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定される

重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事故等時

において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

スプレイ流量を有するものを１セット１台使用する。

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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3.6.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室で可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用できる

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用でき

る設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

3.6.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御

室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通

常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，付属の操作スイッチによ

り，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結合金具を用いて

ホースを確実に接続することができる設計とする。

また，接続口の口径を統一する設計とする。
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3.6.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電

用原子炉の停止中に，分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とすると

ともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，大量送水車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 
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第 3.6-1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

ａ．大量送水車 

第3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様に記

載する。 
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3.6.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.1.2.1 残留熱除去系 

残留熱除去系のサプレッション・プール水冷却モードは，想定される重大事故

等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，

位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.6-2 表に，系統概要図を第 3.6-5 図に示す。 

3.6.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

残留熱除去系のサプレッション・プール水冷却モードは，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.6.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常用炉心

冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等

の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

3.6.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉棟に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。残留熱除去系の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

3.6.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

使用する設計とする。残留熱除去系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

3.6.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交

換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.6-2 表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポンプ

台  数 ２ 

容  量 約 1,200m3/h/台 

(2) 熱交換器

基  数 ２ 

伝熱容量 約 9.1MW/基（海水温度 30℃において） 
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第 3.6-5 図 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）系統 

概要図 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止す

るために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものでなければならない。 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び

限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原

子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が

速い発電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有する

PWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するも

のであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられ
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ていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例えばSGTS)や他

号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影

響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子

炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操

作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃

がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。た

だし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い

圧力に設定されたラプチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的

としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの)を使用す

る場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する

場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受

けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り

独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系

統概要図を第 3.7-1図から第 3.7-3図に記載する。 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子炉格納容器バウ

ンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備

として，残留熱代替除去系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に

逃がすための設備として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

(1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための重大事故等対処設備として，残留熱代替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，残留熱代替除去ポンプによりサプレッショ

ン・チェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等

を経由して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉格納容器内ヘスプレ

イすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下できる設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は原子炉格納容器内配

管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内ヘスプレイされた水とともに，ベ

ント管を経て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却

系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車により冷却できる設計とす

る。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器を

搭載した移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，

大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送水することで，残留

熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油

タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・残留熱代替除去ポンプ

・残留熱除去系熱交換器
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・移動式代替熱交換設備

・大型送水ポンプ車

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備）

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

残留熱代替除去系の流路として，残留熱除去系の配管，弁，ストレーナ及び

格納容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁，及びサ

ージタンク並びにホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水管及び

取水槽を重大事故等対処設備として使用する。 

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント系を使用す

る。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベン

トフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放

射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近に設ける放出口から排出する

ことで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は，排気中に含まれる粒子状放射性物質及

びガス状の無機よう素を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排

気中に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いずれから

も排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレ

ッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気で

は，有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融

炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防

ぐため，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状態で待機させ，使用後に

おいても不活性ガスで置換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが

蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続して
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排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達

することを防止できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共用しない設計とする。

また，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で２弁

設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代替スプレイ冷却系等

により原子炉格納容器内にスプレイする場合は，原子炉格納容器が負圧となら

ないよう，原子炉格納容器が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止す

る運用とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手

動弁操作機構によって人力による操作が可能な設計とする。 

遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建物付属棟内とし，放射線防護を

考慮した設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央制御室か

ら操作が可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにな

らないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂

する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器等は地下の

格納槽内に格納し，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積され

る放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

・圧力開放板

・可搬式窒素供給装置（3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための設備)

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備 (3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィ

ルタベント系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備とし

て使用する。 
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原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様を第3.7-1

表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

可搬式窒素供給装置については，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備，

可搬型直流電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 

3.7.1.1.1 多様性,位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用

いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対

して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，人力によ

り排出経路に設置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去

系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保

管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系

との離隔を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除

去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉棟内に設置し，格納容器フ

ィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器は地下の格納槽に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置する

ことで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去
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系と格納容器フィルタベント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限

りの独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載する。 

3.7.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

残留熱代替除去系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。また，サプレッション・チェンバのプール水に含

まれる放射性物質の系外放出を防止するため，残留熱代替除去系は閉ループにて

構成する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱

交換設備を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代替冷

却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故

等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，重

大事故等時の排出経路と非常用ガス処理系，原子炉棟換気系の他系統及び機器と

の間に隔離弁を直列に２弁設置し，格納容器フィルタベント系使用時に確実に隔

離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.7.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは,炉心の著しい損傷が発生した場

合において,原子炉格納容器の破損を防止するために必要なポンプ流量を有する

設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残留熱

除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心の著し

い損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，炉心の著しい損傷が発

生した場合において，原子炉補機代替冷却系での圧力損失を考慮しても原子炉格
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納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，炉心

の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を除

去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交換設備１セ

ット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。移動式代替熱交換設備の

保有数は，２セット２式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１式の合計３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２

セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

想定される重大事故等時において，残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱と燃料プール冷却系による燃料プールの除熱を同時に使用するため，

各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容

器内を減圧させるため，原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器

フィルタベント系での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は，想定される重大事故等時において，粒子

状放射性物質に対する除去効率が 99.9%以上確保できる設計とする。また，スクラ

ビング水の待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事故等時のスクラビング水

の pH値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99%以上確保できる

pH値を維持できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタは，想定される重大事故等時

において，金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設

計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の銀ゼオライト吸着層は，想定される排

気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために必要

な排気ガス滞留時間を確保できる吸着層の厚さ及び有効面積を有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう，原子

炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

3.7.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は原子炉棟内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 
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残留熱代替除去系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室から遠隔で可能な設計とする。 

残留熱代替除去系運転後における弁の操作は，配管等の周囲の線量を考慮して，

中央制御室又は離れた場所から遠隔で可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

移動式代替熱交換設備の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において，設置場所で可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所

で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続及び操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，使用時に

海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異

物の流入防止を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，フラッシン

グが可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフ 
ィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽に設置し，圧力開放板は屋外に設置する

ことで，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち原子炉棟内に

設置する弁の操作は，原子炉建物付属棟内に設置されている遠隔手動弁操作機構

により，想定される重大事故等時において，離れた場所から人力で容易かつ確実

に手動操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室から操作が可能な

設計とする。 

3.7.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

残留熱代替除去ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

また，残留熱代替除去系の運転中に残留熱除去系ストレーナが閉塞した場合に

おいては，逆洗操作が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられ

3.7－9

93



る設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。原子炉補機代替

冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制御室の操作スイッチによる操作又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスル

ートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備を接続する接続口については，フランジ接続とし，一般

的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な接続とし，結合

金具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁には，炉心の

著しい損傷が発生した場合において，現場において人力で弁の操作ができるよう，

遠隔手動弁操作機構を設置するとともに，操作場所は原子炉建物付属棟内とする

ことで，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室の操作スイッチに

より操作が可能な設計とする。 

3.7.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。また，残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は

発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式

代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

分解又は取替えが可能な設計とする。原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の

確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔離弁の開

閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器は，発電用原子

炉の停止中に内部構造物の外観の確認が可能な設計とする。 
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第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，発電用原子炉の停止中に内部構造物

の外観の確認及び内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能の確認

が可能な設計とする。 

圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計とする。 
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第 3.7-1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器

仕様 

(1) 残留熱代替除去系

ａ．残留熱代替除去ポンプ 

台数 ：１(予備１) 

容量 ：約 150m3/h/台 

全揚程 ：約 70m 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

基数 ：１ 

伝熱容量 ：約９MW 

ｃ．移動式代替熱交換設備 

第3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要仕様に

記載する。 

ｄ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要仕様に

記載する。 

(2) 格納容器フィルタベント系

兼用する設備は以下のとおり。

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

個    数  ４ 

系統設計流量 約9.8kg/s（格納容器圧力が0.427MPa[gage]におい

て） 

放射性物質除去効率 99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

材 料 

スクラビング水

（pH  以上） 

金属フィルタ

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

個    数  １ 

系統設計流量  約9.8kg/s（格納容器圧力が0.427MPa[gage]におい

て） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

3.7－12

96



放射性物質除去効率 98%以上（有機よう素に対して） 

材    料 銀ゼオライト 

ｃ．圧力開放板 

個    数 １ 

設定破裂圧力 約80kPa[gage] 

ｄ．可搬式窒素供給装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の水素爆発を防止するための設備

個 数 １（予備１） 

容 量 約100Nm3/h/台 
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第51条に規定する「溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する

ために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。なお，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心の冷却は，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制すること

及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するた

めに行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注水設

備とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備する

こと。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は，接続する建屋内

の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は，多重性又は多様性及び独立性を有し，

位置的分散を図ること。（ただし，建屋内の構造上の流路及び配管を除

く。） 

ｂ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 

 

3.8-1

102



3.8.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉格納容器下部（以下ペデスタル内）に落下した溶融炉心を冷却すること

で，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が原子炉

格納容器バウンダリに接触することを防止する。 

ペデスタル内の溶融炉心を冷却するための設備の系統概要図を第 3.8-1図から

第 3.8-8図に示す。 

 

3.8.1.1 重大事故等対処設備 

ペデスタル内の溶融炉心を冷却するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器の破損を防止できるよう，ペデスタル内に落

下した溶融炉心の冷却を行うための設備として，ペデスタル代替注水系（常設）

及びペデスタル代替注水系（可搬型）を設ける。 

また，溶融炉心がペデスタル内へと落下した場合に，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設

備として，コリウムシールドを設ける。 

(1) ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備 

ａ．ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水 

ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を行うための重大事故等対処設

備として，ペデスタル代替注水系（常設）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子

炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して格納容器スプレイ・ヘッダから

ドライウェル内にスプレイすることでペデスタル内へ流入し，溶融炉心が落

下するまでにペデスタル内にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落

下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル内へと落下した場合に

おいて，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触す

ることを防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・コリウムシールド 

・低圧原子炉代替注水槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備） 
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・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘ

ッダを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

ｂ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水 

ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を行うための重大事故等対処設

備として，ペデスタル代替注水系（可搬型）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水を復水輸送系

及び補給水系を経由してペデスタル内へ注水し，溶融炉心が落下するまでに

ペデスタル内にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉

心を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大型送水ポンプ車によ

り海を利用できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクロ

ーリにより補給できる設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル内へと落下した場合に

おいて，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触す

ることを防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，復水輸送系，補給水系の配管及び弁並びにホース

を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備

として使用する。 
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(2) 溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止に用いる設備 

ａ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル内への落下を

遅延・防止するための重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常

設）を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器

へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

 

ｂ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル内への落下を

遅延・防止するための重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

 

ｃ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル内への落下を

遅延・防止するための重大事故等対処設備として，高圧原子炉代替注水系を

使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

 

ｄ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル内への落下を

遅延・防止するための重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を使用す

る。なお，この場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注

水系（可搬型）及び高圧原子炉代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器

への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

 

ペデスタル内の溶融炉心を冷却するための設備の主要機器仕様を第 3.8-1表に

示す。 

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽については，「3.13 重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 
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常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び燃料

補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.8.1.1.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低

圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備か

らの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能

とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に

よる遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系

（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系

統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の

水源は，それぞれ低圧原子炉代替注水槽と代替淡水源とすることで，異なる水源

を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，

大量送水車は低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水

系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替

注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）は，互いに重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電源設

備」に記載する。 

 

3.8.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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ペデスタル代替注水系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接続先の系統と分

離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。また，コリウムシールドは，スリットを設けることで，

原子炉格納容器下部に設置されているドライウェル床ドレンサンプの原子炉冷却

材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

3.8.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定される重

大事故等時において，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冷却するために必要な

注水流量を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事故等時に

おいて，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量を有

するものを１セット１台使用する。保有数は，２セット２台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

コリウムシールドは，ペデスタル内に落下した溶融炉心が，ドライウェル機器

ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ流入することを抑制するために

必要な厚さを有する設計とする。 

 

3.8.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室で可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管及び設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。大量送水車の常

設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能
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な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。また，ペ

デスタル代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響

を考慮する。 

コリウムシールドは，ペデスタル内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.8.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。ペデスタル

代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所

での手動操作が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，付属の操作スイッチにより，

設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設

置場所での手動操作が可能な設計とする。 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結合金具を用いて

ホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を統一す

る設計とする。 

 

3.8.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認並びに弁開閉動作の確認が可能な設計とする。また，

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電用原子炉の

停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとと

もに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，大量送水車は，車両として運

転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

コリウムシールドは，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.8-1 表 ペデスタル内の溶融炉心を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

(1) ペデスタル代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様に記

載する。 

 

(3) コリウムシールド 

材    質       ジルコニア 

外    径       ペデスタル床全面 

厚    さ       約 0.1m以上 

 

(4) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(5) 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様に記

載する。 

 

(6) 高圧原子炉代替注水系 

ａ．高圧原子炉代替注水系ポンプ 

第 3.2-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(7) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 3.1-1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の

主要機器仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の

主要機器仕様に記載する。 
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3.9水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第 52条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出経路での水素爆発

を防止すること，放射性物質の低減設備，水素及び放射性物質濃度測定装置

を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる

監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 
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3.9.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素によ

る爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には，

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の系統概要図を第

3.9－1図から第 3.9－4図に示す。 

3.9.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損

を防止できるよう，原子炉格納容器内を不活性化するための設備として，窒素ガ

ス代替注入系を設ける。

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損

を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出するための設備として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内の水素濃度を監視する設備

として，水素濃度監視設備を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水

素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器

内を窒素ガス制御系により常時不活性化する設計とする。 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止

ａ．窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処設備として，窒素

ガス代替注入系を使用する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置，配管・ホース・弁類等で構成し，格納容

器フィルタベント系の使用前に原子炉格納容器内に窒素を供給することで，

ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発

生する水素及び酸素の濃度を，蒸気が全て凝縮した条件でも可燃限界未満に

することが可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料はガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式窒素供給装置

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，窒素ガス代替注入系の配管，弁及びホースを重大事
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故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するた

めの重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は,第１ベントフィルタスクラバ容器,第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器

及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物頂部付近に設ける放出口から排出することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

を大気に排出できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を

防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス)で置換した状態で待機させ，使

用後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが

蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続し

て排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域

に達することを防止できる設計とする。 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，第１ベントフィル

タ出口配管に第１ベントフィルタ出口水素濃度を設ける。また，放射線量率

を測定し,放射性物質濃度を推定できるよう，第１ベントフィルタ出口配管

に第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設ける。

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，第１ベントフィルタ出口

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型

直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

・圧力開放板 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 
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・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フ

ィルタベント系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

本系統のうち第１ベントフィルタ出口水素濃度及び第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の詳細については，「3.15 計装設

備」に記載し，その他系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備」に記載する。 

 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行うための重大事

故等対処設備として，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）を使用する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の著し

い損傷が発生した場合にサンプリング装置により原子炉格納容器内の雰囲

気ガスを原子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度（ＳＡ) 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ) 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

 

ｂ．格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容器内の水素濃

度監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行うための重大事

故等対処設備として，格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を使用する。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した

場合に，サンプリング装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉棟

内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度を中央制御室より監視できる設計とする。格納容器水素濃度及び格納容

器酸素濃度は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。なお，
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原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給することにより，サンプリングガス

を冷却できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度 

・格納容器酸素濃度 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の主要機器仕様を

第 3.9－1表に示す。 

原子炉格納容器については,「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交流電源設備及び

可搬型代替交流電源設備については,「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.9.1.1.1 多様性,位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外の保管場所に分散して保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備，及び常設代替直流電源設備又

は可搬型直流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，多様

性を有する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出

器の設置箇所の位置的分散を図る設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備から給電が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプリ

ングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原

子炉補機代替冷却系から供給が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については,「3.14 電源設備」に記載する。原

子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散については，「3.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備」に記載する。 

 

3.9.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

3.9.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は, 想定される重大事故等時におい

て，格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内における水素及び酸素を

排出する前までに，原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にす

るために必要な窒素供給容量を確保するため１セット１台使用する。保有数は，

１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計２台を保管する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度は，想定される重大事故等時

に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定できる設計と

する。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時

に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度を測定できる

設計とする。 

 

3.9.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外に保管及び設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬式窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置し,想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度のサンプリング装置の操作は,想定される重大事故等時におい

て，中央制御室で可能な設計とする。 
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3.9.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，付属の操作スイッチにより，設

置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操

作が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

可搬式窒素供給装置を接続する接続口については，簡便な接続とし,結合金具を

用いてホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を

統一する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，中央制御室にて監視及

びサンプリング装置の操作が可能な設計とする。 

 

3.9.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容

器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置

は，発電用原子炉の停止中に運転により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.9－1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

の主要機器仕様 

 

(1) 窒素ガス代替注入系 

ａ．可搬式窒素供給装置 

 兼用する設備は以下のとおり。 

 ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

  台  数    １（予備１） 

  容  量    約 100Nm3/h/台 

 

(2) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

 第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｃ．圧力開放板 

 第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｄ．第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｅ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｂ．格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｃ．格納容器水素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｄ．格納容器酸素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施

設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を

付けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監

視設備を設置すること。

c) これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。
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3.10.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素爆発による損傷

を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の構造図及び系統概

要図を第 3.10-1図から第 3.10-3図に示す。 

3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，原子炉建物

等の損傷を防止するための水素濃度制御設備として，静的触媒式水素処理装置，

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度を設ける。

また，原子炉建物内の水素濃度が変動する可能性のある範囲にわたり測定するた

めの設備として，原子炉建物水素濃度監視設備を設ける。 

(1) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

ａ．静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，炉心の

著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉棟内に水素ガスが漏えいした

場合において，原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素濃度を可燃限界未

満に制御する重大事故等対処設備として，水素濃度制御設備である静的触媒

式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理

装置出口温度を使用する。 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子炉格

納容器から原子炉棟に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって

再結合させることで，原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建物の

水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度

は，静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水

素処理装置の作動状態を中央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式

水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，常設代替直

流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素処理装置

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，原子炉棟を重大事故等対処設備として使用する。 
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b．水素濃度監視 

(a) 原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，炉心

の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉棟内に漏えいした水素ガ

スの濃度を測定するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が

変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等対処設備として，原子

炉建物水素濃度監視設備である原子炉建物水素濃度を使用する。 

原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監視できる設計とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建物水素濃度

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の主要機器仕様を第

3.10-1表に示す。 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬

型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.10.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子

炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測

方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入

口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電により作動

できる設計とする。原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性

を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により作

動できる設計とする。電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設

備」に記載する。 

3.10.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，原子炉建物４階（燃料取替階）壁面近傍等に設置

し，他の設備と独立して作動する設計とするとともに，重大事故等時の再結合反

応による温度上昇が重大事故等時に使用する他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子

炉建物水素濃度は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式

水素処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置内の水素ガス流路を妨げない

配置及び寸法とすることで，静的触媒式水素処理装置の水素処理性能に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

3.10.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，想定される重大事故等時において，有効燃料部の

被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する水素ガス（約

1,000kg）が，原子炉格納容器の設計圧力の２倍における原子炉格納容器漏えい率

に対して保守的に設定した漏えい率（10％/日）で漏えいした場合において，ガス

状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても，原子

炉棟の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止するために必要な水

素処理容量を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置は，原子炉棟内の水素ガスの効率的な除去を考

慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，静

的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉建物４階（燃料取替階）の壁面及び天井付近，
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並びに原子炉建物２階の非常用ガス処理系吸込配管近傍に分散させた適切な位置

に配置し，想定される重大事故等時において，原子炉棟内の水素濃度を測定でき

る設計とする。また，原子炉建物水素濃度は，原子炉建物４階（燃料取替階）以

外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素ガスの早期検知

及び滞留状況を把握できる設計とする。 

3.10.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素

処理装置出口及び原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

3.10.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素

処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入すると触媒反応によっ

て受動的に起動する設備とし，操作不要な設計とする。静的触媒式水素処理装置

入口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，中央制

御室で監視が可能な設計とする。 

3.10.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として

触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，発

電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 
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第 3.10-1表 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の 

主要機器仕様 

(1) 静的触媒式水素処理装置

種類 触媒反応式 

個数 18 

水素処理容量  約 0.50kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，100℃，大気圧におい

て） 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。

(3) 静的触媒式水素処理装置出口温度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。

(4) 原子炉建物水素濃度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施

設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13.1 適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を第 3.13－1 図か

ら第 3.13－11 図に示す。 

 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事故等の収束に必

要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及び

ほう酸水貯蔵タンクを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源とは

別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設ける。

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用できる設計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な設備として，大量送水車を設ける。また，海を利用

するために必要な設備として，大型送水ポンプ車を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプについては，複数箇

所に分散して保管する。 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

a. 低圧原子炉代替注水槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある低圧原子炉代替注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及び

ペデスタル代替注水系（常設）の水源として，低圧原子炉代替注水槽を使用

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水槽 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

に記載する。 
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b. サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある高圧原子炉代替注水系及び残留熱代替除去系並びに重大事故等対処設

備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（サプ

レッション・プール水冷却モード）の水源として，サプレッション・チェン

バを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備」に記載する。 

 

c. ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系

の水源として，ほう酸水貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水貯蔵タンク（3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に 

するための設備） 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

 

d. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給する

ための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧

原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデ

スタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

燃料プールスプレイ系の水源として，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発
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電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備」，「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

及び「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」に記載する。 

e. 海を水源とした場合に用いる設備

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，低圧原子炉代

替注水槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，

燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である燃料プールスプレイ系の水源として海を利用する

ための重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車を使用する。 

大型送水ポンプ車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原子炉建物放水設備

の大型送水ポンプ車の水源として，海を使用する。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽

油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備（取水口，取水管，

取水槽）を重大事故等対処設備として使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に 

発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」，「3.11 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備」及び「3.12 発電所外への放射性物質の拡

散を抑制するための設備」に記載する。 

(2) 水源へ水を供給するための設備

a. 低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための設備

重大事故等の収束に必要な水源である低圧原子炉代替注水槽へ淡水を供

給するための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用する。 

大量送水車は，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西
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２）の淡水を低圧原子炉代替注水槽へ供給できる設計とする。

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である低圧

原子炉代替注水槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，大量

送水車及び大型送水ポンプ車を使用する。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を低圧原子炉代替注水槽へ供給

できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスター

ビン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車

・大型送水ポンプ車

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備（取水口，取水管，

取水槽）を重大事故等対処設備として使用する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様を第3.13－1 表

に示す。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.13.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納容

器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の多様性，位置

的分散については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及

び「3.8原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留熱代

替除去系の多様性，位置的分散については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

大量送水車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

3.13.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時に弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離して保管

し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

3.13.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時において，代替淡水源又

は海を使用するまでの間に必要な容量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準
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対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，高

圧原子炉代替注水系で使用する高圧原子炉代替注水ポンプ及び残留熱代替除

去系で使用する残留熱代替除去ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容

量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを１セット１台使用す

る。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを１セット１台

使用する。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要な

ホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

3.13.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。また，大量送水車は，淡水だけでなく海水

も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。 

大型送水ポンプ車の操作等は，想定される重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設

計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

3.13.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納容
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器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の操作性につい

ては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「3.8原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留熱代

替除去系の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備」に記載する。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等

が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，接続治具を用い

てホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を統

一する設計とする。 

大型送水ポンプ車と大量送水車との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用

いてホースを確実に接続できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車を用いて海水を各系統に供給する系統は，

想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等によ

り速やかに切り替えられる設計とする。 

 

3.13.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に水位の確認により漏えいの有

無の確認並びに内部の確認が可能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認及び気密性能

の確認が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分

解又は取替えが可能な設計とする。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 
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第3.13－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水槽

基 数  １ 

容 量  約 1,300 m3 

主要部材質  鉄筋コンクリート 

(2) サプレッション・チェンバ

容   積  サプレッション・チェンバ・プール水量  約 2,800 m3 

(3) ほう酸水貯蔵タンク

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要仕様に記載する。 

(4) 大量送水車

第3.11－1表燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

(5) 大型送水ポンプ車

個 数  ２（予備１） 

容 量  1,800m3/h 
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3.14 電源設備【57 条】 

【設置許可基準規則】 

第五十七条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため

に必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

2 発電用原子炉施設には，第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び

前項の規定により設置される電源設備のほか，設計基準事故対処設備の電源が喪失した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

（解釈） 

1  第 1 項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは，以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は，負荷切り離しを行わずに 8時間，電気の供給が可能

であること。ただし，「負荷切り離しを行わずに」には，原子炉制御室又は隣接する電

気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後，必要な負

荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時間にわたり，電気の供給を行うことが可能

であること。 

ｃ）24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行うこと

が可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では，号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケ

ーブル等を敷設し，手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)，パワーセンター(P/C)及び金属

閉鎖配電盤(メタクラ)(M/C)等）は，代替所内電気設備を設けることなどにより共通要

因で機能を失うことなく，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る

こと。 

2 第 2 項に規定する「常設の直流電源設備」とは，以下に掲げる措置又はこれと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため，負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等に

おいて簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8 時間，その

後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり，重大事故等の

対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう 1 系統の特に高い信頼性

を有する所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。 
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3.14.1 適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要

な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備の系統図を第 3.14－1図から第 3.14－16図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備及び非常用直流電源設備が使用できる場合は，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

 

3.14.1.1 重大事故等対処設備 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備と

して，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電

源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備を設

ける。また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給する

ための設備として，燃料補給設備を設ける。 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電

源喪失」という。）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源

設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サー

ビスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽

油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタービン発電機を中央制御室

での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，

又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセン

タへ接続することで電力を供給できる設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタンクより自

重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービン発電機

用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
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・ガスタービン発電機用軽油タンク 

 

 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡ－ロードセンタ，ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，

位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・タンクローリ 

 

(2) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充

電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ），電路，計測制御装置等で構成し，

全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを行い，全交流動

力電源喪失から 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）から電力を供給できる設計とする。また，

交流電源復旧後に，交流電源をＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線へ接続することで電力

を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・Ｂ－115V系蓄電池 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ｂ－115V系充電器 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 
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・230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

ｂ．常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，常設代替直流電源設備を使用する。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V系蓄電池，ＳＡ用 115V系充電器，電

路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，Ｓ

Ａ用 115V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧後

に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線へ接続することで電力

を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・ＳＡ用 115V系充電器 

 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用），ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所

内電気設備，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V

系充電器（常用）を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計と

する。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事

故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に

電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・230V系充電器（常用） 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・タンクローリ 
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(3) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続

プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コント

ロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，計測制御装置等で構成し，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使

用し電力を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電

気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また，代替所内電気設備及び非

常用所内電気設備は，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を図る設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用メタクラ

・メタクラ切替盤

・高圧発電機車接続プラグ収納箱

・ＳＡロードセンタ

・ＳＡ１コントロールセンタ

・ＳＡ２コントロールセンタ

・充電器電源切替盤

・ＳＡ電源切替盤

・重大事故操作盤

・非常用高圧母線Ｃ系

・非常用高圧母線Ｄ系

(4) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源設備による給電

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設

備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サー

ビスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽

油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタービン発電機を中央制御室

での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，

又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセン

タへ接続することで電力を供給できる設計とする。

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタンクより自

重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。
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また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービン発電機

用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源

設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡ－ロードセンタ，ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，

位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・タンクローリ 

 

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流

電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電

器（ＳＡ），230V 系充電器（ＲＣＩＣ），電路，計測制御装置等で構成し，非

常用所内電気設備への交流電源喪失から 8 時間後に，不要な負荷の切り離し
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を行い，交流電源喪失から 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）から電力を供給できる設計

とする。また，交流電源復旧後に，交流電源をＢ－115V系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線へ接続す

ることで電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・Ｂ－115V系蓄電池 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ｂ－115V系充電器 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

・230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

 

ｂ．常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替直流電源設

備を使用する。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V系蓄電池，ＳＡ用 115V系充電器，電

路，計測制御装置等で構成し，非常用所内電気設備への交流電源喪失から 24

時間にわたり，ＳＡ用 115V系蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，

交流電源復旧後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線へ接続

することで電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・ＳＡ用 115V系充電器 

 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）及び直流電源が喪失した場合の重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備を使用する。 

 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ

用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用），ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所内

電気設備，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充

電器（常用）を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事
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故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に

電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・ＳＡ用 115V系充電器

・230V系充電器（常用）

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

(6) 燃料補給設備による給油

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，ガスタービン発電

機用軽油タンク，タンクローリ及びホースを使用する。 

大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置は，ガスタービン発電

機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの軽油の補給は，ホー

スを用いる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

代替電源設備の主要機器仕様を第 3.14－1表に示す。 
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3.14.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，ガスタービン発電機をガスタービンにより駆動することで，

ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービス

タンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガス

タービン発電機建物に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，

ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常用高圧母線までの系統

において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機か

ら非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電

源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が

水冷である非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様

性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車をディーゼル

エンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電

機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建

物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，

ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロー

リは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン

発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた

場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車から非常用高圧母線までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から非

常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流

電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 
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可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直

流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源

設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備３系統の

うち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有す

る設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備

は非常用直流電源設備３系統のうち２系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備３

系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備３系統のうち２系

統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常

用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である非常用ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様

性を有する設計とする。また，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器及び 230V 系充電器（常用）により交流電力を直流に変換できることで，非常

用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離

れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常

用ディーゼル発電機，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン

建物近傍のディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設

置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線までの系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から直流母線まで

の系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源
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設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置し，

ＳＡロードセンタ及びＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水槽内に

設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及びＳＡ２コントロール

センタは，原子炉建物付属棟内に設置し，代替する機能を有する非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，代替する機能を有する非常用所内電気設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置することで，

非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は廃棄物処理建物内に設置することで，

非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は中央制御室内に設置することで，非常用

所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，代替する機能

を有する非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は代替する

機能を有する非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディ

ーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃

料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，原子炉建物及びタービン建物から離れた

場所に設置することで，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル燃料

貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 
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3.14.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービス

タンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，通常時は遮断器等により接

続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧発電機車は輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）， 230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，通常時は設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電器は，通

常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び

230V系充電器（常用）は，通常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時

に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の系統と分離

して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に弁
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操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロー

ルセンタは，通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に

遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母線Ｃ系

及び非常用高圧母線Ｄ系は，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，設計基準対処設備の操作盤と隔離して

いることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

3.14.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備

及び代替所内電気設備については，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

3.14.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時において，

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガスタービン発

電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時において，

ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有する設計

とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力

3.14-13

173



を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，２セット６

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台

の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大事故

等時において，負荷の切り離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離

して 16時間の合計 24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する

設計とする。 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大事故等

時において，負荷の切り離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）

は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有

する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，ＳＡロー

ドセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定さ

れる重大事故等時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計と

する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，その

機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転する

ために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮すること

が必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを１セット

１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

3.14.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発

電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

緊急用メタクラの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可

能な設計とする。 

高圧発電機車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），
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Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，

廃棄物処理建物に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及びＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の操作は想定される重大事故等時において設

置場所で可能な設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ２コントロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母

線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，原子炉建物付属棟に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ

系の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

ＳＡロードセンタの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

充電器電源切替盤は，廃棄物処理建物に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

充電器電源切替盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能

な設計とする。 

重大事故操作盤は，制御室建物に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

重大事故操作盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能な

設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

タンクローリの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 
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3.14.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機は，中央制御室の操作スイッチ等により，操作が可能な設

計とする。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作等により操

作が可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能な設

計とする。 

系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作等により操作が可能

な設計とする。 

高圧発電機車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセスできる

設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

高圧発電機車を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続又はより簡便

な接続とし，一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作及び遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

緊急用メタクラ，高圧発電機車接続プラグ収納箱，メタクラ切替盤，ＳＡ電源

切替盤，充電器電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高

圧母線Ｄ系は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能な設計と

する。 

燃料補給設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，系統構成に必要な弁を，設置場所での手

動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な

設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

タンクローリを接続する接続口については，専用の接続方式とし，接続治具を

用いてホースを確実に接続することができる設計とする。 
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3.14.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ガスタービン発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外

観の確認が可能な設計とするとともに，分解が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の

確認が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能検査及び分解点検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

高圧発電機車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能

な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，高圧発電機

車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V系蓄電池，230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

メタクラ切替盤及び高圧発電機車接続プラグ収納箱は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コン

トロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，充電器電源切替盤，重大事故操作盤，非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認

が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能試験，

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計

とする。また，タンクローリは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.14－1表 代替電源設備主要機器仕様 

常設代替交流電源設備(1)

ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台 数 １（予備１） 

使用燃料 軽油 

出 力 約 4,800kW/台 

発電機 

台 数 １（予備１） 

種 類 同期発電機 

容 量 約 6,000kVA/台 

力 率 0.8 

電 圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用サービスタンク 

基 数  １（予備１） 

容 量  約 7.9kL/基 

ｃ．ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台 数 １（予備１） 

容 量 約４m3/h/台 

ｄ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数 １ 

容 量 約 560kL/基 

(2) 可搬型代替交流電源設備

ａ．高圧発電機車 

機関 

台 数 ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台 数 ６（予備１） 

種 類 同期発電機 

容 量 約 500kVA/台 

力 率 0.8 

電 圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 
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ｂ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数 １ 

容 量 約 560kL/基 

ｃ．タンクローリ 

台 数 １（予備１） 

容 量 約３kL/台 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

ａ．Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組 数 １ 

電 圧 115V 

容 量 約 4,500Ah 

（Ｂ－115V系蓄電池：約 3,000Ah 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約 1,500Ah） 

ｂ．230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組 数 １ 

電 圧 230V 

容 量 約 1,500Ah 

ｃ．ＳＡ用 115V系蓄電池 

組 数 １ 

電 圧 115V 

容 量 約 1,500Ah 

ｄ．Ｂ－115V系充電器及びＢ１－115V系充電器（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

個 数 ２ 

電 圧 120V 

容 量 約 400A 及び約 200A 
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ｅ．230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

個 数 １ 

電 圧 240V 

容 量 約 200A 

ｆ．ＳＡ用 115V系充電器 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

(4) 可搬型直流電源設備

ａ．高圧発電機車 

機関 

台 数 ６（予備１） 

使用燃料  軽油 

発電機 

台 数 ６（予備１） 

種 類 同期発電機 

容 量 約 500kVA/台 

力 率 0.8 

電 圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 

ｂ．Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

ｃ．ＳＡ用 115V系充電器 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

ｄ．230V系充電器（常用） 

個 数 １ 

電 圧 240V 

容 量 約 200A 
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ｅ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数  １ 

容 量  約 560kL/基 

ｆ．タンクローリ 

台 数  １（予備１） 

容 量  約３kL/台 

(5) 燃料補給設備

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数  １ 

容 量  約 560kL/基 

ｂ．タンクローリ 

台 数  １（予備１） 

容 量  約３kL/台 
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3.14.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.14.1.2.1 非常用交流電源設備 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時に代替制

御棒挿入機能（ＡＲＩ），代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入

系，代替自動減圧機能，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系

（可搬型），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード），原子炉補機冷却系，格納容器代替スプレイ（常

設）格納容器代替スプレイ（可搬型），残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード），計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，高圧炉心

スプレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。

非常用交流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用交流電源設備の主要機器仕様を第 3.14－2 表に示す。 

3.14.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.14.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ディーゼル

燃料デイタンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプは，

設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対し

て十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

3.14.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びディーゼ

ル燃料デイタンクは，原子炉建物付属棟に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の操作は，

中央制御室から可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプは，屋外に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 
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3.14.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

 

3.14.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。ま

た，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁

の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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第 3.14－2表 非常用交流電源設備の主要機器仕様 

 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

 非常用ディーゼル発電機 

機関 

型  式 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 
２ 

約 6,150kW/台（連続） 

約 10 秒 

軽油 

発電機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

２ 

三相同期発電機 

約 7,300kVA/台 

0.8 

6.9kV 

60Hz 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

機関 

型  式 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 
１ 

約 3,480kW/台（連続） 

約 13 秒 

軽油 

発電機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

１ 

三相同期発電機 

約 4,000kVA/台 

0.8 

6.9kV 

60Hz 
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(3) ディーゼル燃料貯蔵タンク

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

基  数 

容  量 

２（非常用），１（高圧炉心スプレイ系用） 

約 170kL/基 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

基  数 

容  量 

３（非常用） 

約 100kL/基 
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3.14.1.2.2 非常用直流電源設備 

非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源喪失から８時間，非常用蓄電池から電

力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用直流電源設備の主要機器仕様を第 3.14－3 表に示す。 

 

3.14.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.14.1.2.2.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用蓄電池は，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束

に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

 

3.14.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用蓄電池及びそれに充電する充電器は，廃棄物処理建物内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.14.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

3.14.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用蓄電池は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・性能の確認が可能

な設計とする。 

非常用蓄電池に充電する充電器は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・

性能の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.14－3 表 非常用直流電源設備の主要機器仕様 

(1) 非常用蓄電池

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用電源設備（通常運転時等）

・代替電源設備

115V系蓄電池 230V系蓄電池 ±24V系蓄電池 

蓄電池 

組 数 

電 圧 

容 量 

３ 

115V 

約 4,500Ah（１組） 

約 1,200Ah（１組） 

約 500Ah（１組） 

１ 

230V 

約 1,500Ah（１組） 

２ 

±24V 

約 90Ah（２組） 

充電器 

台 数 

充電方式 

５（予備１台） 

浮動（常時） 

１ 

浮動（常時） 

２ 

浮動（常時） 
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3.15 計装設備【58 条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条  発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用の 

ものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを

推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１  第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要 

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討

すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握

することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確 

にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合 

の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備する 

  こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備 

すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確から 

しさを考慮し，優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定 

される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録が 

できること。 

3.15-1

204



 

3.15.1 適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメ

ータを計測する設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子

炉施設の状態を把握するためのパラメータ）は，「実用発電用原子炉に係る発電

用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」

のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有

効監視パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実用発電用原子炉

に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 

表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パ

ラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故

等対処設備）について，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状

態を把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確に

する。計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概要図等を第

3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設

備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータを

補助パラメータとする。なお，補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を

活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの対象を第 3.15－4

表に示す。 

 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状

態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，

圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計

測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合は，「実用発電用原子炉に係
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る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について第 10.1

表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に

関する手順等」の計器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範

囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定ができ

る設計とする。 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合，他チャ

ンネルの計器により計測するとともに，重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，

検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を

定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3表に示す。 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪

失した場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備）

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

常設代替交流電源設備,可搬型代替交流電源設備,所内常設蓄電式直流電源

設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備に

ついては，「3.14 電源設備」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，特に

重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を計測する設備については，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，

乾電池を電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際の考

え方として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか 1つ

の適切なチャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量に

ついて，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメータ

を選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器
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(3) パラメータ記録時に使用する設備

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定され

る重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータが計測又は監視及び記録できる設計とする。

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とす

る。また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置）

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1表及び第 3.15－2表に，代替パラメ

ータによる主要パラメータの推定を第 3.15－3表に示す。また，重大事故等対

処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータを第

3.15－4表に示す。 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する

設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，重要監視パラメータを

計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設

計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図

る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有する設計基準事

故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」にて記載する。 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多

重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソ
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レータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重

大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信連絡す

ることで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）を共有・

考慮しながら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向

上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影響を及

ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が

可能な設計とする。 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設計

基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の計測

範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原

子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装
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・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・格納容器酸素濃度 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，計器

の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状

態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 
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・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用する手

順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を有する設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時に発

電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することがで

きる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮しても設計基準

を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。原子

炉格納容器の排出経路での水素濃度監視用として１セット１個使用する。保有

数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個を加

えた合計２個保管する設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。重大事故等時

において，低圧代替注水の流量監視として１セット１個使用する。保有数は４

セットと，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２個

(共用)の合計６個を保管する設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位

及び流量（注水量）等の計測用として 1セット 28個（測定時の故障を想定した

予備１個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 28個を含めて合計 56個を保管する設計とする。 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを

計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル水位

3.15-7

210



 

・ペデスタル水位 

・中性子源領域計装 

・平均出力領域計装 

なお，中性子源領域計装及び平均出力領域計装については，想定される重大

事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

  ・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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・格納容器酸素濃度 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ｂ系） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉建物付属

棟内及びその他の建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ａ系） 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換出口温度 

・原子炉補機冷却ポンプ圧力 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを

計測する設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 
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・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

・代替注水流量（可搬型） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ収集サーバは，

廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定される重大事故等時に操

作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバは，緊

急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバは，想定される重大事故等時に操作を行う必要

がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，

緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。ＳＰＤＳデータ表示装置の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保管し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型計測器の操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は設計

基準対象施設として使用する場合と同じ構成で使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 
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・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷサージタンク水位

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使用できる設計とする。格納

容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

中性子源領域計装は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で，

重大事故等対処設備として使用できる設計とする。中性子源領域計装は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は設計

基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
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・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定される重

大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）を計測するためのサンプリング装置は，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時に切り替える

ことなく使用できる設計とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉

建物付属棟内で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，想定される重大事故等時に切り替える

ことなく使用できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両に

よる運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規格を統一することにより，

確実に接続できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度を計測するた

めのサンプリング装置は，屋外でサンプリング装置の弁及び付属の操作スイッ

チにより操作が可能な設計とし，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，想定される重大事故等時に切り替えることなく
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使用できる設計とする。代替注水流量（可搬型）は，接続規格を統一すること

により，確実に接続できる設計とする。代替注水流量（可搬型）の注水先選択

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時にお

いて，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用する設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の

うちＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常時伝送を行うた

め，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属の操作スイッチにより緊急時対

策所内で操作が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想定される重大事

故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。可搬型計測器は，運転員

が携行して屋内のアクセスルートを通行できる設計とする。可搬型計測器の計

装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することにより，

一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし，付属の操作スイ

ッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータを計測する設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模

擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による性能

の確認が可能な設計とする。 
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第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

個  数     2 

計測範囲     0～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～10MPa[gage] 

 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数     1 

計測範囲      0～11MPa[gage] 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     -400～150cm ※1 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     -800～-300cm ※1 

 

(6) 原子炉水位（ＳＡ） 

個  数     1 

計測範囲     -900～150cm ※1 

 

(7) 高圧原子炉代替注水流量 

個  数     1 

計測範囲     0～150m3/h 

 

(8) 代替注水流量（常設） 

個  数     1 

計測範囲     0～300m3/h 
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(9) 代替注水流量（可搬型）

個  数 4(予備 2) 

計測範囲 0～150m3/h 

(10) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～150m3/h 

(11) 高圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～1500m3/h 

(12) 残留熱除去ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 3 

計測範囲 0～1500m3/h 

(13) 低圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～1500m3/h 

(14) 残留熱代替除去系原子炉注水流量

個  数 1 

計測範囲 0～50m3/h 

(15) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

個  数 1 

計測範囲 0～150m3/h 

(16) ドライウェル温度（ＳＡ）

個  数 7 

計測範囲 0～300℃ 
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(17) ペデスタル温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～300℃ 

(18) ペデスタル水温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～300℃ 

(19) サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(20) サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(21) ドライウェル圧力（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～1000kPa[abs] 

(22) サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

個  数     2

計測範囲     0～1000kPa[abs]

(23) サプレッション・プール水位（ＳＡ）

個  数     1

計測範囲     -0.80～5.50m※2

(24) ドライウェル水位

個  数 3 

計測範囲 -3.0m，-1.0m，＋1.0m※3

(25) ペデスタル水位

個  数 4 

計測範囲 ＋0.1m，＋1.2m,＋2.4m，＋2.4m※4

(26) 格納容器水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装
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・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1

計測範囲     0～5％/0～100％

(27) 格納容器水素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1

計測範囲     0～100vol%

(28) 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     10-2～105Sv/h

(29) 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     10-2～105Sv/h

(30) 中性子源領域計装

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装

個  数 4 

計測範囲 10-1～106ｓ-1（1.0×103～1.0×109cm-2・ｓ-1）

(31) 平均出力領域計装

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装

個  数 6※5 

計測範囲 0～125%（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

(32) スクラバ容器水位

個  数 8 

計測範囲

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

3.15-17

220



(33) スクラバ容器圧力

個  数 4 

計測範囲 0～1MPa[gage] 

(34) スクラバ容器温度

個  数 4 

計測範囲 0～300℃ 

(35) 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 2 

1 

計測範囲 10-2～105Sv/h

10-3～104mSv/h

(36) 第１ベントフィルタ出口水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1(予備 1)

計測範囲     0～20vol%/0～100vol%

(37) 残留熱除去系熱交換器入口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(38) 残留熱除去系熱交換器出口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(39) 残留熱除去系熱交換器冷却水流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～1500m3/h 
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(40) 残留熱除去ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～4MPa[gage] 

 

(41) 低圧原子炉代替注水槽水位 

個  数     1 

計測範囲     0～1500m3（0～12542mm） 

 

(42) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～4MPa[gage] 

 

(43) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa[gage] 

 

(44) 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～12MPa[gage] 

 

(45) 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～5MPa[gage] 

 

(46) 残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～3MPa[gage] 

 

(47) 原子炉建物水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 
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個  数 1 

5 

計測範囲 0～10vol% 

0～20vol% 

(48) 静的触媒式水素処理装置入口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

個  数 2 

計測範囲 0～100℃ 

(49) 静的触媒式水素処理装置出口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

個  数 2 

計測範囲 0～400℃ 

(50) 格納容器酸素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 1 

計測範囲 0～5％/0～25％ 

(51) 格納容器酸素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 1 

計測範囲 0～25vol% 

(52) 燃料プール水位（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(53) 燃料プール水位・温度（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(54) 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 
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(55) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(56) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の主要機器仕様に

記載する。 

(57) 可搬型計測器

個  数 28（予備 28） 

※1：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm）

※2：基準点はサプレッション・プール通常水位(EL5610)。

※3：基準点は格納容器底面（EL10100）。

※4：基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)。

※5：局部出力領域計装の検出器は 124個であり，平均出力領域計装の各チャンネ

ルには 14個又は 17個の信号が入力される。
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り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
２
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

-
40
0～

1
50
c
m※

３

-
53
9～

1
32
c
m※

３
炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
上
で
，
原
子
炉
水
位
制
御
範
囲
（
レ

ベ
ル
３
～
８
）
及
び
燃
料
有
効
長
底
部
ま
で
監
視
可
能
で
あ
る
 

１
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２

２
 

-
80
0～

－
30

0c
m
※
３

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
90
0～

1
50
c
m※

３

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
３
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ）

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～

99
m
3
/h
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
1
4m

3 /
h 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

25
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

４
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水
車
の
最
大
注
水
量
（

12
0m

3
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
8
0m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（
1
38
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
1
4m

3 /
h 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
の
最
大
注
水
量
（

30
 
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
４
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
５
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

１
 

０
～

15
0
 m

3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
最
大
注
水
量
（

12
0m

3 /
h
）
を
監
視

可
能
。
 

１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-26
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
６
／

1
8）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～

30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

ペ
デ
ス
タ
ル
に
溶
融
炉
心
が
落
下
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
検
知
が
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
85
3k
Pa
［

ga
ge
］
）
に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
の
飽
和
温
度
（
約

17
8℃

）
を
監
視
可
能
。
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-27
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
７
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

3
24
k
Pa
[
ga
g
e]
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
85
3k
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

2
06
k
Pa
[
ga
g
e]
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-28
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
８
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑧ 原 子 炉 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

-
3.
0
m，

-1
.
0m
，

＋
1.
0m

※
５

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
ペ
デ
ス
タ
ル
に
溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
水
深
が

あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

１
 

-
0.
8
0～

5.
5
0m

※
４

-
0.
5～

0
m※

４

ウ
ェ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
ト
操
作
可
否
判
断
（
通
常
水
位
＋

1.
3
m）

を
把
握
で
き
る

範
囲
を
監
視
可
能
。

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
起
動
時
に

想
定
さ
れ
る
変
動
（
低
下
）
水
位
：
－
0
.5
m
 に

つ
い
て
も
監
視
可
能
。
）

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m
，
＋

1.
2
m,
 

＋
2.

4m
，
＋

2.
4
m※

６
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等

時
に
お
い

て
，
ペ
デ

ス
タ

ル
に
溶
融

炉
心
の
冷

却
に
必
要

な
水

深

（
＋

2.
4
m）

が
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。

 
１
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-29
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
９
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～
10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重
大
事
故
等
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
（
０
～

90
v
ol
％
（
ド
ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～
10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重
大
事
故
等
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
（
０
～

90
v
ol
％
（
ド
ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
上
記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経

過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
上
記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経

過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-30
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
10
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装

※
２
 

４

10
-1
～
10

6  
ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
3 ～

 

1
.0
×

10
9 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格
出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子
炉
の
停
止
時
か
ら
起
動
時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
中
性
子
源
領
域
計
装
が
測
定
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
，
平
均
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監

視
可
能
。
 

－
 

平
均
出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
 

※
７

０
～

12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×
10

14
 

 
 

cm
-2
･s

-1
）
 

原
子
炉
の
起
動
時
か
ら
定
格
出
力
運
転
時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
時
，
一
時
的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，
負
の
反
応
度
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ
り
短
期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力
上
昇
及
び
下
降
は
急
峻
で
あ
る
。

12
5％

を
超
え
た
領
域
で
そ
の
指
示
に
基
づ
き
操
作
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲
で

も
運
転
監
視
上
影
響
は
な
い
。
ま
た
，
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
も
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
等
に

よ
り
中
性
子
束
は
低
下
す
る
た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応
が
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-31
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
11
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

※
２
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-32
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
12
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※
８
 

系
統
待
機
時
に
お
け
る
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
範
囲
（

）
及
び
フ
ィ

ル
タ

装
置

機
能

維
持

の
た

め
の

系
統

運
転

時
の

下
限

水
位

か
ら

上
限

水
位

の
範

囲

（
m）

を
監
視
可
能
。

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～
１
MP
a［

g
ag
e］

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
圧

力

（
0.
85
3
MP
a
[g
a
ge
]）

が
監
視
可
能
。
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

0～
3
00
℃

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
温

度

（
20
0℃

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

１
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0
-2
～

1
0
5 S
v
/h
 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
る
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン

ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約
３
×

10
２
 
Sv
/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

１
 

1
0
-3
～

1
0
4 m
S
v/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
な
い
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ

ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

6.
5×

10
-
2 m
S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～

20
v
ol
%
/ 

０
～

10
0
vo
l
% 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
停
止
後
の
窒
素
に
よ
る
パ
ー
ジ
を
実
施
し
，
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

出
口
配
管
内
に
滞
留
す
る
水
素
濃
度
が
可
燃
限
界
（

4v
o
l%
）
未
満
で
あ
る
こ
と
を
監
視

可
能
。
 

－
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

※
１
 

「
⑨
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
13
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
最

高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。

 
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
最

高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度

の
最
高
使
用
温
度
（

18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
 

※
１
 

２
 

０
～
15
0
0m

3 /
h 

０
～

12
1
8m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
の
最
大
流
量
（

12
18
m3
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
器
設
備
の
最
大
流
量
（

60
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
14
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：

1
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
系
統
の
最
高
使
用
圧
力

（
約

1.
9M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。

 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～
５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

2
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
統
の
最

高
使
用
圧
力
（

2.
0M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
15
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～
15
0
0m

3

（
０
～
12
54
2m
m）

 
－

※
８
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
底
部
か
ら
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
レ
ベ
ル
（

0～
12
3
8m

3 ）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
及
び
「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-36
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
16
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.2
1
MP
a
[g
a
ge
] 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

統
の
最
高
使
用
圧
力
（

9.
21
MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.1
1
MP
a
[g
a
ge
] 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

統
の
最
高
使
用
圧
力
（

9.
11
MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
高
使

用
圧
力
（
3.
92
M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
最
高
使
用

圧
力
（

2.
5M
Pa
[
ga
g
e]
）
を
監
視
可
能
。

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-37
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
1
7／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
 

５
 

０
～
10
v
ol
％
 

０
～
20
v
ol
％
 

－
※
８
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
建

物
内

の
水

素
燃
焼

の
可

能
性

（
水
素

濃

度
：
４

vo
l
％
）
を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
な
お
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理

装
置
に
て
，
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
を
可
燃
限
界
で
あ
る
４

vo
l
％
未
満
に

低
減
す
る
）
。
 

－
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
 

※
１

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
 

※
１
 

２
 

２
 

０
～

10
0℃

 

０
～

40
0℃

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
作
動
時
に
想
定
さ
れ
る

温
度
を
監
視
可
能
。
 

１
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～
25
v
ol
％
 

4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
格

納
容

器
内

の
水
素

爆
発

を
防

止
す
る

た

め
，
可
燃
限
界
濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l％

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～
25
v
ol
％
 

4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
格

納
容

器
内

の
水
素

爆
発

を
防

止
す
る

た

め
，
可
燃
限
界
濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l％

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-38
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
1
8／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
4.
3
0～

7.
3
0m

※
10

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
底
部
付
近
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

※
11

-
10
0
0～

67
1
0m
m
※
1
0

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水

位
を
監
視
可
能
。
 

１
 

０
～
15
0℃

 
最
大
値
：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温

度
を
監
視
可
能
。
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範

囲
（

10
－
３
～
1
0７

mS
v
/h
）
に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
監

視
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c

m）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（
EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-39
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
１
／

16
）

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
有
効
燃
料
棒
頂
部
に
到

達
す
る
ま
で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

③
残
留
熱
除
去
系
が
運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-40
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
２
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

              

3.15-41
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
３
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

③
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

④
原
子
炉
圧
力

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-42
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
４
／

16
）

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
５
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
推
定
す
る
。

①
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
６
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

3.15-45

248



第
3.
1
5
－

3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
７
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                      

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
８
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

②
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る
。

推
定
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
優
先
す
る
。
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

3.15-47
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
９
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

中
性
子
源
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
中
性
子
源
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中
性
子
源
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

平
均
出
力
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
中
性
子
源
領
域
計
装

①
平
均
出
力
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
出
力
領
域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

10
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定

す
る
。

 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。

 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
 

推
定
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
1／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
健
全
性
を
推
定
す

る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
格
納
容
器
水
素
濃
度

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス
が
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
及
び
格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
2／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

      

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
3／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口
圧
力

 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

14
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定
す
る
。

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
の
水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ
ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
5／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の

水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
6／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し
た
後
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と
放
射
線
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）
に
て
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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第 3.15－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基準として用い

る補助パラメータ 

 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却ポンプ圧力 

ＲＣＷ熱交換出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常

設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

3.4.1 設置許可基準規則第 47条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備で

ある低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び低圧原子炉代替注水系（常設）

を設ける。 

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

(１)a)） 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧

注水モード）ポンプが有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，可搬型

重大事故等対処設備として低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，第２保管，第３及び第４保管エリア

に分散配備した大量送水車を用い，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低

圧注水モード）とは異なる代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））を

水源として原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

(2) 低圧原子炉代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

(１)b)） 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧

注水モード）ポンプが有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，常設重

大事故等対処設備として低圧原子炉代替注水系（常設）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に

配置された低圧原子炉代替注水ポンプを用い，低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）とは異なる低圧原子炉代替注水槽を水源として

原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保（設

置許可基準規則解釈の第１項(１)c)） 

上記(１)及び(２)の重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系（常

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である低圧

炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）に対して，異なるポン

プ（低圧原子炉代替注水ポンプ又は大量送水車），駆動源（常設代替交流電源

設備又はディーゼルエンジン），冷却源（自滑水冷却）を用いることで多様性

及び独立性を有する設計とする。 
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また，原子炉建物内に設置されている低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去

系（低圧注水モード）に対して，常設設備である低圧原子炉代替注水ポンプ

は低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置しており，常設代替交流電源設

備はガスタービン発電機建物内に設置することで位置的分散を図った設計と

する。大量送水車，可搬型代替交流電源設備については，屋外に保管し，屋

外から異なる複数の接続口に接続可能とし，低圧炉心スプレイ系及び残留熱

除去系（低圧注水モード）に対して位置的分散を図る設計とする。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については3.4.2.1.3項及び3.4.2.2.3

項に詳細を示す。 

 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機

能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付

ける。 

 

(4) 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，炉心上部のスパージャ，

配管・弁類及び計測制御装置からなり，大破断事故時には低圧注水系及び高

圧炉心スプレイ系と連携して，中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系ある

いは自動減圧系と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

 

(5) 残留熱除去系（低圧注水モード） 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ３台，配管・弁類

及び計測制御装置からなり，大破断事故時には低圧炉心スプレイ系及び高圧

炉心スプレイ系と連携して，中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系あるい

は自動減圧系と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低又は格納容器圧力高の信号で作動を開始し，サプ

レッション・プール水を直接炉心シュラウド内に注入する。 

 

(6) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，原子炉停止後，炉心崩壊熱，

原子炉圧力容器，配管及び冷却材中の保有熱を除去して，原子炉を冷却する

ためのものである。また，動的機器の単一故障を仮定した場合でも冷却材を

低温まで冷却可能な設計である。原子炉冷却材は原子炉再循環ポンプ入口側

から残留熱除去系のポンプ及び熱交換器を経て，原子炉再循環ポンプ出口側

に戻される。 

 

(7) 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で発生する熱

を冷却除去する機能を有する。本系統は，想定される重大事故等時において
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も，非常用機器，残留熱除去系の機器等の冷却を行うための機能を有する。 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備（設置許可基準規則第 48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

なお，原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉圧力容器に注水するための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(8) 復水輸送系を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ，

低圧原子炉代替注水ポンプ及び大量送水車が機能喪失した場合，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，自主対策設備として復水

輸送系を用いた原子炉注水手段を整備している。 

復水輸送系を用いた原子炉注水手段については，復水輸送ポンプを用い，

低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水

系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）とは異なる復水貯蔵タンク

を水源として復水輸送系，残留熱除去系を通じて原子炉圧力容器へ注水する。 

 

(9) 消火系を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ，

低圧原子炉代替注水ポンプ及び大量送水車が機能喪失した場合，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，自主対策設備として消火

系を用いた原子炉注水手段を整備している。 

消火系を用いた原子炉圧力容器への注水手段については，消火ポンプ又は

補助消火ポンプを用い，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）と

は異なるろ過水タンク又は補助消火水槽を水源として消火系，復水輸送系及

び残留熱除去系を通じて原子炉圧力容器へ注水する。 

 

(10) 原子炉浄化系を用いた原子炉除熱の実施 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去機能が喪失した場合，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，自主対策設備として

原子炉浄化系を用いた原子炉除熱手段を整備している。 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，以下を整備する。 

 

(11) 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧

注水モード及び原子炉停止時冷却モード）が全交流動力電源喪失により起動
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できない場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電

源を供給することで低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード

及び原子炉停止時冷却モード）を復旧する手段を整備する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残

存する場合の対応設備として，以下を整備する。 

 

(12) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合には，低圧原子炉代替注水ポンプで原子炉圧力容器に

注水する低圧原子炉代替注水系（常設）により残存溶融炉心を冷却する。 

 

(13) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合には，大量送水車で原子炉圧力容器に注水する低圧原

子炉代替注水系（可搬型）により残存溶融炉心を冷却する。 

 

なお，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主対策設備として，以

下を整備する。 

 

(14) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合には復水輸送ポンプで原子炉圧力容器に注水する復

水輸送系により残存溶融炉心を冷却する。 

 

(15) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合には，消火ポンプ又は補助消火ポンプで原子炉圧力容

器に注水する消火系により残存溶融炉心を冷却する。 

 

また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））の淡水が枯渇した場合の

海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

(16) 低圧原子炉代替注水系の海水の利用 

低圧原子炉代替注水系（常設）の水源である低圧原子炉代替注水槽並びに

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び（西２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置し

ている海水取水箇所（取水槽）より，大型送水ポンプ車を用いて低圧原子炉
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代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）への供給

又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）で用いる大量送水車に海水を直接送水

できる設計とする。なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

 

3.4.2 重大事故等対処設備 

3.4.2.1 低圧原子炉代替注水系（常設） 

3.4.2.1.1 設備概要 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である低圧炉心スプ

レイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の有する発電用原子炉の冷却機能が

喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，発電用原子炉を冷却することを目的として使用する。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（非常用交流電源設備，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置

及び，水源である低圧原子炉代替注水槽，流路である低圧原子炉代替注水系の配

管及び弁並びに残留熱除去系の配管及び弁，注水先である原子炉圧力容器等から

構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.4-1，重大事故等対処設備一覧を表 3.4-1に示す。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，低圧原子炉代替

注水槽の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉

心を冷却できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，低圧原子炉代替注水ポンプは，常

設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から，代替所内電気設備である緊

急用メタクラ，ＳＡロードセンタを介して給電が可能な設計とする。 

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合においても，代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））の淡水を，大量送水車を用いて，低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽上部に設置した外部接続口から低圧原子炉代替注水槽へ

供給できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（ＳＡ電源切替盤

の切替操作を含む）により系統構成を行った後，中央制御室の操作スイッチによ

り低圧原子炉代替注水ポンプを起動し運転を行う。
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表 3.4-1 低圧代替注水系（常設）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源※1 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 

 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 高圧発電機車【可搬型】 

 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

 ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

 ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

計装設備※3 原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。   

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ 

型式     :ターボ形 

容量     :230m3/h/台 

揚程     :190m 

最高使用圧力   :3.92MPa 

最高使用温度  :66℃ 

個数     :１（予備１） 

取付箇所     :低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内 

原動機出力    :210kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」， 電源設備については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.4.2.1.3 低圧原子炉代替注水系（常設）の多様性及び独立性，位置的分散 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である低圧炉心スプ

レイ系及び残留熱除去系と共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがな

いよう，表 3.4-2で示すとおり多様性，位置的分散を図った設計とする。ポンプ

については，低圧炉心スプレイポンプ及びＡ，Ｂ及びＣ－残留熱除去ポンプと位

置的分散された低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプ

を使用する設計とする。低圧原子炉代替注水ポンプのサポート系として，ポンプ

冷却水は自滑水とすることで，低圧炉心スプレイポンプ及び残留熱除去系ポンプ

の冷却水と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とし，電源については，

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から代替所内電気設備を経由した

給電が可能な設計とすることで，低圧炉心スプレイポンプ及び残留熱除去ポンプ

の電源である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要因によっ

て同時に機能喪失しない設計とする。水源については，低圧炉心スプレイ系及び

残留熱除去系の水源であるサプレッション・チェンバと異なる低圧原子炉代替注

水槽を使用する設計とする。操作に必要な電動弁については，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子

炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

残留熱除去系と低圧原子炉代替注水系（常設）の独立性については，表 3.4-3

で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障することを防止するため

に独立性を確保する設計とする。 

なお，配管等の流路を構成する静的機器については，残留熱除去系注水ライン

（残留熱除去系洗浄水弁より原子炉圧力容器につながる配管との合流部から原子

炉圧力容器まで）を除く範囲で，可能な限り分離した設計とする。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）で示す。 
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表 3.4-2 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

低圧炉心 

スプレイ系 

低圧原子炉代替 

注水系（常設） 

ポンプ 

残留熱除去ポンプ 
低圧炉心 

スプレイポンプ 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ 

原子炉建物 

地下２階 

原子炉建物 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 

水源 

サプレッション 

・チェンバ 

サプレッション 

・チェンバ 

低圧原子炉代替 

注水槽 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 
低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 油浴方式 油浴方式 油浴方式 

冷却水 
原子炉補機冷却系及

び原子炉補機海水系 

原子炉補機冷却系及

び原子炉補機海水系 
不要 

駆動源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 
ガスタービン発電機建物

地上１階 
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表 3.4-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

低圧炉心スプレイ系及びＡ，Ｂ及

びＣ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧原子炉代替注水系（常設） 

共
通
要
因
故
障 

地

震 

設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系は耐震

Ｓクラス設計とし，重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系

（常設）は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基準地

震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津

波 

2号炉の原子炉建物は，基準津波が到達しない位置に設置する設計とす

ることで，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火

災 

設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重大

事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系（常設）は，火災が共通要

因となり故障することのない設計とする（｢共-7 重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針について｣に示す｣）。 

溢

水 

設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重大

事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系(常設)は，溢水が共通要因

となり故障することのない設計とする。（｢共-8 重大事故等対処設備の

内部溢水に対する防護方針について｣に示す）。 
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3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置する設備であることから，想定される

重大事故等時における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の

表3.4-4に示す設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

（47-3，47-4） 

表3.4-4 想定する環境条件及び荷重条件考慮 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限

り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）を運転する場合は，低圧原子炉代替注水

ポンプを起動する。その後，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水の系統構成として，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

し，ＦＬＳＲ注水隔離弁を調整開とすることで原子炉圧力容器への注水を

行う。以上のことから，低圧原子炉代替注水系（常設）の操作に必要なポ

ンプ及び操作に必要な弁を表3.4-5に示す。 

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室の重大事故操作盤

からの遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とし，Ａ－ＲＨＲ注水弁

は原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）に設置しているＳＡ電源切替盤よ

り，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，中央制

御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作，遠隔で弁を開閉する

ことが可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制御室にある低圧原

子炉代替注水ポンプ操作スイッチからのスイッチ操作でポンプ２台のう

ち１台を起動する設計とする。中央制御室の操作スイッチ，原子炉建物３

階（原子炉建物付属棟）ＳＡ電源切替盤の操作スイッチを操作するにあた

り，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

（47-3，47-4） 

表 3.4-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポ

ンプ 

起動停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポ

ンプ 

起動停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→調整開 中央制御室 スイッチ操作 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，表3.4-6

に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作

試験を，また，停止中に分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電用

原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸

受，羽根車）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，低圧原子炉代替注水槽を水

源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動させ，低圧原子炉代替注水槽へ

送水する試験を行うテストラインを設けることで，低圧原子炉代替注水系

（常設）の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。なお，

ＦＬＳＲ注水隔離弁から原子炉圧力容器までのラインについては，上記の

試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中にＡ－ＲＨＲ注水弁及び

ＦＬＳＲ注水隔離弁の機能・性能試験を実施することで弁開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

 

 

表3.4-6 低圧原子炉代替注水系（常設）の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 
運転性能，漏洩の確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏洩の確認 

弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ部品の表面状態を，試験及び目 

視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 

運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの吐出圧力，系統（ポ

ンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態の確認として，浸

透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計

とする。 
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低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認が可

能な設計とする。 

（47-5） 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系と共用する原子炉圧力

容器注水ライン以外については，重大事故等対処設備として使用されるた

め，本来の用途以外は使用しない。 

本来の用途以外の用途として低圧原子炉代替注水系（常設）に使用する

残留熱除去系の配管ラインについては，通常時の隔離された系統構成から

低圧原子炉代替注水系（常設）に切り替えるために表3.4-5で示す弁操作

を行う。 

（47-4） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ注水隔離弁を閉止

することで隔離する系統構成としており，残留熱除去系に対して悪影響を

及ぼさない設計とする。隔離弁については表3.4-7に示す。また，低圧原

子炉代替注水系（常設）を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（47-3，47-4） 
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表3.4-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 ＦＬＳＲ注水隔離弁 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表3.4-8に示す。 

このうち，中央制御室で操作する低圧原子炉代替注水ポンプ，ＦＬＳＲ

注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。原子炉建物２階で操作するＡ－ＲＨＲ注水弁は，中央制御室

に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟にＳＡ電源切替盤を設置する設計と

することで，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可

能である。 

（47-3） 

表 3.4-8 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注

水ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽 

中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注

水ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽 

中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物２階 中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物１階 中央制御室 
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3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉

冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有する設計と

する。 

 

注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのう

ち，高圧・低圧注水機能喪失，崩壊熱除去機能喪失，ＬＯＣＡ時注水機能

喪失の重要事故シーケンス，及び格納容器破損防止の評価事故シーケンス

のうち，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）に

係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量が最大200m3/hの範

囲である。低圧原子炉代替注水ポンプは１台あたり200m3/h以上の注水が可

能であるため，１台使用する設計とする。 

原子炉圧力容器に注水する場合の低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉

圧力容器に注水する場合の水源（低圧原子炉代替注水槽）と注水先（原子

炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，

低圧原子炉代替注水ポンプ１台運転で注水流量200m3/h達成可能な揚程で

設計する。 

（47-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 
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低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，二以上

の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備の残留熱除去

系に対し，多様性，位置的分散を図る設計としている。これらの詳細につ

いては，3.4.2.1.3項に記載のとおりである。 

（47-2，47-3，47-4） 
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3.4.2.2 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である低圧炉心ス

プレイポンプ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却することを目的として使用する。 

本系統は，大量送水車，電源設備（非常用交流電源設備，常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備）及び，水源である代替淡水源

（輪谷貯水槽（西１）及び（西２）），燃料補給設備であるガスタービン発電機用

軽油タンク，タンクローリ，流路である低圧原子炉代替注水系（常設），残留熱除

去系の配管，弁，ホース，注水先である原子炉圧力容器から構成される。 

重大事故等時においては，原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代替注水系及び手

動による原子炉減圧操作と連携し，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））

を水源として，大量送水車で注水することにより炉心を冷却する機能を有する。 

本系統の系統概要図を図 3.4-3に，重大事故等対処設備一覧を表 3.4-9に示す。 

 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））

の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷

却できる設計とする。 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，大量送水車に付属の操作スイッチにより，大量送

水車を起動し運転を行う。 

 

なお，大量送水車を使用する際に接続する外部接続口は，共通の要因によって

接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建物の

複数の異なる面に設置する設計とする。 

 

本系統の流路のうち，低圧原子炉代替注水系（常設）の主流路への合流以降は，

低圧原子炉代替注水系（常設）と同様の流路で構成し，残留熱除去系の配管，弁

を経由して原子炉圧力容器へ注水する。低圧原子炉代替注水系（常設）の主流路

への合流以降については，「3.4.2.1 低圧原子炉代替注水系（常設）」で示す。
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表 3.4-9 低圧原子炉代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

附属設備 ― 

水源※１ 輪谷貯水槽（西側１）【常設】  

輪谷貯水槽（西側２）【常設】  

流路 低圧原子炉代替注水系・ 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設備を

含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

 メタクラ切替盤【常設】 

 緊急用メタクラ【常設】 

 ＳＡロードセンタ【常設】 

 ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

 ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※3 原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

代替注水流量（可搬型）【可搬型】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.2.3 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の多様性，独立性，位置的分散 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，共通要因によって機能

が損なわれるおそれがないよう，表3.4-10で示すとおり，残留熱除去系ポンプ及

び低圧原子炉代替注水系（常設）である低圧原子炉代替注水ポンプと位置的分散

を図り，水源及び駆動源についても，多様性を有する設計とする。 

また，残留熱除去系に対する低圧原子炉代替注水系（可搬型）の独立性につい

ては，表3.4-11で示すとおり地震，津波，火災，盗水により同時に故障すること

を防止するために独立性を有する設計とする。 

大量送水車を使用する低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の配

管は，代替淡水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱

除去ポンプを使用する系統に対して可能な限り独立性を有する設計とする。 

さらに，故障の影響を考慮し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車

は，予備を有する設計とする。 
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表3.4-10 多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モ

ード） 

低圧炉心 

スプレイ系 

低圧原子炉代替 

注水系（常設） 

低圧原子炉代替 

注水系（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去 

ポンプ 

低圧炉心スプ

レイポンプ 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ 
大量送水車 

原子炉建物 

地下２階 

原子炉建物 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納

槽 

屋外 

水源 
サプレッショ

ン・チェンバ 

サプレッショ

ン・チェンバ 

低圧原子炉代替 

注水槽 

代替淡水源 

（輪谷貯水槽） 

駆動用

空気 
不要 不要 不要 不要 

潤滑油 油浴方式 水潤滑 水潤滑 不要 

冷却水 

原子炉補機冷

却系（及び原子

炉補機冷却海

水系） 

原子炉補機冷

却系（及び原子

炉補機冷却海

水系） 

自滑水 自滑水 

駆動 

電源 

非常用ディー

ゼル発電機 

非常用ディー

ゼル発電機 

常設代替交流電

源設備（ガスター

ビン発電機） 
－ 

原子炉建物 

地下２階 

原子炉建物 

地下２階 

ガスタービン発

電機建物 

地上１階 
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表3.4-11 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

低圧炉心スプレイ系及びＡ，Ｂ及

びＣ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系は耐

震Ｓクラス設計とし，重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注

水系（可搬型）は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすること

で，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 原子炉建物は，基準津波が到達しない位置に設置する設計とするこ

とで，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，

重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，火

災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（｢共－７ 

重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について｣に示

す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，

重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系(可搬型)は，溢水

が共通要因となり同時に故障することのない設計とする。（｢共－８ 

重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について｣に示

す）。 
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3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外の第２，第３及

び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西）近傍の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，以下の表3.4-12に示す設計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につ

いては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する

結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（47-3，47-4，47-7，47-8） 
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表3.4-12 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海

水を通水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とする

ことで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しないことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を

行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しな

いことを応力評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）を運転する場合は，大量送水車の配備

及びホース接続を行い，送水準備が完了した後，大量送水車を起動するこ

とで原子炉圧力容器への注水を行う。なお，「全交流動力電源喪失（外部

電源喪失+ＤＧ喪失）+ＳＲＶ再閉失敗」シナリオにおいては，操作対象弁

を現場で手動操作するが，弁に反射テープを施すことで暗闇でも識別可能

な設計とする。 

以上のことから，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の操作に必要なポン

プ及び操作に必要な弁，ホースを表3.4-13に示す。 

このうちＡ及びＢ－低圧原子炉代替注水元弁については，接続口が設置

されている屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計と

する。Ａ，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁については，原子炉

棟内に設置されているが，原子炉棟内の環境条件（被ばく影響等）を考慮

の上，手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

また，大量送水車については，付属の操作スイッチからのスイッチ操作

で起動する設計とする。大量送水車は付属の操作スイッチ及び操作に必要
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な弁を操作するにあたり，運転員等のアクセス性，操作性を考慮して十分

な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつけ

ることで識別可能とし，運転員等の操作・監視性を考慮して確実に操作で

きる設計とする。 

大量送水車は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

（47-3，47-4，47-7） 

 

表3.4-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

Ａ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

Ｂ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 原子炉建物２階 手動操作 

Ａ‐低圧原子炉代替注

水元弁 

弁閉→弁開 原子炉建物南側接続口 手動操作 

Ｂ‐低圧原子炉代替注

水元弁 

弁閉→弁開 原子炉建物西側接続口 手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，表3.4-14に示すよう

に発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，弁動作試

験，分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に分解又は取替え，車両として運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に， 輪谷貯水槽を水源とし，

大量送水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽へ送水する試験
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を行うテストラインを設けることで，他系統と独立した試験系統で低圧原

子炉代替注水系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

系統設計とする。なお，接続口から残留熱除去系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に各接続

口の弁動作試験を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

 

表3.4-14 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中または停止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）

の確認，漏えいの確認 

分解点検 

ポンプを分解し，部品の表面状態を，試

験及び目視により確認 

又は必要に応じて取替え 

外観点検 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の

確認 

運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量の確認を行うこと

が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（47-5） 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，本来の用途以外の用

途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である復水補給水系から重大事故等時に対

処するために低圧原子炉代替注水系（可搬型）に系統構成を切り替える場

合，切替え操作としては，各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作

業，大量送水車の移動，設置，起動操作を行う。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車の移動，設置，起動操作，

及び系統の切替えに必要な弁操作については，図3.4-4で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 
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（47-4） 

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，原子炉注水開始

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

130必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 140 150

要員(数)

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

緊急時対策要員 ６

緊急時対策要員 ６

80 90 100 110 120

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 ２時間10分

 

図 3.4-4 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水）タイムチャート＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」への適合状況についての 1.4で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，通常時は接続先の系

統と分離して保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を用いる場合は，弁操作によっ

て，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

（47-3，47-4，47-5） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の設置

場所，操作場所を表3.4-15に示す。このうち，屋外で操作する大量送水車，

ＡまたはＢ低圧原子炉代替注水元弁及びホースは，屋外で操作及び作業が

可能であり，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ない

ため操作が可能である。Ａ及びＢ－ＲＨＲ注水弁については，原子炉棟内

に設置されているが，放射線量を確認して，適切な放射線対策に基づき作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。 

（47-3，47-7） 

表3.4-15 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

Ｂ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

Ａ－低圧原子炉代替注水元弁 原子炉建物南側接続口 原子炉建物南側接続口 

Ｂ－低圧原子炉代替注水元弁 原子炉建物西側接続口 原子炉建物西側接続口 

ホース 屋外 屋外 
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3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，原子炉冷却材圧

力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有する設計とす

る。 

注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の事故シーケンスのうち，

全交流動力電源喪失（外部電源喪失+ＤＧ喪失）+ＳＲＶ再閉失敗において，

有効性が確認されている70m3/hで注水可能な設計とする。 

大量送水車の容量については，原子炉停止後2時間20分後の崩壊熱除去

に必要な注水流量として70m3/h以上とする。原子炉圧力容器に注水する場

合の大量送水車の揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の水源（輪谷貯

水槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，

ホース及び弁類圧損を考慮し，大量送水車を１台運転で注水流量70m3/h達

成可能な設計とする。 

大量送水車は，重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水として

原子炉冷却に必要な流量を確保できる容量を有するものを１セット１台

使用する。保有数は１プラントあたり２セット２台と，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して

保管する。 

（47-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車の接続箇所は，格納容器

代替スプレイ系，ペデスタル代替注水系及び燃料プールスプレイ系に使用

することができるよう，大量送水車から来るホースと接続口について，簡

便な接続方式である結合金具にすることに加え，150Aに統一しておくこと

で確実に接続ができる設計とする。 

（47-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車の接続箇所である接

続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火

災の影響により接続できなくなることを防止するため，原子炉建物の異な

る面の南側に１箇所，西側に１箇所設置し，合計２箇所設置することで共

通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。 

（47-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，炉心損傷後の格

納容器ベントを実施していない状況で屋外で使用する設備であり，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影

響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離を

とること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これら設

備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場での接続作業に

当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに接続

が可能な設計とする。 

（47-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，地震，津波その

他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条

件を考慮し，残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプレイポンプ，低圧原子炉

代替注水系（常設）である低圧原子炉代替注水ポンプと位置的分散を図り，

発電所敷地内の津波の影響を受けない場所の第２，第３及び第４保管エリ

アに分散して保管する。 

（47-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，通常時は津波の

影響を受けない場所の第２，第３及び第４保管エリアに分散して保管して

おり，想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から接

続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬

型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（47-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備の残留熱除去系と常設重大事故等対処設備の低圧原子

炉代替注水系（常設）に対し，多様性，位置的分散を図る設計としている。

これらの詳細については，3.4.2.2.3項に記載のとおりである。 

（47-3，47-4，47-7，47-8） 
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3.4.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.4.3.1 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.1.1 設備概要 

低圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。非常用炉心冷却系は

冷却材喪失事故時に，燃料被覆管の大破損を防止し，水－ジルコニウム反応を極

力抑え，崩壊熱を長期にわたって除去する。 

低圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，炉心上部のスパージャ，配管，

弁類及び計測制御装置からなり，大破断事故時には低圧注水系及び高圧炉心スプ

レイ系と連携して，中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減圧系

と連携して炉心を冷却する機能を有している。 

本系統は，原子炉水位低（レベル１）又は格納容器圧力高の信号で作動を開始

し，サプレッション・プール水を，炉心上部に取付けられたスパージャ・ヘッダ

のノズルから燃料集合体上にスプレイすることによって炉心を冷却する。 

 

本系統の系統概要図を図3.4-5に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表3.4-16に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機

能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，低圧炉心スプレイ系は，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給電により復旧し，重大事故等時

に使用できる設計とする。
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表 3.4-16 低圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備（設計基準拡

張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧炉心スプレイポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 低圧炉心スプレイ系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※3 原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 
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3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 低圧炉心スプレイ系 

個数        １ 

容量        約 1,050m3/h/台 

揚程        約 190m 

取付箇所      原子炉建物地下２階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備に

ついては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合状況 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により低圧炉心スプレイ系を復旧させる

場合については，低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備である非常用交

流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留熱除去系

（低圧注水モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替

交流電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼ

さない設計である。 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての低圧炉心スプレイポンプの多様

性又は多重性，位置的分散については，非常用ディーゼル発電機が使用可能な場

合において，設計基準対象施設として使用する場合と同様に表 3.2-17に示す設計

である。 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計で

ある。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイポンプについては，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を

兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必

要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧炉心スプレイポンプについては，原子炉棟内に設置される設備であること

から，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉棟内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.4-17に示

す設計である。 
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表3.4-17 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

また，低圧炉心スプレイ系は中央制御室にて操作可能な設計とする。低圧炉心

スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作すること

から，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また， 低圧炉心スプレイ

系については，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。

低圧炉心スプレイポンプについては，発電用原子炉の運転中に系統の機能・性能

試験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び

外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.4.3.2 残留熱除去系（低圧注水モード） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用炉心冷却系の１つである。 

非常用炉心冷却系は冷却材喪失事故時に，燃料被覆管の大破損を防止し，水－

ジルコニウム反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，低

圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），高圧炉心スプレイ系及び

自動減圧系で構成する。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ３台，配管・弁類及び

計測制御装置からなり，大破断事故時には低圧炉心スプレイ系及び高圧炉心スプ

レイ系と連携して，中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減圧系

と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，３台の残留熱除去（低圧注水モード）ポンプごとに別々のループと

なっており，原子炉水位低（レベル１）又は格納容器圧力高の信号で作動を開始

し，サプレッション・プール水を直接炉心シュラウド内に注入し，炉心を冷却す

る。 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-6，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.4-18に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機

能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用交流電源設備（非常用ディ

ーゼル発電機）からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給電により復旧し，

重大事故等時に使用できる設計とする。
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表 3.4-18 残留熱除去系（低圧注水モード）に関する重大事故等対処設備（設

計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 サプレッション・チェンバ 

流路※2 残留熱除去系・配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※3 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※4 原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換

器は流路としてのみ用いるため，配管に含む。 

※３：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※４：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去（低圧注水モード）ポンプ 

    容量    ：約 1,200m3/h/台 

     揚程    ：約 100m 

     個数    ：３ 

     取付箇所  ：原子炉建物地下２階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備に

ついては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合状況 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，想定される重大事故等時に重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（低圧注水モード）

を復旧させる場合については，残留熱除去系（低圧注水モード）は，設計基準事

故対処設備である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に

より起動する残留熱除去系（低圧注水モード）に対して，駆動電源の多様性を有

する設計とする。常設代替交流電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施設として使用す

る場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影

響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，設計基準事故時の非常用

炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事

故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，原子炉棟内に設置される

設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉棟内

の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.4-19に示す設計である。 
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表3.4-19 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は中央制御室にて操作可能な設計とす

る。残留熱除去系（低圧注水モード）の系統構成及び運転に必要な操作機器は，

中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない

ため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，残留

熱除去系（低圧注水モード）については，テストラインにより系統の機能・性能

試験が可能な設計である。残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，

発電用原子炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であ

り，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.4.3.3 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

3.4.3.3.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，２ループから構成され，２基の

熱交換器，２台のポンプ，配管弁類及び計装制御装置からなり，原子炉停止後，

炉心崩壊熱及び圧力容器，配管，冷却材中の保有熱を除去して，原子炉を冷却す

るためのものである。 

炉心崩壊熱及び保有熱は，原子炉停止後には復水器等により冷却され，冷却材

温度が十分下がった後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によって冷

却される。 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-7に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧

を表 3.4-20に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時において

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給電によ

り復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 
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表3.4-20 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） に関する重大事故等対

処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分  設備名  

主要設備  残留熱除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系 熱交換器【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ【常設】 

原子炉再循環系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※２ 残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規貝１」第 58条に対する設計方針を示す章）」で示

す。 
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3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去 （原子炉停止時冷却モード）ポンプ 

容量   : 約320m3/h～約1050m3/h 

全揚程  : 約100m 

台数   : ２ 

取付箇所 : 原子炉建物地下２階 

 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器 

基数   : ２ 

伝熱容量 : 約9.1MW/個（海水温度30℃において） 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.4.3.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，想定される重大事故等時に重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備

に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計

を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

からの給電により起動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に対して，

駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の多様性，位置的

分散については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示

す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施

設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）熱交換器については，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）熱交換器については，原子炉棟内に設置される設備であること

から，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉棟内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表3.4-21に示

す設計である。 
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表 3.4-21 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は中央制御室にて操作可能な

設計である。残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の系統構成及び運転に必

要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くな

るおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。ま

た，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，テストラインにより

系統の機能・性能試験が可能な設計である。残留熱除去（原子炉停止時冷却モー

ド）ポンプ及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，

発電用原子炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であ

り，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納

容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が

機能喪失しているものとして，格納容器スプレイ代替注水設備を配備する

こと。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は，設計基準事故対処設備に対

して，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図ること。 

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防止目的の設備

は，同一設備であってもよい。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第 49条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）を設ける。

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

(1)a)）

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去ポンプ（格納容器冷却モード）の機能喪失又はサプレッション・チェン

バのプール水を水源として使用できない場合に，低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内に設置された低圧原子炉代替注水ポンプを用い，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）の水源とは異なる低圧原子炉代替注水槽を水源として，

ドライウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させることができる設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）

は，スプレイ水の放射性物質叩き落としの効果により原子炉格納容器内に浮

遊する放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の設置（設置許可基準規則解釈の第１

項(1)a））

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去ポンプ（格納容器冷却モード），低圧原子炉代替注水ポンプが機能喪失

した場合に，大量送水車を用い，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納

容器代替スプレイ系（常設）の水源とは異なる，代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））を水源として，格納容器代替スプレイ系（常設），

残留熱除去系を通じてドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。また，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）は，スプレイ水の放射性物質叩き落としの効果に

より原子炉格納容器内に浮遊する放射性物質の濃度を低下させることができ

る設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性，独立性，位置的分散の確保（設置

許可基準規則解釈の第１項(1)b））

上記(1)及び(2)の重大事故等対処設備である格納容器代替スプレイ系（常

設），格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残
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留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して，異なるポンプ（低圧原子炉代

替注水ポンプ又は大量送水車），駆動源（常設代替交流電源設備又はディーゼ

ルエンジン），冷却源（自滑水冷却）を用いることで多様性及び独立性を有す

る設計とする。また，原子炉建物内に設置されている残留熱除去系（格納容

器冷却モード）に対して，常設設備である低圧原子炉代替注水ポンプは低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置しており，常設代替交流電源設備はガ

スタービン発電設備建物内に設置することで位置的分散を図った設計とする。

大量送水車については，屋外に保管し，屋外から異なる複数の接続口に接続

可能とし，残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して位置的分散を図っ

た設計とする。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については，3.6.2.1.3 項及び

3.6.2.2.3項に詳細に示す。 

(4) 兼用について（設置許可基準規則解釈の第１項(2)a））

本項における炉心損傷防止目的の設備と格納容器破損防止目的の設備は同

一設備とする。 

その他，設計基準対処施設であるが，想定される重大事故等時においてその機

能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付

ける。 

(5) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，サプレッショ

ン・チェンバのプール水温を所定の温度以下に冷却できる機能を有する。

本系統は，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱除去ポンプ及び

残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッション・チェンバに戻す。 

(6) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で発生する熱

を冷却除去するために設けるものである。本系統は，想定される重大事故等

時においても，非常用機器，残留熱除去系機器等の冷却を行うための機能を

期待する。 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備（設置許可基準規則第 48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

なお，原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備として，以下を整

備する。 

(7) 復水輸送系を用いた代替格納容器スプレイの実施

設計基準事故対処設備である残留熱除去ポンプ，低圧原子炉代替注水ポン
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プが機能喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため，自主対策設備として復水輸送系を用いた格納容器スプレイ手段を

整備している。 

復水輸送系を用いた格納容器スプレイ手段については，復水輸送ポンプを

用い，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系の水源

とは異なる復水貯蔵タンクを水源として復水輸送系，格納容器代替スプレイ

系（常設），残留熱除去系を通じて格納容器スプレイを行う手順を整備してい

る。 

(8) 消火系を用いた代替格納容器スプレイの実施

設計基準事故対処設備である残留熱除去ポンプ（格納容器冷却モード），低

圧原子炉代替注水ポンプが機能喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，自主対策設備として消火系を用いた格納容

器スプレイ手段を整備している。 

消火系を用いた格納容器スプレイ手段については，消火ポンプ又は補助消

火ポンプを用い，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレ

イ系の水源とは異なるろ過水タンク又は補助消火水槽を水源として消火系，

復水輸送系，格納容器代替スプレイ系（常設），残留熱除去系を通じて格納容

器スプレイを行う手順を整備している。 

(9) ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱

格納容器代替スプレイ系及び残留熱除去ポンプの復旧ができず，格納容器

除熱手段がない場合に，常設代替交流電源設備により原子炉補機冷却水ポン

プ及び原子炉補機海水ポンプの電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水を

供給後，ドライウェル冷却装置を起動して原子炉格納容器を除熱する。 

ドライウェル冷却装置ファンを停止状態としても，原子炉格納容器内への

冷却水の供給を継続することで，ドライウェル冷却装置冷却器コイル表面で，

原子炉格納容器内部の蒸気を凝縮し，原子炉格納容器の圧力上昇を緩和する

ことが可能である。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，以下を整備する。 

(10) 復旧手段の整備

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）が全交流動力電源喪失により起動できない場合には，常設代替交

流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給することで残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）を復旧する手段を整備する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇

した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

(11) 格納容器代替スプレイ冷却系の海水の利用

格納容器代替スプレイ系（常設）の水源である低圧原子炉代替注水槽並び

に格納容器代替スプレイ系（可搬型）の水源である代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の

内側に設置している海水取水箇所（取水槽）より，大型送水ポンプ車を用い

て低圧原子炉代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）

への供給又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）で用いる大量送水車に海水

を直接送水できる設計とする。 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 格納容器代替スプレイ系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器冷却モード）の有する発電用原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることを目的として使用する。また，格納容器代

替スプレイ系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させることを目的として使用する。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（非常用交流電源設備，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置，

水源である低圧原子炉代替注水槽，流路である残留熱除去系の配管及び弁，格納

容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先である原子炉格納容器等から構成される。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統概要図を図 3.6-1に，重大事故等対処

設備一覧を表 3.6-1に示す。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，低圧原子炉代替

注水槽の水を残留熱除去系配管を経由して原子炉格納容器へスプレイすることで

原子炉格納容器内を冷却できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機から，代替所内電気設備である緊急用メタクラ，ＳＡロードセン

タを介して供給が可能な設計とする。

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合においても，代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水を，大量送水車を用いて，

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽外部に設置した注水口より低圧原子炉代替注水

槽へ補給できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（ＳＡ電源切替盤

の切替操作を含む）により系統構成を行った後，中央制御室の操作スイッチによ

り低圧原子炉代替注水ポンプを起動し運転を行う。 
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表 3.6-1 格納容器代替スプレイ系（常設）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

緊急用メタクラ【常設】

ＳＡロードセンタ【常設】

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】

ＳＡ電源切替盤【常設】

重大事故操作盤【常設】

計装設備※３ 代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

ドライウェル水位【常設】

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足資料 49-2に示す。電源設備については「3.14 電源設備

（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ

種類  ：ターボ形 

容量  ：230m3/h/台 

全揚程  ：190m 

最高使用圧力 ：3.92MPa 

最高使用温度 ：66℃ 

個数  ：１（予備１） 

取付箇所   ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

原動機出力  ：210kW 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

3.6.2.1.3 格納容器代替スプレイ系（常設）の多様性，独立性，位置的分散 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.6-2
で示すとおり多様性，位置的分散を図った設計とする。ポンプについては，Ａ，

Ｂ，Ｃ－残留熱除去ポンプと位置的分散された低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内の低圧原子炉代替注水ポンプを使用する設計とする。低圧原子炉代替注水ポン

プのサポート系として，ポンプ冷却水は自滑水とすることで，残留熱除去ポンプ

の冷却水と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とし，電源については，

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から代替所内電気設備を経由した

給電が可能な設計とすることで，残留熱除去ポンプの電源である非常用交流電源

設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しない設計

とする。水源については，残留熱除去系の水源であるサプレッション・チェンバ

と異なる低圧原子炉代替注水槽を使用する設計とする。操作に必要な電動弁につ

いては，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計

とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

残留熱除去系と格納容器代替スプレイ系（常設）の独立性については，表 3.6-3
で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障することを防止するため
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に独立性を確保する設計とする。 

なお，ドライウェルスプレイラインにおける配管，スプレイ・ヘッダ等の流路

を構成する静的機器については，Ａ－残留熱除去系ドライウェルスプレイライン

（ＦＬＳＲ注水隔離弁より格納容器スプレイ・ヘッダにつながる配管との合流部

から格納容器スプレイ・ヘッダまで）を除く範囲で，可能な限り分離した設計と

する。また，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の動的機能については，残留熱除去系とは異なる電源を供給す

る設計とする。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.6-2 格納容器代替スプレイ系（常設）の多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（常設） 

ポンプ 
残留熱除去ポンプ 低圧原子炉代替注水ポンプ 

原子炉建物地下２階 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

水源 
サプレッション・チェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

原子炉建物地下２階 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑方式 油浴方式 油浴方式 

冷却水 
原子炉補機冷却系及び 

原子炉補機海水系 

不要 

（自滑水） 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

原子炉建物地下２階 
ガスタービン発電機 

建物地上１階 
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表 3.6-3 残留熱除去系と格納容器代替スプレイ系（常設）の独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（常設） 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，

重大事故等対処設備である格納容器代替スプレイ系（常設）は基

準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓ

ｓが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 原子炉建物は基準津波が到達しない位置とすることで，津波が共

通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備で

ある格納容器代替スプレイ系（常設）は，火災が共通要因となり

故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備で

ある格納容器代替スプレイ系（常設）は，溢水が共通要因となり

故障することのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備の

内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.6.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置している設備であることから，想定

される重大事故等時における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

以下の表 3.6-4に示す設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 

表 3.6-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，原子炉格納容器へのスプレイは，可

能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）によるドライウェル内へのスプレイを

実施する場合は，低圧原子炉代替注水ポンプを起動する。その後，系統構

成として，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁を開操作することでドライウェ

ル内へのスプレイを行う。

以上のことから，格納容器代替スプレイ系（常設）の操作に必要なポン

プ及び弁を表 3.6-5に示す。 

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室の重大事故操作盤

からの遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とし，Ａ－ＲＨＲドライ

ウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁は，原子

炉建物３階（原子炉建物付属棟）に設置しているＳＡ電源切替盤より，配

線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後 ，中央制御室に

設置している重大事故操作盤のスイッチ操作により，遠隔で弁を開閉する

ことが可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制御室にある低圧原

子炉代替注水ポンプ操作スイッチからのスイッチ操作でポンプ２台のう

ち１台を起動する設計とする。 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）にあ

るＳＡ電源切替盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作

対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 
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表 3.6-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動停止 中央制御室 スイッチ操作

Ｂ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動停止 中央制御室 スイッチ操作

ＳＡ電源切替盤 受電元の切替 
原子炉建物３階（原

子炉建物付属棟） 
スイッチ操作

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第１スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，表

3.6-6に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験を，

また，停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電

用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，

軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，低圧原子炉代替注水槽を水

源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動させ，低圧原子炉代替注水槽へ

送水する試験を行うテストラインを設けることで，格納容器代替スプレイ

系（常設）の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。な

お，ＦＬＳＲ注水隔離弁から原子炉格納容器までのラインについては，上

記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中にＦＬＳＲ注水隔離

弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，及びＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の機能・性能試験を実施することで弁開閉動作の確認が

可能な設計とする。 
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表 3.6-6 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの吐出圧力，系統（ポ

ンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態の確認として，浸

透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計

とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認を行

う。 

（49-5） 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共用する格納容器

スプレイライン以外については，重大事故等対処設備として使用されるた

め，本来の用途以外は使用しない。 

本来の用途以外の用途として格納容器代替スプレイ系（常設）に使用す

る残留熱除去系の配管ラインについては，通常時の隔離された系統構成か

ら格納容器代替スプレイ系（常設）に切り替えるために表 3.6-5で示す弁

操作を行う。ＳＡ電源切替盤の操作については図 3.6-2 で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（49-4） 
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手順の項目

ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ
及びＳＡコントロールセンタ受電

（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10分 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

図 3.6-2 ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及

びＳＡコントロールセンタ受電（ガスタービン発電機によるＳＡ

ロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合）

タイムチャート＊

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.14で示すタイムチャート 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ注水隔離弁を閉

止することで隔離する系統構成としており，取合系統である残留熱除去系

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。隔離弁については表 3.6-7に示

す。また，格納容器代替スプレイ系（常設）を用いる場合は，弁操作等に

よって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（49-3，49-4） 

表 3.6-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 ＦＬＳＲ注水隔離弁 電動駆動 
通常時閉 

電源喪失時アズイズ 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが
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少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置

場所，操作場所を表 3.6-8に示す。このうち，中央制御室で操作する低圧

原子炉代替注水ポンプ，ＦＬＳＲ注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。原子炉建物２階で操作する

Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２ス

プレイ弁は中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟にＳＡ電源切

替盤が設置されており，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

（49-3） 

表 3.6-8 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 
中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 
中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 
原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁 
原子炉建物２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁 
原子炉建物２階 中央制御室 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物１階 中央制御室 

3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）である低圧原子炉代替注水ポンプは，

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した
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場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）において，

有効性が確認されている原子炉格納容器内へのスプレイ流量が 120m3/hで

あることから，低圧原子炉代替注水ポンプ１台あたり 120m3/h以上をスプ

レイ可能な設計とし，１台使用する設計とする。

原子炉格納容器内にスプレイする場合の低圧原子炉代替注水ポンプは，

原子炉格納容器内にスプレイする場合の水源（低圧原子炉代替注水槽）と

注水先（原子炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧

損を考慮し，低圧原子炉代替注水ポンプ１台運転でスプレイ流量 120m3/h

達成可能な揚程で設計する。 

（49-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，二以

上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止」に示

添3.6-18

336



す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系に対し，多様性，位置的分散を図る設計としている。これらの詳

細については，3.6.2.1.3項に記載のとおりである。 

（49-2，49-3，49-4） 
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3.6.2.2 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（格納容器冷却モード）の有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，

この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させることを目的として使用する。また，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させることを目的として使用する。 

本系統は，大量送水車，電源設備（非常用交流電源設備，常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），水源である代替淡水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）），燃料補給設備であるガスタービン発電

機用軽油タンク，タンクローリ，流路である格納容器代替スプレイ系（常設），残

留熱除去系の配管及び弁，ホース，格納容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先

である原子炉格納容器等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））を水源として，大量送水車で注水することにより原子炉格納容器内を冷却す

る機能を有する。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.6-9 に，本系統全体の概要図を図

3.6-3,4 に示す。 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉格納容器へスプレイする

ことで原子炉格納容器内を冷却できる設計とする。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリを用いて補給で

きる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，大量送水車に付属の操作スイッチにより，大量送

水車を起動し運転を行う。 

なお，大量送水車を使用する際に接続する外部接続口は，共通の要因によって

接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建物の

複数の異なる面に設置する設計とする。 

本系統の流路のうち，格納容器代替スプレイ系（常設）の主流路への合流以降

は，格納容器代替スプレイ系（常設）と同様の流路で構成し，残留熱除去系の配
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管，弁，格納容器スプレイ・ヘッダを経由して原子炉格納容器内ヘスプレイする。

格納容器代替スプレイ系（常設）の主流路への合流以降については，「3.6.2.1 格

納容器代替スプレイ系（常設）」で示す。 
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表 3.6-9 格納容器代替スプレイ系（可搬型）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

附属設備 可搬型ストレーナ 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設

備を含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

緊急用メタクラ【常設】

ＳＡロードセンタ【常設】

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】

ＳＡ電源切替盤【常設】

重大事故操作盤【常設】

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※3 

代替注水流量（可搬型）【可搬型】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

ドライウェル水位【常設】

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 49-2 に示す。電源設備については「3.14 電源
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設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大量送水車

種類 ：ディフューザ形 

容量 ：168m3/h/台 

吐出圧力 ：0.85MPa 

最高使用圧力 ：1.6MPa 

最高使用温度 ：40℃ 

個数 ：２（予備１） 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第２，３保管エリア及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

3.6.2.2.3 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の多様性，独立性，位置的分散 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，共通要因によって，

設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.6-10 で示

すとおり，残留熱除去ポンプ及び格納容器代替スプレイ系（常設）である低圧原

子炉代替注水ポンプと位置的分散を図り，水源及び駆動源についても，多様性を

有する設計とする。 

また，残留熱除去系に対する格納容器代替スプレイ系（可搬型）の独立性につ

いては，表 3.6-11 で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障するこ

とを防止するために独立性を有する設計とする。 

さらに，故障の影響を考慮し，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水

車は，予備を有する設計とする。 
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表 3.6-10 多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系（格納容器冷

却モード） 

格納容器代替スプ

レイ系（常設）

格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）

ポンプ 

残留熱除去ポンプ 
低圧原子炉代替注

水ポンプ 
大量送水車 

原子炉建物地下２階 
低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

水源 

サプレッション・チェンバ
低圧原子炉代替注

水槽 

代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）） 

原子炉建物地下２階 
低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑 

方式 
油浴方式 油浴方式 不要 

冷却水 
原子炉補機冷却系及び原子

炉補機海水系 
不要（自滑水） 不要 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

常設代替交流電源

設備 

（ガスタービン発

電機） － 

原子炉建物地下２階 

ガスタービン発電

機建物 

地上１階 
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表 3.6-11 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，重

大事故等対処設備である格納容器代替スプレイ系（可搬型）は基準

地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが

共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 
原子炉建物は，基準津波が到達しない位置とすることで，津波が共

通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系と，重大事故等対処設備

である格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，火災が共通要因とな

り故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系と，重大事故等対処設備

である格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，溢水が共通要因とな

り故障することのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備

の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.6.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，屋外の第２，３保

管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西）

付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，以下の表 3.6-12に示す設計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷重

については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒

する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（49-4，49-7，49-8） 
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表 3.6-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，原子炉格納容器内へのスプレイは，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすること

で，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるドライウェル内へのスプレイ

を実施する場合は，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（Ｂ系使用の

場合は，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁）の開操作を実施し，大

量送水車の配備及びホース接続が完了し送水準備が完了した後，大量送水

車を起動し，Ａ－格納容器代替スプレイ元弁（Ｂ系使用の場合はＢ－格納

容器代替スプレイ元弁）の開操作を実施することでドライウェル内へのス

プレイを行う。 

以上のことから，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の操作に必要なポ

ンプ，弁及びホースを表 3.6-13 に示す。

このうちＡ－格納容器代替スプレイ元弁及びＢ－格納容器代替スプレ

イ元弁については，接続口が設置されている屋外の場所から手動操作で弁

を開閉することが可能な設計とする。 

また，大量送水車については，付属の操作スイッチからのスイッチ操作

で起動する設計とする。 

大量送水車の付属の操作スイッチ及び操作に必要な弁を操作するにあ

たり，運転員等のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保す
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る。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能と

し，運転員等の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，輪谷貯水槽（西）付近まで屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定

等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

（49-4，49-7，49-8，49-9） 

表 3.6-13 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動停止 屋外設置位置 スイッチ操作

Ａ－格納容器代替スプ

レイ元弁

弁閉→弁開 屋外接続口位

置 

手動操作 

Ｂ－格納容器代替スプ

レイ元弁

弁閉→弁開 屋外接続口位

置 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，表 3.6-14に

示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，

分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に分解又は取替え，車両として運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽を水源とし，大

量送水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽へ送水する試験を

行うテストラインを設けることで，他系統と独立した試験系統で格納容器

代替スプレイ系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

系統設計とする。なお，接続口から残留熱除去系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に各接続
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口の弁動作試験を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

表 3.6-14 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流

量）の確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，

試験及び目視により確認又は必要に応

じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の

確認 

運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量の確認を行うこと

が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（49-5） 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，本来の用途以

外の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である残留熱除去系から重大事故等時に対

処するために格納容器代替スプレイ系（可搬型）に系統構成を切り替える

場合，切替え操作としては，各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続

作業，大量送水車の移動，設置，起動操作を行うことになる。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車の移動，設置，起

動操作，及び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.6-5で示すタ

イムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能である。

（49-4） 
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手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，スプレイ開始

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

備考10 20 30 40 50 60 70 140 15080 90 100 110 120 130

要員(数)

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による
原子炉格納容器内へのスプレイ

【あらかじめ敷設してあるホースが使用できな
い場合】

緊急時対策要員 ６

緊急時対策要員 ６

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ ２時間10分

図 3.6-5 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイ（淡水／海水）（大量送水車による送水）タイム

チャート＊（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない

場合）

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.6で示すタイムチャート 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，通常時は接続先の

系統と分離して保管することで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない運

用とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）を用いる場合は，弁操作によ

って，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 （49-4，49-5） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の設

置場所，操作場所を表 3.6-15に示す。このうち，屋外で操作する大量送

水車，Ａ－格納容器代替スプレイ元弁及びＢ－格納容器代替スプレイ元弁，

ホースは，屋外で操作及び作業が可能であり，操作位置及び作業位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（49-7） 

表 3.6-15 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

Ａ－格納容器代替スプレイ元弁 屋外接続口位置 屋外接続口位置 

Ｂ－格納容器代替スプレイ元弁 屋外接続口位置 屋外接続口位置 

ホース 屋外 屋外 
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3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，設計基準事故対処

設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。また，炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）において，

有効性が確認されている 120m3/h でスプレイ可能な設計とする。 

大量送水車の容量については，格納容器圧力及び温度抑制に必要なスプ

レイ流量として 120m3/h以上とする。原子炉格納容器内ヘスプレイする場

合の大量送水車の揚程は，原子炉格納容器内ヘスプレイする場合の水源

（輪谷貯水槽）と注水先（原子炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，

配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，大量送水車を１台運転でスプレイ流

量 120m3/h 達成可能な設計とする。

大量送水車は，重大事故等時において，格納容器代替スプレイに必要な

流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は２

セット２台で，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を分散して保管する。 

（49-6） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車の接続箇所は，低

圧原子炉代替注水系（可搬型），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び燃

料プールスプレイ系に使用することができるよう，大量送水車から来るホ

ースと接続口について，簡便な接続方式である結合金具にすることに加え，

接続口の口径を 150Aに統一しておくことで確実に接続ができる設計とす

る。 

（49-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車の接続箇所である

接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び

火災の影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設ける設計とする。 

接続口から残留熱除去系配管まで鋼製配管でつながる接続口を原子炉

建物南側に１箇所，原子炉建物西側に１箇所設置し，合計２箇所設置する

ことで共通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。 

（49-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，炉心損傷後の

格納容器ベントを実施していない状況で屋外で使用する設備であり，想定

される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への

影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離

をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これら

設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場での接続作業

に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに接

続が可能である。 

（49-7） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，地震，津波そ

の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮し，残留熱除去ポンプ，格納容器代替スプレイ系（常設）であ

る低圧原子炉代替注水ポンプと位置的分散を図り，発電所敷地内で津波の

影響を受けない第２，３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管す

る。 

（49-8） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，通常時は津波

の影響を受けない第２，３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管

しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所か

ら設置場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたす

ことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参

照） 

（49-9） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第３項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設

計基準事故対処設備の残留熱除去系と常設重大事故等対処設備の格納容

器代替スプレイ系（常設）に対し，多様性，位置的分散を図る設計として

いる。これらの詳細については，3.6.2.2.3項に記載のとおりである。 

（49-3，49-4，49-7，49-8） 
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3.6.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.3.1 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

3.6.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，２ループから構成

され，熱交換器２基，電動ポンプ２台，配管，弁類，ストレーナ及び計測制御装

置からなり，サプレッション・チェンバへ放出された熱を除去して，サプレッシ

ョン・プール水を冷却するためのものである。 

サプレッション・チェンバへ放出された熱は，残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）によって冷却される。 

本系統の系統概要図を図 3.6-6に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧

を表 3.6-16に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時において

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，非常用交流

電源設備からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給電により復旧し，重大

事故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器  

原 子 炉 

補機冷却系  

（区分Ⅰ） 

燃料プール冷却系へ 

原子炉再循環ポンプ 

原子炉格納容器 

AO 

AO AO 

AO 
原
子
炉
圧
力
容
器 

Ａ－残留熱除去系熱交換器  

AO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

サプレッション・プール水冷却モード： 

区 分  Ⅰ： 

区 分  Ⅱ： 

凡例 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅱ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅱ）より 外部電源より 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅰ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅰ）より 外部電源より 

原 子 炉 

補機冷却系  

（区分Ⅰ） 

原 子 炉 

補機冷却系  

（区分Ⅱ） 

原 子 炉 

補機冷却系  

（区分Ⅱ） 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

高圧炉心 

スプレイ系より 

MO 原子炉隔離時 
冷却系より 

※ 

※ 

燃料プール冷却系より 

Ａ－残留熱 

除去ポンプ 

Ｂ－残留熱 

除去ポンプ Ｃ－残留熱 

除去ポンプ 

ストレーナ ストレーナ 

図 3.6-6 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

系統概要図 
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表 3.6-16 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）に関する

重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※3 

残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去ポンプ

容量 ：約 1,200m3/h/台 

全揚程 ：約 100m 

個数 ：２ 

取付箇所 ：原子炉建物地下２階 

(2) 残留熱除去系熱交換器

基数 ：２ 

伝熱容量  ：約 9.1MW/基（海水温度 30℃において） 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

添3.6-41

359



3.6.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，想定される重大事

故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事

故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を

適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（サプレッシ 
ョン・プール水冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備からの給電により起動する残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の

多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）については，設計基準

対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用する

ため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，二以上の発電用原

子炉施設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計基準事故時に使

用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。基本

方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，原子炉棟内に設置さ

れる設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉

棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，表 3.6-17 に示す設計である。 
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表 3.6-17 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は中央制御室に

て操作可能な設計である。残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）については，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設

計である。また，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）につい

ては，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。 

残留熱除去ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・

性能試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が

可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止す

るために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものでなければならない。 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び

限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原

子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が

速い発電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有する

PWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するも

のであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられ

ていること。 
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ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例えばSGTS)や他

号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影

響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子

炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操

作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃

がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。た

だし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い

圧力に設定されたラプチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的

としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの)を使用す

る場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する

場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受

けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り

独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

添3.7-2

363



3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第 50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を

防止するため,原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として,

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を設ける。 

(1) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 3 項 a),b)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために格納容器フィル

タベント系を使用する。

この設備は,重大事故緩和設備として整備し，以下のとおり設置許可基準規

則解釈の第３項ｂ）に対する要求事項を満たすものとする。 

ⅰ) 当該設備は排気中に含まれる放射性物質を低減するため，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を設置する設

計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器にて，粒子状放射性物質の 99.9%以上，

ガス状の無機よう素に対して 99%以上を除去可能である。また，第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器にて，有機よう素に対して 98%以上を除去可能で

ある。 

ⅱ) 排気中に含まれる可燃性ガスの爆発防止等の対策として，当該系統内を可

搬式窒素供給装置にて不活性ガス（窒素ガス）にて置換した状態で待機し，

使用後には可搬式窒素供給装置を用いて，系統内を不活性ガスにて置換でき

る設計とする。これにより，格納容器ベント初期に排気中に含まれる可燃性

ガス及び使用後にスクラビング水の放射線分解により発生する可燃性ガス

による爆発を防ぐことが可能な設計とする。 

なお，格納容器ベント実施後に原子炉格納容器及びスクラビング水内に貯

留された核分裂生成物による水の放射線分解によって発生する可燃性ガス

の量は微量であり，また，連続して系外に排出されていることから，系統内

で可燃領域に達することはない。系統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のあ

る箇所については，可燃性ガスを連続して排出するバイパスラインを設置す

ることで，局所的に滞留し，系統内で可燃性ガスの濃度が可燃領域に達する

ことを防止できる設計とする。 

ⅲ) 格納容器フィルタベント系を使用する際に流路となる窒素ガス制御系，非

常用ガス処理系及び格納容器フィルタベント系の配管等は，他号炉とは共用

しない。また，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は

直列で２弁設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔
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離することで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

iv) 重大事故等対策の有効性評価において，格納容器フィルタベント系を使用

しても原子炉格納容器が負圧にならないことを確認している。また，格納容

器ベント停止後に再度，格納容器代替スプレイ冷却系等により原子炉格納容

器内へのスプレイを行う場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原

子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力まで減圧した場合には原子炉格納

容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

 

v) 格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手動弁

操作機構により人力で容易かつ確実に開閉操作が可能な設計とする。また，

電動弁については常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型

代替交流電源設備（高圧発電機車）からの給電により，中央制御室から開閉

操作が可能な設計とする。 

 

vi) 格納容器フィルタベント系を使用する際に，操作が必要な隔離弁の遠隔手

動弁操作機構を介した操作場所は，原子炉建物付属棟に設置することで，作

業員の放射線防護を考慮した設計とする。 

 

ⅶ) 圧力開放板については，待機時に系統内を不活性ガス（窒素ガス）にて置

換する際の大気との障壁として設置する。また，バイパス弁は併置しないも

のの，圧力開放板は原子炉格納容器からの排気圧力（427kPa[gage]）と比較

して十分に低い圧力である約 80kPa[gage]にて破裂する設計であり，格納容

器フィルタベント系の使用の妨げにならない設計とする。 

 

ⅷ) 原子炉格納容器との接続位置は，サプレッション・チェンバ及びドライウ

ェルに設けるものとし，いずれからも格納容器フィルタベント系を用いた排

気を実施することができる設計とする。 

サプレッション・チェンバ側からの排気では，サプレッション・チェンバ

の水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，有効燃料棒頂

部よりも高い位置に接続箇所を設けることにより，長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない設計とする。 

 

ix) 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器及び使用時に高線量となる配管，機器等は地下

の格納槽に設置し，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積さ

れる放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計とする（詳

細は 3.7.2.1.3.1(6)参照）。 
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(2) 残留熱代替除去系の設置（設置許可基準規則第１項 a））

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために残留熱代替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバを水源とし原子炉補機代替

冷却系による除熱と残留熱代替除去ポンプによる原子炉圧力容器への注水及

び原子炉格納容器内へのスプレイが可能な設計とする。 

(3) 格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系の多様性及び可能な限りの

独立性，位置的分散の確保（設置許可基準規則解釈の第４項）

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，人力により排出経路に設置される隔離弁を操

作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有す

る設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設

備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散

して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなること

を防止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベン

ト系との離隔を考慮した設計とする。

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器並びに圧力開放板と，残留熱代替除去系の残留

熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，格納容器フィ

ルタベント系と残留熱代替除去系は，互いに重大事故等対処設備として，可能

な限りの独立性を有する設計とする。 

なお，多様性及び可能な限りの独立性，位置的分散については，3.7.2.1.3

項に詳細を示す。 

なお，格納容器フィルタベント系の排気中に含まれる放射性物質を低減するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 
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(4) サプレッション・プール水 pH制御系等による格納容器 pH 制御 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅰ）に関連する自主的な手段として，格納

容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化することを防

止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう素を保持することでよう

素の放出量を低減するために，サプレッション・プール水 pH 制御系等により

原子炉格納容器内に薬液を注入する手段がある。 

サプッション・プール水 pH 制御系は，圧送用窒素ボンベにより薬液タンク

を加圧したのち，薬液注入弁を開することで，サプレッション・チェンバスプ

レイ配管に薬液を圧送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール水 pH 制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使

用することにより，サプレッション・チェンバのプール水を薬液として，ドラ

イウェルスプレイ配管からドライウェルにスプレイすることが可能である。ま

た，通常運転中より予めペデスタル内にアルカリ薬剤を設置することにより，

原子炉冷却材喪失事故発生直後においても原子炉格納容器内の酸性化を防止

することが可能である。 

 

(5) スクラビング水の補給及び排水設備 

設置許可基準規則解釈第１項ｂ）ⅰ）に関連する自主対策設備として，格納

容器フィルタベント系を使用した際に，系統内で蒸気凝縮によってスクラビン

グ水位が機能喪失となるまで上昇しないよう，ドレン移送ポンプを用いて間欠

的にスクラビング水をサプレッション・チェンバへ排水し，さらに薬液注入に

よるスクラビング水の pH 値の調整をすることで，第１ベントフィルタスクラ

バ容器を長期間使用することが可能な設計とする。 

また，本設備は事故後８日目以降に使用するものである。 

 

また,原子炉格納容器の負圧破損を防止するため，自主対策として以下の手段を

整備する。 

 

(6) 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器の負圧破損防止 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅳ）に関連する自主的な手段として，原子

炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止するとともに，原子炉格納容

器内の可燃性ガス濃度を低減するために，窒素ガス代替注入系により原子炉格

納容器へ窒素ガスを供給する手段がある。本系統は，可搬式窒素供給装置を窒

素ガス代替注入系配管に結合金具によりホースを接続し，可搬式窒素供給装置

にて発生した窒素ガスをドライウェル及びサプレッション・チェンバに供給可

能である。 

また，本手段は事故後８日目以降に使用するものである。 
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3.7.2 重大事故等対処設備 

3.7.2.1 格納容器フィルタベント系 

3.7.2.1.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに，原子炉格納容器内に滞留す

る可燃性ガスを大気へ排出することを目的として使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制

御装置，及び流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィル

タベント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレ

ッション・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成する。 

本系統は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，排気圧力により圧力開

放板が破裂することにより，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系及び

非常用ガス処理系を経由し第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近

に設ける放出口を通して排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境へ

の放出を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内でのスクラビング効果

が期待できるウェットウェルベントを優先とするが，サプレッション・チェンバ

側のベントラインが水没した場合，若しくは何らかの原因によりサプレッショ

ン・チェンバ側からの格納容器ベントが実施できない場合は，ドライウェル側か

ら格納容器ベント（ドライウェルベント）を行う。なお，ドライウェルベントを

行った際には，サプレッション・チェンバ内のガスは真空破壊弁を経由してドラ

イウェルへ排出される。 

本系統を使用した際に原子炉格納容器からのガスが流れる配管には，系統構成

上必要な隔離弁，圧力開放板が設置される。操作を行う必要がある隔離弁につい

ては，遠隔手動弁操作機構を用いて全ての電源喪失時においても原子炉建物付属

棟から人力にて操作を行うことが可能な設計とする。また，格納容器フィルタベ

ント系の配管ルートは，原子炉格納容器，第１ベントフィルタスクラバ容器及び

放出端の設置レベルを考慮し，ドレン溜まりが出来ないよう，ドレンが第１ベン

トフィルタスクラバ容器に戻るようなルート構成とする。 

一方で，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれる可燃性ガスが

本系統を経由して大気へ排出されるため，系統内での水素爆発を防ぐために，可

搬式窒素供給装置を用いて本系統内を不活性化する設計とする。また，系統内で

可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出

するバイパスライン（水素バイパスライン）を設置し，系統内に可燃性ガスが蓄

積することを防止する設計とする。 

さらに，圧力開放板（第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器下流側）の下流に

添3.7-7

368



雨水排水ラインを設置し，放出口より流入した雨水が系統内に蓄積することを防

止する設計とする。 

本系統を使用した際には，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器及び入口側の配管の放射線量が高くなることから，地下の

格納槽に設置し，周辺での作業における被ばくを低減することとする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-1 に，本系統に関する重大事故等対処設備

一覧を表 3.7-1に示す。 
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表 3.7-1 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

 圧力開放板【常設】 

附属設備 遠隔手動弁操作機構【常設】 

 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を含

む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系配管・弁【常設】 

 非常用ガス処理系配管【常設】 

 格納容器フィルタベント系配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備

を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
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設備区分 設備名 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※２ スクラバ容器水位【常設】

スクラバ容器圧力【常設】

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

【常設】

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足資料２に示す。また，第１ベントフィルタ（主要設備）

へ蒸気を通すために動作が必要なベント弁の電源に関しても記載する。 

※２：要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 第１ベントフィルタスクラバ容器

材料 ：スクラビング水：

 水溶液（pH 以上） 

：金属フィルタ：

放射性物質除去効率 ：99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

最高使用圧力 ：853kPa[gage] 

最高使用温度 ：200℃ 

系統設計流量 ：約9.8kg/s（格納容器圧力が427kPa[gage]において） 

個数 ：４ 

取付箇所 ：第１ベントフィルタ格納槽内 

(2) 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

材料        ：銀ゼオライト

放射性物質除去効率 ：98%以上（有機よう素に対して） 

最高使用圧力 ：427kPa[gage] 

最高使用温度 ：200℃ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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系統設計流量  ：約9.8kg/s（格納容器圧力が427kPa[gage]において） 

個数        ：１ 

取付箇所      ：第１ベントフィルタ格納槽内 

 

 (3) 圧力開放板 

設定破裂圧力    ：約80kPa[gage] 

個数        ：１ 

取付箇所      ：原子炉建物近傍 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.7.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，第１ベントフィルタ格納槽内に設置

されている設備であることから，想定される重大事故等時における第１ベ

ントフィルタ格納槽内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，以下の表 3.7-3に示す設計とする。 

格納容器フィルタベント系の圧力開放板は，屋外（原子炉建物近傍）に

設置される設備であることから，想定される重大事故等時における屋外（原

子炉建物近傍）の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，以下の表 3.7-4に示す設計とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう，放出口が屋外に開放

される配管については雨水が蓄積しない構造とする。第１ベントフィルタ

スクラバ容器は地下の格納槽に設置しているため，凍結しない設計とする。 

（50-4） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁（ＮＧＣ 

Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，NGC 非常

用ガス処理入口隔離弁）については，遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物

付属棟より人力にて遠隔操作することにより，重大事故等の環境下におい

ても確実に操作が可能な設計とする。また，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離

弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁は電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁が使用できない場合にはＮＧＣ非常用ガス

処理系入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備により，原子炉建物附

属棟より人力にて遠隔操作することも可能である。なお，ＮＧＣ非常用ガ

ス処理系入口隔離弁バイパス弁についても，電源が復旧することにより，

中央制御室でも遠隔操作可能である。表 3.7-5に操作対象機器を示す。 

また，流路に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の

妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低

い圧力で破裂することで操作が不要な設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時に，格納容器フィルタベント系に接続

される系統との隔離のための弁（ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ 

ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧ

Ｔ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口弁，ＮＧＣ

常用空調換気入口弁後弁）については，中央制御室により閉操作，若しく

は閉確認をすることができる。 

表 3.7-5 に操作対象機器を示す。これら操作機器については，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞ

れの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作

及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

（50-4，50-5） 
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表 3.7-5 操作対象機器 

機器名称 状態の

変化 

操作場所 操作方法 

第１ベントフ

ィルタスクラ

バ容器 

― ― ― 

第１ベントフ

ィルタ銀ゼオ

ライト容器 

― ― ― 

圧力開放板 閉 止 →

破裂 

― ― 

ＮＧＣ Ｎ２ト

ーラス出口隔

離弁 

弁 閉 →

弁開 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

１階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ Ｎ２ド

ライウェル出

口隔離弁 

弁 閉 →

弁開 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

２階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ非常用

ガス処理入口

隔離弁 

弁 閉 →

弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

３階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ非常用

ガス処理入口

隔離弁バイパ

ス弁 

弁 閉 →

弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

３階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ ＦＣＶ

Ｓ第１ベント

フィルタ入口

弁 

弁 開 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ ＮＧＣ

連絡ライン隔

離弁 

弁 閉 確

認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ ＮＧＣ

連絡ライン隔

離弁後弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＮＧＣ常用空

調換気入口隔

離弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 
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機器名称 状態の

変化 

操作場所 操作方法 

ＮＧＣ常用空

調換気入口隔

離弁後弁 

弁 閉 確

認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強

化ベントライ

ン止め弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強

化ベントライ

ン止め弁後弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

※１ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全開でないことが確認された場合は，原子炉建物付属棟より遠隔手動弁

操作機構を用いて開操作を行う。 

※２ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉若しくは全開でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操

作を行う。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため,発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器は，発電

用原子炉の停止中にマンホールを開放して内部構造物の外観検査が可能な

設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器については，発電用原子炉の停止

中にマンホールを開放して内部構造物の外観検査が可能であることに加え，

内部に設置されている吸着材試験片（銀ゼオライト）を用いてよう素除去

性能試験が可能な設計とする。 

圧力開放板については，発電用原子炉の停止中にホルダーから取外して

定期的に取替えが可能な設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系において原子炉格納容器から放出口ま

でのラインを構成する電動弁については，表 3.7-6 に示すように発電用原

子炉の停止中に機能・性能試験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転

中については，弁の開閉動作の確認により系統内に封入されている窒素が

外部に排出されることを防止するため，開閉動作の確認は実施しない。ま

た，機能・性能試験として，格納容器フィルタベント系の主配管は漏えい
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の有無の確認が可能な設計とする。 

 

表3.7-6 格納容器フィルタベント系の試験及び検査 

プラント

状態 

項目 内容 

停止中 機能・性能

点検 

漏えい試験 

銀ゼオライトよう素除去性能試験 

弁開閉動作の確認 

外観検査 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器の容器外面並びに内部構造物の

外観の確認 

分解検査 圧力開放板の取替え 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては,通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器,第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器及び圧力開放板については本来の用途以外

の用途には使用しない。 

本系統を使用する際には,流路に接続される弁（ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁）を電源喪失時においても遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物付

属棟より人力にて遠隔操作することにより,排気ガスを第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器に導くことが可

能である。また，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁は電源が復旧すること

により,中央制御室でも遠隔操作可能である。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁が使用できない場合にはＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁

を遠隔手動弁操作機構により原子炉建物附属棟より人力にて操作すること

も可能である。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁は,電源が復旧

することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。 

これにより，図 3.7-2 及び図 3.7-3 で示すタイムチャートのとおり速や

かに切替え操作が可能である。 

（50-5） 

 

添3.7-16

377



 

第 3.7－2図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（Ｗ／Ｗ） タイムチャート（現場操作による格納容

器ベント）* 

 

 

第 3.7－3図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（Ｄ／Ｗ） タイムチャート（現場操作による格納容

器ベント）* 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.7に示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系は,原子炉棟換気系，窒素ガス制御系及び非常

用ガス処理系が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表 3.7-7のとおり,窒素ガス制御系及び非

常用ガス処理系があるが，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁，ＮＧＣ非常

用ガス処理入口隔離弁バイパス弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁及びＳ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁を閉状態とすることでこれらの系統とは

隔離され，悪影響を防止する。 

一方で，重大事故等時において格納容器フィルタベント系を使用する際

に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表 3.7-8のとおりである。 

手順の項目

系統構成

ベント実施操作（第１弁開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

※２：非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合は，中央制御室運転員Ａにて25分以内で可能である。

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｗ／Ｗ）

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

※１

120

電源確認

中央制御室運転員Ａ １

※１：ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員Ａにて実施した場合，20分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

原子炉格納容器ベント開始

55分※２

手順の項目

系統構成

ベント実施操作（第１弁開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

※２：非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合は，中央制御室運転員Ａにて25分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

※１：ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員Ａにて実施した場合，20分以内で可能である。

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

電源確認

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｄ／Ｗ）

中央制御室運転員Ａ １ ※１

原子炉格納容器ベント開始

55分※２
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原子炉棟換気系との接続箇所は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧ

Ｃ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁とＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁，ＮＧ

Ｃ非常用ガス処理系入口隔離弁バイパス弁の間となっており，系統を隔離

する弁は直列に２弁設置してある。格納容器フィルタベント系から１つ目

の弁は通常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作

動弁である。２つ目の弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪失時にはアズ

イズとなるため，中央制御室での閉確認が必要である。 

また，非常用ガス処理系はＮＧＣ非常用ガス処理系入口隔離弁，ＮＧＣ

非常用ガス処理系入口隔離弁バイパス弁とＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフ

ィルタ入口弁との間に接続され，系統を隔離する弁は直列に各２弁ずつ設

置してある。格納容器フィルタベント系から１つ目の弁は通常時閉，電源

喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作動弁である。２つ目の

弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪失時にはアズイズとなるため，中央

制御室での閉確認が必要である。 

以上のことから，格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の

系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，重大事故等時の排出経路と他の系統

及び機器との間に表 3.7-8 に示すように隔離弁を直列に２弁設置し，格納

容器フィルタベント系使用時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

（50-4，50-5） 

 

表 3.7-7 他系統との隔離弁（通常時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

窒 素 ガ ス

制御系 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁 電動駆動 通常時閉 

 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

バイパス弁 

電動駆動 通常時閉 

 

非 常 用 ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁 

空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
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表 3.7-8 他系統との隔離弁（重大事故等時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後

弁 

電動駆動 通常時閉 

 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁 

空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁後弁 

電動駆動 通常時閉 

 

原子炉棟

換気系 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後

弁 

電動駆動 通常時閉 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，

操作場所を表 3.7-9 に示す。このうち，格納容器フィルタベント系の第１

ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器に

ついては，当該系統を使用した際に放射線量が高くなることから地下の格

納槽の中に設置することにより，重大事故等対処設備の操作及び復旧作業

に影響を及ぼさない設計とする。また，第１ベントフィルタスクラバ容器

へ接続する配管についても，同様に地下の格納槽の中に設置する。 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁について

は，排気ガスに含まれる放射性物質により，当該弁に直接近接して操作を

行うことは困難であるため，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可

能な設計とする。また操作場所は，原子炉建物付属棟に設置することで，

運転員の放射線防護を考慮した設計とする。 

（50-4） 
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表 3.7-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

第１ベントフィルタ装

置 

スクラバ容器 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

－ 

第１ベントフィルタ装

置 

銀ゼオライト容器 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

－ 

圧力開放板 原子炉建物頂部付近 － 

ＮＧＣ Ｎ２トーラス

出口隔離弁 

 

原子炉建物地下１階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟１階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁 

原子炉建物２階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟２階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁 

 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟３階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁バイパス弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟３階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ ＦＣＶＳ第１

ベントフィルタ入口弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入

口隔離弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入

口隔離弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

真空破壊弁 原子炉格納容器内 ― 
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格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器の設計流量については,想定される重大

事故等時において原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，排出可能

な蒸気量を大きくすることで，原子炉格納容器を減圧するために十分な排

出流量を有する設計とする。 

スクラビング水位については，想定される重大事故シナリオにおいて，

第１ベントフィルタスクラバ容器の粒子状放射性物質に対する除去効率が

金属フィルタと組み合わせて 99.9%以上確保可能な水位とする。 

スクラビング水の待機時の薬液添加濃度については，想定される重大事

故等時のスクラビング水 pH 値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除

去効率が 99%以上確保できる pH  以上を維持可能な添加濃度とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタの許容エアロゾル量に

ついては，想定される重大事故シナリオにおいて当該系統を使用した際に，

金属フィルタへ流入するエアロゾル量を算定し，金属フィルタの閉塞が生

じないだけの十分な容量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の吸着ベッドは，想定される排気

ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために

必要な吸着剤と排気ガスとの接触時間を十分に確保できる吸着層厚さ及び

有効面積を有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう，

原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力である約

80kPa[gage]で破裂する設計とする。 

3.7.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

（50-7） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

格納容器フィルタベント系は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

格納容器フィルタベント系は重大事故緩和設備であり，代替する設計基

準事故対処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止

の同一目的である残留熱代替除去系に対して共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を用

いることで多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備（非常

用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）からの

給電により駆動できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽に，圧力開放板は原子炉

建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ並び

に残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建物内に

設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 

一方で，格納容器フィルタベント系は，設置許可基準規則第 48条におい

ては，常設耐震重要重大事故防止設備兼常設重大事故緩和設備と整理し，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の安全機能を代替する。残

留熱除去系（格納容器冷却モード）については，サプレッション・チェン

バ内のプール水をドライウェル及びサプレッション・チェンバの気層部に

スプレイし，崩壊熱及び燃料の過熱に伴う燃料被覆管（ジルカロイ）と水

の反応による発生熱を除去するものである。ドライウェルにスプレイされ

た水は，ベント管を通ってサプレッション・チェンバ内に戻り，サプレッ
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ション・チェンバ内にスプレイされた水とともに残留熱除去ポンプにより，

熱交換器によって冷却された後，再びスプレイされる。 

したがって，当該系統については目的を果たすための原理及び構成機器

を共有するものではなく，更には設置エリアは近接していないため，共通

要因によって同時に機能喪失となることはない。 

（50-2，50-4，50-5） 
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3.7.2.2 残留熱代替除去系 

3.7.2.2.1 設備概要 

残留熱代替除去系は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させることを目的として使用する。 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱代替除去

ポンプにより原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内ヘスプレイするととも

に，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を用い

て除熱することで，発電用原子炉の循環冷却を行うことができる設計とする。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，電源設

備（常設代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置及び，水源である

サプレッション・チェンバ，流路である残留熱除去系の配管，弁，ストレーナ及

び格納容器スプレイ・ヘッダ，注水先である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

から構成される。 

サプレッション・チェンバのプール水は，残留熱除去系の配管を通り，残留熱

代替除去ポンプに供給される。残留熱代替除去ポンプにより昇圧された系統水は，

残留熱除去系の配管及び熱交換器を通り，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイに使用される。 

また，原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器の破損を判断した場

合は，原子炉格納容器内へのスプレイを行うことも可能とする。 

原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器や原子炉格納容器内配

管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内ヘスプレイされた系統水とともに格

納容器ベント管からサプレッション・チェンバに戻ることにより，循環冷却ライ

ンを形成する。

なお，重大事故等時における想定として，非常用炉心冷却系等の設計基準事故

対処設備に属する動的機器は，機能を喪失していることが前提条件となっている

ことから，本系統は，全交流動力電源喪失した場合でも，常設代替交流電源設備

（ガスタービン発電機）から代替所内電気設備を経由して給電することにより駆

動が可能な設計としている。 

前述のとおり，本系統はサプレッション・チェンバを水源として，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに使用する系統であるが，重大

事故等時におけるサプレッション・チェンバの水温は 100℃を超える状況が想定さ

れ，高温水を用いて原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイ

を行った場合，原子炉格納容器に対して更なる過圧の要因となり得る。このため，

残留熱代替除去系を行う場合は，原子炉補機代替冷却系からの冷却水の供給によ

り，残留熱除去系熱交換器を介した冷却機能を確保する。 

なお，残留熱代替除去系の機能を確保する際に使用する系統からの核分裂生成

物の放出を防止するため，残留熱代替除去系による循環ラインは閉ループにて構

成する。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，

電源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装置，及び流路である原子炉補機冷

却系の配管，弁及びサージタンク，ホース，取水口，取水管，取水槽，並びに燃

料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，タンクローリ等から構成さ

れる。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交換器と移動式代

替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能とするために熱交換器及び移動式

代替熱交換設備淡水ポンプは車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の熱交換器に送水

することで，熱交換後の海水を海へ排水する。また，移動式代替熱交換設備には

異物混入による機能低下を防ぐために，機器付のストレーナを設置する。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備の淡水側において，残留熱除

去系熱交換器で熱交換を行った系統水を移動式代替熱交換設備により冷却及び送

水し，再び残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う循環冷却ラインを形成し，移動

式代替熱交換設備の海水側において，大型送水ポンプ車により海水を取水し，移

動式代替熱交換設備に送水することで淡水側との熱交換を行い，熱交換後の系統

水を海へ排水する。ここで，移動式代替熱交換設備の淡水側は，ホースを移動式

代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続することで流路を構成し，移動式代

替熱交換設備の海水側は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等をホース

で接続することで流路を構成する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式代替熱交換設備

に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの操作スイッチ及び大型送水ポン

プ車の車両に搭載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を

行うものである。 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-4，本系統に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.7-10に示す。 
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図 3.7-4 残留熱代替除去系 系統概要図
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表 3.7-10 残留熱代替除去系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱代替除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 - 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】

非常用取水設備

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース【可搬型】

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備※２

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※３ 残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】

ペデスタル水位【常設】

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 50-2 に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す  
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る設計方針を示す章）」に示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱代替除去ポンプ

種類 ：ターボ形 

容量 ：150m3/h/台 

全揚程 ：70m 

最高使用圧力 ：2.50MPa 

最高使用温度 ：185℃ 

個数 ：１（予備１） 

取付箇所 ：原子炉建物地下２階 

原動機出力  ：75kW 

(2) 残留熱除去系熱交換器

容量 ：約 9.1MW 

伝熱面積 ：約  m2 

個数 ：１ 

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]／海水側 1.0MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃／海水側 65℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量 ：約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積 ：約    m2/式 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

全揚程 ：75m 
 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数 ：２ 

(4) 大型送水ポンプ車

種類 ：うず巻形 

容量 ：1800m3/h/台 

吐出圧力 ：1.2MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.2MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

原動機出力  ：   kW 

個数 ：２（予備１） 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備に

ついては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.7.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，原子炉建物付属

棟内に設置する設備であり，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱

交換器は，原子炉棟内に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における原子炉建物付属棟内，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.7-11

に示す設計とする。 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中

央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備は屋外の第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時

に原子炉建物の接続口付近の屋外に設置する設備であり，原子炉補機代替

冷却系の大型送水ポンプ車は，屋外の第１保管エリア及び第４保管エリア

に保管し，重大事故等時に取水槽付近の屋外に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.7-12に示す

設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，想定される重大

事故等時において移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車に付属の操

作スイッチにより，設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷

重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転

倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機能を損なわ

ないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用時に海

水を通水する移動式代替熱交換設備内の一部，及び大型送水ポンプ車は，

海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入

の防止を考慮した設計とする。 
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また，残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，

フラッシングが可能な設計とする。

（50-4，50-5，50-8，50-9） 

表 3.7-11 想定する環境条件及び荷重条件（残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去

系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内，原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟内，原子炉棟内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

表 3.7-12 想定する環境条件及び荷重条件（移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対

策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

使用時に海水を通水する機器については，海水の影響を考

慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮して上で機器が損傷し

ないことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

添3.7-31

392



(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプの起動は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

また，系統構成に必要な弁操作は，中央制御室の操作スイッチによる操作

が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。想定される重大事

故等時の環境条件（被ばく影響）を考慮し，確実に操作が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設

備は，原子炉建物外部に設置している接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，車両による運搬が可能な設計と

する。また，設置場所である原子炉建物脇にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，

取水槽付近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とする

とともに，車両による運搬が可能な設計とする。また，設置場所である原子

炉建物脇にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡

便な結合金具による接続及びフランジ接続並びに一般的な工具を使用するこ

とにより，確実に接続が可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備は，付属の操作スイッチにより設置場所であ

る原子炉建物脇において操作が可能な設計とし，大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより設置場所である取水槽脇において操作が可能な設計と

する。付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作

牲を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板を

つけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

その他の操作が必要な電動弁については，原子炉建物付属棟３階に設置し

ているＳＡ電源切替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切

り替えた後，中央制御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作より，
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遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。操作盤の操作スイッチを操作

するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，操作対象については運転員の操作及び監視性を考慮して確実

に操作が可能な設計とする。 

また，残留熱代替除去系運転中に残留熱除去系ストレーナが閉塞した状況

を想定し，残留熱除去系ストレーナを逆洗操作することが可能な設計とする。

具体的な操作としては残留熱代替除去ポンプのＳ／Ｐ水吸込弁である「ＲＨ

Ｒ ＲＨＡＲライン入口止め弁」の開操作及び残留熱代替除去ポンプの出口弁

である「ＲＨＡＲライン流量調節弁」を閉操作し，残留熱代替除去系に大量

送水車から外部水源を供給することにより，逆洗操作を実施する。表 3.7-13

に操作対象機器の操作場所を示す。 

（50-4，50-5，50-8） 

 

 

表 3.7－13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止

め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライ

ン止め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライ

ン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ラ

イン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備 起動停止 原子炉建物近

傍 

スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ 

起動停止 原子炉建物近

傍 

スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

添3.7-33

394



機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 熱交換器ユニ

ット内 

手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調

整開 

原子炉建物２

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍

機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建

物２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＢーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調

整開 

原子炉建物２

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍

機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建

物２階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換

器は，表 3.7-14及び表 3.7-15に示すように発電用原子炉の運転中に機能・

性能試験が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に機能・性能

試験と分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを

取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解

検査が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に鏡板を取外して，熱

交換器部品（伝熱管等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，テストタンクを水源とし，

残留熱代替除去ポンプを起動させテストタンクへ送水する試験を行うテス

トラインを設けることで，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。 

なお，Ａ－ＲＨＲ注水弁から原子炉圧力容器，Ｂ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁から原子炉格納容器までのラインについては，発電用原子

炉の運転中又は停止中にＡ－ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁の弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が確認可能な

設計とする。 

また，残留熱代替除去系の流路を確保するためのＲＨＲ ＲＨＡＲライン

入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁，ＲＨＲ ＰＣＶスプ

レイ連絡ライン流量調節弁についても，発電用原子炉の運転中又は停止中

に弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が確保可能な設計とする。 

ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等に合わせて外観

の確認が可能な設計とする。 

これらの試験を組み合わせることにより，残留熱代替除去系の機能を確

認できる設計とする。 

（50-6） 
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表 3.7－14 残留熱代替除去ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

表 3.7－15 残留熱除去系熱交換器の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 漏えいの確認 

停止中 機能・性能試験 漏えいの確認 

分解検査 
熱交換器部品の表面状態を，試験及

び目視により確認 

外観検査 熱交換器外観の確認 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.7-16に示すように発電用原子炉の運転中又は停

止中に，各機器の機能・性能試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，移動式代替熱交換設備

のうち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレート式熱交換器の状態を試験

及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。移動式代替熱

交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸

受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能

である。大型送水ポンプ車は，ケーシングを取り外すことでポンプ部品（主軸，

軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可

能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車流量，系

統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計

とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，系統を構成する弁は，

単体で動作確認可能な設計とする。 
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ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（50-6） 

表 3.7-16 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試

験 

運転性能,漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試験及

び目視により確認又必要に応じて取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプは，重大事故等に対処す

るための目的のみに使用されるため，本来の用途以外の用途には使用しな

い。残留熱除去系熱交換器は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

また，残留熱代替除去系の主ラインからの分岐部については，残留熱除去

系をバウンダリとし，適切な地震荷重との組合せを考慮した上でバウンダ

リ機能が喪失しない設計とする。

原子炉補機代替冷却系である移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である原子炉補機冷却系から重大事故等時に

対処するために原子炉補機代替冷却系に系統を切り替える場合，切り替え

操作としては，弁開閉操作（原子炉補機代替冷却系を閉操作，移動式代替

熱交換設備の接続ラインのＡＨＥＦ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止

め弁を開操作，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁を閉操作），ホース敷設及び接続作業，移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車の移動，設置，起動操作を行う。弁についてはＡＨＥ
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Ｆ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁については，現場での手動ハ

ンドル操作が可能な設計とし，容易に操作可能とする。ＲＣＷ常用補機冷

却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁については，中央制御

室での操作スイッチによる操作とともに，現場での手動ハンドル操作も可

能な設計とし，容易に操作可能とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の移動，設置，起動操作及

び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.7-5 で示すタイムチャー

トのとおり速やかに切替えが可能である。 

（50-5） 

 

 

 

図 3.7-5 残留熱代替除去系のタイムチャート* 
 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.7で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

残留熱代替除去系は，通常待機時はＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め弁及

びＲＨＡＲライン流量調節弁）を閉止することで残留熱除去系と隔離する

系統構成としており，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

手順の項目

電源確認，系統構成

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

系統構成

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

緊急時対策要員6名で対応する。

主配管（可搬型）等の接続

送水準備（ホース敷設）

緊急時対策要員6名で対応する。

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

8

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

移動式熱交換設備配置，準備

12

緊急時対策要員

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

4 5 6 7

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代
替冷却系による補機冷却水確保

備考1 2 3

3

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始 ７時間20分
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他系統との隔離弁を表 3.7-17に示す。 

 

残留熱代替除去系を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放射性物質の系

外放出を防止するため，残留熱代替除去系は閉ループにて構成する設計と

する。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備と大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離して保管するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系を同時に使用しない運

用とすることで，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，接続，弁操作等によって，通常

時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（50-4，50-5，50-6） 

 

表 3.7-17 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライ

ン入口止め弁 

残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＲＨＡＲライン流量

調節弁 

残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱代替除去系及び原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器の

設置場所，操作場所を表 3.7-18に示す。このうち，残留熱代替除去ポンプ，

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ

－ＦＬＳＲ連絡ライン止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁，

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライン流量調節弁については中央制御室から

操作を可能とし，Ａ－ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁については中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟にＳＡ電

源切替盤を設置し，遠隔操作が可能な設計とする。その他，原子炉建物で

手動弁の操作が必要であるが，操作は残留熱代替除去系起動前の状況のた

め，アクセス及び操作への放射線による大きな影響はない。 

なお，屋外にホースを敷設する場合は，放射線量を確認して，適切な放

射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施する。 

また，残留熱代替除去系を運転すると，系統配管廻りが高線量になる可

能性があり，操作に必要な機器に近づけないおそれがあるため，運転開始

後に操作が必要な弁，ポンプについては遠隔操作可能な設計とする。 

残留熱代替除去系の運転開始後において系統の配管周辺が高線量になる

範囲を最小限にするため，主ラインからの分岐部については，残留熱除去

系をバウンダリとし，適切な地震荷重との組合せを考慮した上でバウンダ

リ機能が喪失しない設計とする。 

また，残留熱代替除去系が機能喪失した場合に必要な操作及び監視，残

留熱代替除去系の運転と同時に必要な操作，残留熱代替除去系運転時に必

要な復旧作業（残留熱除去系の復旧作業）において，放射線によるアクセ

ス性への影響を低減するため，高線量が想定される箇所については遮蔽体

を配備する等の適切な放射線防護対策を行う。 

なお，残留熱代替除去系運転後長期における系統廻りの線量低減対策と

して，系統水を入れ替えるためにフラッシング可能な設計としている。具

体的な操作としては，残留熱除去系ポンプのサプレッション・プール吸込

弁を閉じ，残留熱代替除去系に大量送水車から外部水源を供給することに

より，系統のフラッシングを実施する。 

 

（50-4，50-8）  
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表 3.7-18 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物地下２階 

（原子炉建物付属棟） 

中央制御室 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物地下２階 

（原子炉建物付属棟） 

中央制御室 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め

弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

止め弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

流量調節弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライ

ン流量調節弁 

原子炉建物中１階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２ス

プレイ弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポン

プ 

原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

原子炉建物１階 

 

原子炉建物１階 

 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

原子炉建物１階 

 

原子炉建物１階 

 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット

内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口

切替弁 

原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口

切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口

弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２

階 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍機

入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

原子炉建物地下１階 原子炉建物地下１

階 
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機器名称 設置場所 操作場所 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

原子炉建物地下１階 原子炉建物地下１

階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口

切替弁 
原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口

切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口

弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２

階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍機

入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２

階 

ホース 屋外 屋外 
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3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系は，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するととも

に，原子炉格納容器の除熱をする設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な流量を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の流量としては，炉心損傷後の原子炉格納容器破損防

止の評価事故シーケンスのうち，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」に係る有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が確認さ

れている循環流量が 150m3/h（原子炉圧力容器への注入流量が 30m3/h，原子

炉格納容器へのスプレイ流量が 120m3/h）又は，「高圧溶融物放出/格納容器

雰囲気直接加熱」に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付

書類十）において有効性が確認されている循環流量が 120m3/h（原子炉格納

容器へのスプレイ流量）である。残留熱代替除去ポンプは１台あたり

150m3/h以上の流量を確保可能なため，１台使用する設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，

配管及び弁類圧損を考慮し，残留熱代替除去ポンプ１台運転で循環流量

150m3/h達成可能な揚程で設計する。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対

処設備の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝

熱容量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準

事故対処設備と同仕様で設計する。 

残留熱除去系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備として使用する場

合における熱交換量がサプレッション・チェンバのプール水温約 170℃の場

合において約 15MWであるが，重大事故等対処設備として想定する条件での

必要伝熱面積に対して，設計基準事故対処設備として想定する条件での必

要伝熱面積が大きいことから，設計基準事故対処設備としての海水温度
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30℃，サプレッション・チェンバのプール水温 52℃の場合の熱交換量約

9.1MWとする。 

（50-7） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

残留熱代替除去系は重大事故緩和設備であり，代替する設計基準事故対

処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目

的である格納容器フィルタベント系に対して，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を

用いることで多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）からの給電により駆動できる設計とする。

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽内に，圧力開放板は原子

炉建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ並

びに残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建物内
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に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，設計基準事故対処設備である残留熱除去ポン

プと共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，位置的

分散を図る設計とする。また，電源，冷却水を含むサポート系は独立性を

有した設計としており，それぞれ異なる電源から供給することで多様性を

有した設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の常設設備である移動式代替熱交換設備接続口か

ら原子炉補機冷却系に繋がるまでの弁及び配管は，設計基準事故対処設備

である原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能が損なわれないよ

う，可搬型重大事故等設備として移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車

を設置する。「(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性(設置許可基準規則第 43条第３項七）」の適合性で示す。 

（50-2，50-4，50-5） 

3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系熱交換器で発生

した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代

替熱交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとして，大型送水ポン

プ車の容量は流量 1,800m3/hとして設計し，原子炉補機代替冷却系を使用す

る有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧過温破損）

残留熱代替除去系を使用する場合」において事故発生 10 時間後に残留熱代

替除去系による原子炉圧力容器への注水及び格納容器のスプレイの同時運

転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接
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加熱」において事故発生 10時間後に残留熱代替除去系による格納容器スプ

レイ及び格納容器スプレイによる格納下部の溶融炉心の冷却を行った場合

に，同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プ

ールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１セットの合計

３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

（50-7） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備を接続するためのホースは，原子炉建物側の接続口と口径を統一しか

つフランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続するためのホー

スは，移動式代替熱交換設備の接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式

である結合金具による接続とすることで，確実に接続ができる設計とする。 

（50-8） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示
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す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備の接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止する

ため，接続口を格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器との離隔を考慮し，原子炉

建建物西側及び南側から接続できる箇所を１個ずつ計２個設けることで，

互いに異なる複数の場所に接続口を設ける設計とする。 

（50-8） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器ベントを実施していない状況で屋

外に設置する設備であり，想定される重大事故等が発生した場合における

放射線を考慮しても，線源からの離隔距離をとることにより，これら設備

の設置及び常設設備との接続が可能とする。また，現場での接続作業に当

たって，簡便な結合金具による接続方式及びフランジ接続方式により，確

実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（50-4，50-8） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却

水ポンプ，格納容器フィルタベント系と位置的分散を図り，発電所敷地内

にある第１保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（50-4，50-9） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，通常時は津波の影響を受けない場所に保管

しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬型重大

事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（50-10） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故等に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，設置許可基準規

則第 50条においては重大事故緩和設備であるが，移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故等に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である

原子炉補機冷却系及び原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である格

納容器フィルタベント系と表 3.7-19で示すとおり多様性，位置的分散を図

る。また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却系及び原子炉補

機代替冷却系が海であることに対し，格納容器フィルタベント系は大気と

し，多様性を有する設計とする。 

（50-2，50-4，50-5，50-8，50-9） 

表 3.7-19 原子炉補機代替冷却系の多様性,位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系 格納容器フィル

タベント系

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポン

プ 

＜原子炉建物＞ 
― 

移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ） 

＜屋外＞ 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機海水ポンプ 

＜屋外＞ ― 

大型送水ポンプ車 

＜屋外＞ 

熱交換器 

原子炉補機冷却系 

熱交換器 

＜原子炉建物＞ 

― 

移動式代替熱交換設備 

（熱交換器） 

＜屋外＞ 

最終ヒー

トシンク
海 大気 海 

駆動電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

＜原子炉建物＞ 

不要 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電設

備建物＞ 

＜＞内は設置場所を示す。 
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3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール pH制御系等による格納容器 pH 制御 

3.7.3.1.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化すること

を防止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう素をよう化物イオンと

して保持することでよう素の放出量を低減するために，サプレッション・プール

pH 制御系等により原子炉格納容器内に薬液を注入する手段を整備する。なお，サ

プレッション・プール pH制御系は事業者の自主的な取り組みで設置するものであ

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素がサプレッショ

ン・チェンバのプール水へ流入し溶解する。また，原子炉格納容器内のケーブル

被覆材には塩素等が含まれており，重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分

解により塩酸等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・チェンバの

プール水が酸性化する可能性がある。サプレッション・チェンバのプール水が酸

性化すると，水中に溶解しているよう化物イオンが無機よう素となりサプレッシ

ョン・チェンバの気相部へ放出され，また，無機よう素とサプレッション・チェ

ンバ内の塗装等の有機物が反応し，有機よう素が生成*１されるという知見がある。 

そこで，サプレッション・チェンバのプール水をアルカリ性に保つため，pH 制

御として水酸化ナトリウムをサプレッション・チェンバに注入する。よう素の溶

解量と pHの関係については，米国の論文*２にまとめられており，サプレッション・

チェンバのプール水をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減

することが期待できる。 

サプレッション・プール pH制御系は，圧送用窒素ボンベにより薬液タンクを加

圧したのち，薬液注入弁を開することで，サプレッション・チェンバスプレイ配

管に薬液を圧送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール pH制御系は，格納槽内に設置している薬液タンク隔離

弁（２弁）を中央制御室からの遠隔操作，又は現場での操作により開操作するこ

とで，薬液を混入させる。 

サプレッション・プール水 pH制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使用す

ることにより，サプレッション・チェンバのプール水を薬液として，ドライウェ

ルスプレイ配管からドライウェルにもスプレイすることが可能である。また，通

常運転中より予めペデスタル内にアルカリ薬剤を設置することにより，原子炉冷

却材喪失事故発生直後においても原子炉格納容器内の酸性化を防止することが可

能である。 

＊１:「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（日本原

子力学会）によると，無機よう素並びに有機よう素が生成されるメカニズ

ムは，以下のとおりと考えられている。
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【無機よう素反応】 Ⅰ- + ・OH → ・Ⅰ + OH- 

 2・Ⅰ→Ⅰ2 

【有機よう素反応】 ORG + ・OH →→ 6・ORG 

・ORG + Ⅰ2 → HVRI/LVRI + ・Ⅰ

ORG:原子炉格納容器内の有機物 

・:ラジカル

HVRI:高揮発性有機よう素 

LVRI:低揮発性有機よう素 

＊２：米国原子力規制委員会による研究（NUREG-1465）や，米国 Oak Ridge Nat

ional Laboratory による論文（NUREG/CR-5950）によると，pHが酸性側に

なると，水中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行するとの

研究結果が示されている。NUREG-1465 では，原子炉格納容器内に放出さ

れるよう素の化学形態と，よう素を水中に保持するための pH制御の必要

性が整理されている。また，NUREG/CR-5950では，酸性物質の発生量と p

Hが酸性側に変化していく経過を踏まえて，pH制御の効果を達成するため

の考え方が整理されている。これらの論文での評価内容を参照し，２号炉

の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバへのアルカリ薬液の注入時間

及び注入量を算定している。 

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

サプレッション・プール水 pH 制御設備等を使用することで,アルカリ薬液であ

る水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入する。この際，悪影響として懸念さ

れるのは， 

・アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる，原子炉格納容器バ

ウンダリのシール性への影響

・アルカリとの反応で水素ガスが発生することによる原子炉格納容器の圧力上昇，

及び水素燃焼である。 

このうち，原子炉格納容器の腐食については，pH 制御したサプレッション・チ

ェンバのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり，原子炉格納容器バウンダ

リを主に構成している炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原

子炉格納容器のシール材についても耐アルカリ性を確認した改良 EPDMを使用する

ことから，原子炉格納容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管の保温材やグレ

ーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウ
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ムと反応することで水素ガスが発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のア

ルミニウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定しても，ジルコニウム

－水反応で発生する水素量に比べて十分少ないため，原子炉格納容器の異常な圧

力上昇は生じない。さらに，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されて

おり，本反応では酸素ガスの発生がないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

(50-11) 

3.7.3.2 窒素ガス代替注入系 

3.7.3.2.1 設備概要 

原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止するとともに原子炉格納

容器内の可燃性ガス濃度を低減するために窒素ガス代替注入系を使用する手段を

整備する。なお，本手段は事業者の自主的な取り組みによるものである。また，

本手段は事故後８日目以降に使用するものである。 

重大事故等時に放射線分解により可燃性ガスが発生した場合，発電用原子炉運

転中は常時原子炉格納容器内を窒素ガスで置換しているため，事故発生直後に可

燃性ガス濃度が可燃限界に至ることはないが，事故後８日目以降は，可燃性ガス

濃度が可燃限界に至る可能性がある。また，崩壊熱の減少により原子炉格納容器

内の水蒸気発生量が減少することにより原子炉格納容器内が負圧に至る可能性が

ある。そのため，可燃性ガス濃度を可燃限界以下に抑制し，原子炉格納容器の負

圧破損を防止するため，窒素ガス代替注入系による窒素供給を行う。 

本系統は，可搬式窒素供給装置を窒素ガス代替注入系配管に結合金具によりホ

ースを接続し，可搬式窒素供給装置を現場にて操作することで，発生した窒素ガ

スをドライウェル及びサプレッション・チェンバに供給可能である。
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下

した炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第51条に規定する「溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。なお，原子炉格納容器下部に落下した溶

融炉心の冷却は，溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び

溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するため

に行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注水設

備とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備する

こと。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は，接続する建屋内

の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は，多重性又は多様性及び独立性を有し，

位置的分散を図ること。（ただし，建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.8.1 設置許可基準規則第 51条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な重大

事故対処設備として，ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系

（可搬型）を設ける。 

原子炉格納容器下部（以下ペデスタル内）に落下した溶融炉心を冷却すること

で，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が拡がり

原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために必要な重大事故等対

処設備としてペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及

びコリウムシールドを設ける。 

 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a）

ｉ)，ⅱ)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するため，常

設重大事故等対処設備としてペデスタル代替注水系（常設）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に

配置された低圧原子炉代替注水ポンプを用い，ペデスタル代替注水系（可搬

型）とは異なる低圧原子炉代替注水槽を水源としてドライウェル内にスプレ

イすることでペデスタル内へ水を流入させることができる設計とする。 

また，溶融炉心が落下するまでにペデスタル内にあらかじめ十分な水位を

確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が原子炉圧力

容器からペデスタル内へと落下する場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ

及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備

として，コリウムシールドを設ける。 

 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a）

ⅰ)，ⅱ)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するため，常

設重大事故等対処設備としてペデスタル代替注水系（可搬型）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車を用い，ペデスタル代替

注水系（常設）とは異なる代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２））又は海を水源として，ペデスタル内へ注水できる設計とする。 

また，溶融炉心が落下するまでにペデスタル内にあらかじめ十分な水位を

確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が原子炉圧力
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容器からペデスタル内へと落下する場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ

及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備

として，コリウムシールドを設ける。 

 

(3) ペデスタル代替注水系の多様性及び独立性，位置的分散の確保（設置許可

基準規則解釈の第１項 a）ⅰ)，ⅱ)） 

上記(1)及び(2)の重大事故等対処設備であるペデスタル代替注水系（常設）

とペデスタル代替注水系（可搬型）は，異なるポンプ（低圧原子炉代替注水

ポンプと大量送水車），異なる駆動源（常設代替交流電源設備とディーゼルエ

ンジン），異なる水源（低圧原子炉代替注水槽と代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））又は海）を用いることで多様性及び独立性を有

する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置されている低圧原子炉代

替注水ポンプに対して，大量送水車は屋外に設置することで位置的分散を図

った設計とする。 

なお，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，3.8.2.1.3 項

に詳細を示す。 

 

(4) ペデスタル代替注水系の電源対策（設置許可基準規則解釈の第１項 b）） 

ペデスタル代替注水系（常設）に用いる低圧原子炉代替注水ポンプは，常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から，代替所内電源設備である

緊急用メタクラ及びＳＡロードセンタを介して給電が可能な設計とする。 

 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するための自主

対策設備として，以下を整備する。 

 

(5) 復水輸送系によるペデスタル内への注水 

復水輸送系によるペデスタル内への注水手段については，復水輸送ポンプ

を用い，復水貯蔵タンクを水源として，復水輸送系及び補給水系を通じてペ

デスタル内への注水を行う手順を整備する。 

 

(6) 消火系によるペデスタル内への注水 

消火系によるペデスタル内への注水手段については，消火ポンプ又は補助

消火ポンプを用い，ろ過水タンク又は補助消火水槽を水源として，消火系，

復水輸送系及び補給水系を通じてペデスタル内への注水を行う手順を整備す

る。 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心のペデスタル内への落下
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遅延・防止するための設備として，以下を整備する。 

(7) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，重大事故等対処設備として高圧原子炉代替注水

系を使用し，原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう

酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

（高圧原子炉代替注水系については「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。） 

 

(8) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，重大事故等対処設備として低圧原子炉代替注水

系（常設）を使用し，原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合

は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

（低圧原子炉代替注水系（常設）については「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47

条に対する設計方針を示す章）」で示す。） 

 

(9) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，重大事故等対処設備として低圧原子炉代替注水

系（可搬型）を使用し，原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場

合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行

う。 

（低圧原子炉代替注水系（可搬型）については「3.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第

47条に対する設計方針を示す章）」で示す。） 

 

(10) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，重大事故等対処設備としてほう酸水注入系を使

用し，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）及

び高圧原子炉代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並行

して実施する。 

（ほう酸水注入系については「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条に対する設

計方針を示す章）」電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。） 
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なお，溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(11) 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧原子炉代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，溶融炉心のペデスタル内へ

の落下遅延・防止するために，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，復

水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水圧ポンプを用いて原子炉圧力容器

への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

（制御棒駆動水圧系については「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。） 

 

(12) 高圧炉心スプレイ系緊急注水の整備 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉代替注水系が

機能喪失した場合，溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止するために，

常設代替交流電源設備により高圧炉心スプレイ系の電源を復旧し，高圧炉心

スプレイポンプを無冷却水の状態で短時間起動し，原子炉圧力容器へ注水を

実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入と並行して行う。 

（高圧炉心注水系については「3.2 原了炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。） 

 

(13) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，復水輸送系の復水輸送ポンプで原子炉圧力容器

への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 

(14) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル内への

落下遅延・防止するために，消火系の消火ポンプ又は補助消火ポンプで原子

炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による

原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 

また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇
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した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

(15) ペデスタル代替注水系の海水の利用 

ペデスタル代替注水系（常設）の水源である低圧原子炉代替注水槽並びに

ペデスタル代替注水系（可搬型）の水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内

側に設置している海水取水箇所（取水槽）より，大型送水ポンプ車を用いて

低圧原子炉代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）

への供給又はペデスタル代替注水系（常設）で用いる大量送水車に海水を直

接送水できる設計とする。なお，海の利用については「3.13 重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

ペデスタル代替注水系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却することを目的として使用する。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置，水源である低圧原子

炉代替注水槽，流路である残留熱除去系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッ

ダ並びに注水先である原子炉格納容器から構成される。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が原子炉圧力容器

からペデスタル内へと落下する場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドラ

イウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容

器バウンダリに接触することを防止するために，ペデスタル内にコリウムシール

ドを設置する。 

本系統全体の概要図を図 3.8-1 に，本系統に属する重大事故等対処設備を表

3.8-1に示す。 

 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，低圧原子炉代替

注水槽の水を残留熱除去系配管を経由して原子炉格納容器にスプレイすることで

ペデスタル内へ流入させ，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機から，代替所内電源設備である緊急用メタクラ及びＳＡロードセ

ンタを介して給電が可能な設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（ＳＡ電源切替盤

の切替え操作を含む）により系統構成を行った後，中央制御室の操作スイッチに

より低圧原子炉代替注水ポンプを起動し運転を行う。 

 

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合においても，代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水を，大量送水車を用いて，

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽外部に設置した注水口から低圧原子炉代替注水

槽へ供給できる設計とする。 
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表 3.8-1 ペデスタル代替注水系（常設）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

コリウムシールド【常設】

附属設備 ― 

水源※１ 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

緊急用メタクラ【常設】

ＳＡロードセンタ【常設】

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】

ＳＡ電源切替盤【常設】

重大事故操作盤【常設】

計装設備※3 代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

※１:水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２:単線結線図を補足説明資料 51-2 に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す 
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3.8.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ 

種類     ：ターボ形 

容量     ：230m3/h/台 

全揚程    ：190m 

最高使用圧力 ：3.92MPa 

最高使用温度 ：66℃ 

個数     ：１（予備１） 

取付箇所   ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

原動機出力  ：210kW 

 

(2) コリウムシールド 

材質     ：ジルコニア 

外径     ：ペデスタル床全面 

厚さ     ：約 0.1m以上 

個数     ：１ 

取付箇所   ：ペデスタル内 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計測設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.8.2.1.3 ペデスタル代替注水系（常設）の多重性又は多様性及び独立性，位置

的分散の確保 

ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）は，共通

要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.8-2に示すとおり，

多様性及び位置的分散を図った設計とする。 

ポンプについては，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置されたペデスタ

ル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプに対し，ペデスタル代替注水

系（可搬型）の大量送水車は低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に

分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図った設計とする。 

水源については，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽，ペ

デスタル代替注水系（可搬型）は代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））とすることで，異なる水源を使用する設計とする。 

駆動電源については，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）

からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水

車をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

 

なお，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁について

は，多重性及び位置的分散を図った非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を

経由し常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設

備（高圧発電機車）から給電が可能な設計としている。 

ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁

は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）からの給電に

よる遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系

（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を

経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常

用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の独立性

については，表 3.8-3 に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に故

障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

 

添3.8-11

424



表 3.8-2 ペデスタル代替注水系の多様性及び位置的分散 

項目 
ペデスタル代替注水系 

（常設） 

ペデスタル代替注水系 

（可搬型） 

ポンプ 低圧原子炉代替注水ポンプ 大量送水車 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 屋外 

水源 
低圧原子炉代替注水槽 

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）） 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

駆動用

空気 
不要 不要 

潤滑方

式 
油浴方式 不要 

冷却水 不要（自滑水） 不要 

駆動電

源 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

－ ガスタービン 

発電機建物 

地上１階 

 

表 3.8-3 ペデスタル代替注水系の独立性 

項目 
ペデスタル代替注水系 

（常設） 

ペデスタル代替注水系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）

を構成する機器類は基準地震動Ｓｓに対し機能を維持できる設計と

することで，地震が共通要因となり故障することのない設計とする。

  

津波 ペデスタル代替注水系（常設）を設置する低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽と，ペデスタル代替注水系（可搬型）を保管する第２，３

保管エリア又は第４保管エリアは，共に基準津波が到達しないこと

から，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）

を構成する機器類は，火災が共通要因となり故障することのない設

計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針

について」に示す）。 

溢水 ペデスタル代替注水系（常設）及びペデスタル代替注水系（可搬型）

を構成する機器類は，浴水が共通要因となり故障することのない設

計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部浴水に対する防護方針

について」に示す）。 
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3.8.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置している設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.8-4に示す設計とする。 

なお，コリウムシールドは，ペデスタル内に設置している設備であるこ

とから，想定される重大事故等時における，ペデスタル内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

（51-3，51-4） 

 

表 3.8-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，ペデスタル内への注水は，可能な限

り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）を運転する場合は，低圧原子炉代替注水

ポンプを起動する。その後，ペデスタル代替注水系（常設）によるペデス

タル内への注水の系統構成として，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開操

作を実施し，注水を行う。ペデスタル代替注水系（常設）の操作に必要な

ポンプ及び操作に必要な弁を表 3.8-5に示す。 

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室の重大事故操作盤

からの遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とする。Ａ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁につい

ては，原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）に設置しているＳＡ電源切替

盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，中

央制御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作により，遠隔で弁

を開閉することが可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制御室にある低圧原

子炉代替注水ポンプの操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計

とする。 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）にあ

るＳＡ電源切替盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作

対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

（51-3，51-4） 
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表 3.8-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＳＡ電源切替盤 受電元の切替 
原子炉建物３階（原子

炉建物付属棟） 
スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第１スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，表 3.8-6に示すように発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能試験を，また，停止中に分解検査及び外

観検査が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電用

原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸

受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，低圧原子炉代替注水槽を水

源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動させ低圧原子炉代替注水槽へ送

水する試験を行うテストラインを設けることで，ペデスタル代替注水系

（常設）の機能，性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。

なお，ＦＬＳＲ注水隔離弁から原子炉格納容器までのラインについては，

上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中にＦＬＳＲ注水隔

離弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，及びＡ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁の機能・性能試験を実施することで弁開閉動作の確認

が可能な設計とする。 
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表 3.8-6 ペデスタル代替注水系（常設）の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプを分解し，部品の表面状態を，

試験及び目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

 

運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの吐出圧力，系統（ポ

ンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態の確認として，浸

透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計

とする。 

 

低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認が可

能な設計とする。 

 

なお，コリウムシールドは表 3.8-7に示すように発電用原子炉停止中に

外観検査が可能な設計とする。 

 

表 3.8-7 コリウムシールドの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 コリウムシールド外観の確認 

 

コリウムシールドの外観検査として，著しい損傷の有無の確認が可能な

設計とする。 

（51-5） 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，残留熱除去系と共用する格納容器ス

プレイライン以外については，重大事故等対処設備として使用されるため，

本来の用途以外は使用しない。 

本来の用途以外の用途としてペデスタル代替注水系（常設）に使用する

残留熱除去系の配管ラインについては，通常時の隔離された系統構成から

ペデスタル代替注水系（常設）に切り替えるために表 3.8-5で示す弁操作

を行う。 

ＳＡ電源切替盤の操作については図 3.8-2で示すタイムチャートのとお

り速やかに切り替えることが可能である。 

（51-4，51-10） 

 

手順の項目

ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ
及びＳＡコントロールセンタ受電

（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10分 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

 

図 3.8-2 ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及

びＳＡコントロールセンタ受電（ガスタービン発電機によるＳＡ

ロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合） タイム

チャート* 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.14で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ注水隔離弁を閉止

することで隔離する系統構成としており，残留熱除去系に対して悪影響を

及ぼさない設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）を用いる場

合は，弁操作等によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

隔離弁については表 3.8-8に示す。 

なお，コリウムシールドは，漏えい検出用のスリットを設ける設計とす

ることで，原子炉格納容器下部に設置されているドライウェル床ドレンサ

ンプの漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51-3，51-4，51-10） 

 

表 3.8-8 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 ＦＬＳＲ注水隔離弁 電動駆動 
通常時閉 

電源喪失時アズイズ 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.8-9に示す。このうち，中央制御室で操作する低圧原

子炉代替注水ポンプ，ＦＬＳＲ注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。原子炉建物２階で操作するＡ

－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプ
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レイ弁は中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟にＳＡ電源切替

盤が設置されており，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。 

（51-3） 

表 3.8-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 

中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 

中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物１階 中央制御室 

 

3.8.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(１) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定さ

れる重大事故等時において，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冷却する

ために必要な注水流量を有する設計とする。 

注水流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱，原子炉圧力容器外の溶融燃料－

冷却材相互作用，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）において，有効性が確認されて

いるペデスタル内への注水流量が約 0.4 時間で約 80m3 であることから，

200m3/hで注水可能な設計とする。 

ペデスタル内に注水する場合の低圧原子炉代替注水ポンプは，ペデスタ

ル内に注水する場合の水源（低圧原子炉代替注水槽）と移送先（原子炉格

納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，低圧

原子炉代替注水ポンプ１台運転で注水流量 120m3/h達成可能な揚程で設計

する。 
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コリウムシールドは，ペデスタル内に落下した溶融炉心が，ドライウェ

ル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ流入することを

抑制するために必要な厚さを有する設計とする。 

（51-6，51-10） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプ及びコリウ

ムシールドは，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は常設重大事故緩和設備であり，可搬型

重大事故緩和設備のペデスタル代替注水系（可搬型）に対し，多重性又は

多様性及び独立性，位置的分散を図る設計としている。これらの詳細につ

いては，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりである。 

（51-2，51-3，51-4） 
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3.8.2.2 ペデスタル代替注水系（可搬型） 

3.8.2.2.1 設備概要 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下

した炉心を冷却することを目的として使用する。 

本系統は，大量送水車，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，代替所内電気設備），水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）），燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，タン

クローリ，流路である復水輸送系及び補給水系の配管及び弁，ホース，並びに注

水先である原子炉格納容器から構成される。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が原子炉圧力容器

からペデスタル内へと落下する場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドラ

イウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容

器バウンダリに接触することを防止するために，ペデスタル内にコリウムシール

ドを設置する。コリウムシールドの設置許可基準規則第 43条への適合状況につい

ては 3.8.2.1.4の項で示す。 

本系統全体の概要図を図 3.8-3 に，本系統に属する重大事故等対処設備を表

3.8-10に示す。 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））の水を復水輸送系及び補給水系配管を経由してペデスタル内へ注水す

ることで落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，大量送水車に付属の操作スイッチにより，大量送

水車を起動し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は，燃料

補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給で

きる設計とする。 

なお，大量送水車を使用する際に接続する外部接続口は，共通の要因によって

接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建物の

複数の異なる面に設置する。
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表 3.8-10 ペデスタル代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【常設】 

コリウムシールド【常設】※１

附属設備 ― 

水源※２ 輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 復水輸送系配管・弁【常設】 

補給水系配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電 源 設 備 ※ ３

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

緊急用メタクラ【常設】

ＳＡロードセンタ【常設】

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】

ＳＡ電源切替盤【常設】

重大事故操作盤【常設】

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備 代替注水流量（可搬型）【可搬型】 

ペデスタル水位【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

※１：コリウムシールドについては 3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設）で

示す。 

※２：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：単線結線図を補足説明資料 51-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.8.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台 

吐出圧力   ：0.85MPa 

最高使用圧力 ：1.6MPa 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，３保管エリア及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で，コリウム

シールドについては「3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設）」で示す。 

 

3.8.2.2.3 ペデスタル代替注水系（可搬型）の多重性又は多様性及び独立性，位

置的分散 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設備であり，常設重大

事故緩和設備のペデスタル代替注水系（常設）に対し，多重性又は多様性及び独

立性，位置的分散を図る設計としている。 

これらの詳細については，3.8.2.1.3の項に記載のとおりである。 
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3.8.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外の第２，３保管

エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西）付

近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時におけ

る，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，以下の表 3.8-11 に示す設計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷重

については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒

する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（51-3，51-4，51-7，51-8） 
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表 3.8-11 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対

策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。なお，ペデスタル内への注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しない

ことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）を運転する場合は，ＭＵＷ ＰＣＶ代

替冷却外側隔離弁の開操作を実施し，大量送水車の配備及びホース接続を

行い，送水準備が完了した後，大量送水車を起動し，Ａ－ペデスタル代替

注水元弁（Ｂ系使用の場合は，Ｂ－ペデスタル代替注水元弁）の開操作を

実施することでペデスタル内への注水を行う。ペデスタル代替注水系（可

搬型）の操作に必要なポンプ及び操作に必要な弁，ホースを表 3.8-12 に

示す。 

 

このうちＡ－ペデスタル代替注水元弁及びＢ－ペデスタル代替注水元

弁については，接続口が設置されている屋外の場所から手動操作で弁を開

閉することが可能な設計とする。ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁は，

原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）に設置しているＳＡ電源切替盤より，

配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，中央制御室

の重大事故操作盤から遠隔操作可能な設計とする。 
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また，大量送水車については，付属の操作スイッチからのスイッチ操作

で起動する設計とする。 

大量送水車は付属の操作スイッチ及び操作に必要な弁を操作するにあ

たり，運転員等のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能と

し，運転員等の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，輪谷貯水槽（西）付近まで屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定

等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

（51-3，51-7） 

 

表 3.8-12 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷

却外側隔離弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ペデスタル代替注

水元弁 
弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

Ｂ－ペデスタル代替注

水元弁 
弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，表 3.8-13 に示すよ

うに発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，分解検

査，外観検査が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽を水源とし，大

量送水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽へ送水する試験を

行うテストラインを設けることで，他系統と独立した試験系統でペデスタ

ル代替注水系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系

統設計とする。なお，接続口から補給水系までのラインについては，上記

の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中にＭＵＷ ＰＣＶ代替

冷却外側隔離弁及び各接続口の弁動作試験を実施することで弁開閉動作

の確認が可能な設計とする。 

 

表 3.8-13 ペデスタル代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確

認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及び

目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量の確認を行うこと

が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（51-5） 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，本来の用途以外

の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である補給水系から重大事故等時に対処す

るためにペデスタル代替注水系（可搬型）に系統構成を切り替える場合，

切替え操作としては，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁，各接続口の弁

開閉操作，ホース敷設作業及び接続作業，大量送水車の移動，設置，起動

操作を行う。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車の移動，設置，起動操作，

及び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.8-5 で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（51-4） 

 

 

図 3.8-5 ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡

水／海水）（大量送水車による送水）タイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.8で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，通常時は接続先の系

統と分離して保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）を用いる場合は，弁操作によっ

て，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

（51-4，51-5） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の設置

場所，操作場所を表 3.8-13 に示す。このうち，屋外で操作する大量送水

車，Ａ－ペデスタル代替注水元弁及びＢ－ペデスタル代替注水元弁，ホー

スは，屋外で操作及び作業が可能であり，操作位置及び作業位置の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。中央制御室で操作す

るＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁は，中央制御室に重大事故操作盤，

原子炉建物３階（原子炉建物付属棟）にＳＡ電源切替盤が設置されており，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（51-7） 

 

表 3.8-13 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟） 

ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側

隔離弁 

原子炉建物１階 中央制御室 

Ａ－ペデスタル代替注水元弁 屋外接続口位置 屋外接続口位置 

Ｂ－ペデスタル代替注水元弁 屋外接続口位置 屋外接続口位置 

ホース 屋外 屋外 

 

 

 

 

添3.8-32

445



3.8.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，想定される重大

事故等時において，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冷却するために必

要な注水流量を有する設計とする。 

注水流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱，原子炉圧力容器外の溶融燃料－

冷却材相互作用，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）において，有効性が確認されて

いるペデスタル内への注水流量が約 0.6 時間で 70m3/h であることから，

120m3/hで注水可能な設計とする。 

ペデスタル内に注水する場合の大量送水車の揚程は，原子炉格納容器に

注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と注

水先（原子炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び

弁類圧損を考慮した設計とする。 

大量送水車は，重大事故等時において，ペデスタル内への注水に必要な

流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は２

セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を分散して保管する。 

（51-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車の接続箇所は，低圧原子

炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及び燃料プ

ールスプレイ系に使用することができるよう，大量送水車から来るホース

と接続口について，簡便な接続方式である結合金具にすることに加え，接

続口の口径を 150Aに統一しておくことで確実に接続ができる設計とする。 

（51-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車の接続箇所である接

続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火

災の影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ

互いに異なる複数の場所に設ける設計とする。 

接続口から補給水系配管まで鋼製配管でつながる接続口を原子炉建物

南側に１箇所，原子炉建物西側に１箇所設置し，合計２箇所設置すること

で共通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。 

（51-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，炉心損傷後の格

納容器ベントを実施していない状況で屋外で使用する設備であり，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影

響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離を

とること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これら設

備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場での接続作業に

当たっては，簡便な接続方式による結合金具により，確実に速やかに接続

が可能な設計とする。 

（51-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，地震，津波その

他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条

件を考慮し，ペデスタル代替注水系（常設）である低圧原子炉代替注水ポ

ンプと位置的分散を図り，発電所敷地内で津波の影響を受けない場所の第

２，３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

（51-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，通常時は津波の

影響を受けない第２，３保管エリア及び第４保管エリアに保管しており，

想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から設置場所

までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのない

よう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大

事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（51-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43 条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設備であり，常

設重大事故緩和設備のペデスタル代替注水系（常設）に対し多重性又は多

様性及び独立性，位置的分散を図る設計としている。これらの詳細につい

ては，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりである。 

（51-2，51-4，51-7，51-8） 
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3.8.3 その他設備 

3.8.3.1 復水輸送系によるペデスタル内注水設備 

3.8.3.1.1 設備概要 

復水輸送系によるペデスタル内への注水設備は，炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するためにペデスタル内への注水を実

施するものである。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するもので

ある。 

本系統は，復水輸送ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源とした補給水系配管・

弁類及び復水輸送系配管を経由してペデスタル内への注水が可能な設備構成とし

ている。復水輸送系の電動弁については，中央制御室から遠隔で操作が可能であ

る。復水輸送系の電動弁については，全交流動力電源が喪失した場合であっても，

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高

圧発電機車）からの給電により中央制御室から遠隔で操作が可能である。 

（51-12） 
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3.8.3.2 消火系によるペデスタル内注水設備 

3.8.3.2.1 設備概要 

消火系によるペデスタル内への注水設備は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するためにペデスタル内への注水を実施す

るものである。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

本系統は，消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，ろ過水タンク又は補助消火

水槽を水源として消火系，復水輸送系，補給水系配管及び弁類を経由して，ペデ

スタル内への注水が可能な設備構成としている。消火系の電動弁については，全

交流動力電源が喪失した場合であっても，常設代替交流電源設備（ガスタービン

発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）からの給電により，中央

制御室から遠隔で操作が可能である。 

（51-12） 
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出経路での水素爆発

を防止すること，放射性物質の低減設備，水素及び放射性物質濃度測定装置

を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる

監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素によ

る爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には，

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，窒素ガス制

御系，格納容器フィルタベント系，窒素ガス代替注入系及び水素濃度監視設備を

設ける。なお，窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，炉心の著しい損傷が

発生した場合に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けな

い。 

 

(1) 原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基準規則解釈の第１項 a）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内におけるジル

コニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する水素ガスにより，原子

炉格納容器内で水素爆発が発生することを防止するため，原子炉運転中におい

て原子炉格納容器内は，窒素ガス制御系により常時不活性化されている。 

 

(2) 窒素ガス代替注入系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するため，原子炉格納容器内を不活性化するため，窒素ガス代替

注入系を使用する。 

 

(3) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 c)e)） 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞

留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するために使用する。 

 

ⅰ) 格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる水素ガス及び酸素ガス

による水素爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状

態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経

路に水素ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスライ

ンを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して排出できる設計とする。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後

に原子炉建物近傍に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放

射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射

線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気

に排出できる設計とする。 

また，第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口放射線モニ
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タ（高レンジ）を設置することにより，放出口から排出される放射線量率を

測定し，放射性物質濃度を推定することが可能な設計とする。さらに，第１

ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口水素濃度を設置するこ

とにより，排出経路における水素濃度を測定し，監視することが可能な設計

とする。 

 

ⅱ) 格納容器フィルタベント系のうち，第１ベントフィルタ出口水素濃度は，

常設代替交流電源設備又は可搬型交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

(4) 水素濃度監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 d)e)）  

ⅰ) 炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で水素濃度を監視するため，原子炉棟内に格納容器水素濃度及び格納容器

水素濃度（ＳＡ）を設置する。また，原子炉格納容器内で発生する水素ガス

及び酸素ガスによって原子炉格納容器内が水素爆発することを防止するため，

原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要がある。このため，格納容器酸

素濃度及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）にて，原子炉格納容器内の酸素濃度の

監視が可能な設計とする。 

 

ⅱ) 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により中央制御室におい

て原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視が可能な設計とする。 

また，格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は全交流動力電源喪失が発

生した場合でも，常設代替交流電源設備からの給電及びサンプリングガスを

原子炉補機代替冷却系により冷却して，中央制御室において原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な設計とする。 

 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(5) 可燃性ガス濃度制御系 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で発生する水

素ガス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度及び酸素濃度の抑制を

行い，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備として設置す

るものであることから，炉心の著しい損傷が発生した場合において可燃性ガス

濃度制御系を使用して原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する
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運用については自主的な運用とする。 

 

(6) 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度は，原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を測定し，指示値を中央制御室で監視できる設計とする。 

なお，Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度については設計基準

事故対処設備として設置するものであることから，重大事故等が発生した場合

において格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を使用して原子炉格納容器

内の水素濃度を監視する運用については自主的な運用とする。 
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3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 窒素ガス代替注入系 

3.9.2.1.1 設備概要 

窒素ガス代替注入系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に窒素ガスを

注入することにより原子炉格納容器内の酸素濃度を抑制するために使用する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽

油タンク，タンクローリ，流路である窒素ガス代替注入系配管及び弁並びにホー

ス等，注入先である原子炉格納容器（真空破壊弁を含む）で構成する。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-1，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 3.9-1に示す。 
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表 3.9-1 窒素ガス代替注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

付属設備 － 

水源 － 

排出元 － 

流路 窒素ガス代替注入系 配管・弁【常設】 

注入先 原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）【常設】 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※２ ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

※１：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※２：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬式窒素供給装置 

種類     ：圧力変動吸着式（ＰＳＡ） 

容量     ：約 100Nm3/h/台 

窒素純度    ：約 99.9vol% 

最高使用温度  ：60℃ 

供給圧力    ：0.6MPa以上 

個数     ：１（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

 

 なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則

第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は屋外の第１保管エリア及び

第４保管エリアに保管し，重大事故等時に原子炉建物南側の屋外に設置す

る設備であることから，想定される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下

の表 3.9-2に示す設計とする。 

可搬式窒素供給装置の操作は，可搬式窒素供給装置に付属の操作スイッ

チにより，想定される重大事故等時において設置場所から操作可能な設計

とする。風（台風）による荷重については，転倒しないことの確認を行っ

ているが，詳細評価により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を

講じる。積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。また，降水

及び凍結により機能を損なわないよう防水対策が取られた可搬式窒素供給

装置を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（52-3，52-9，52-10） 

 

表 3.9-2 想定する環境条件及び荷重条件（可搬式窒素供給装置） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう

防水対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しないことを確認し，輪留め等により転倒防

止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷

しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

より機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置については，付属の操作スイ

ッチからのスイッチ操作で起動する設計とする。可搬式窒素供給装置は付

属の操作スイッチ及び操作に必要な弁を操作するにあたり，緊急時対策要

員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，そ

れぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，緊急時対

策要員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

操作が必要な弁については，屋外にあるため，操作位置及び作業位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 

 

表 3.9-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変

化 

操作場所 操作方法 

可搬式窒素供給

装置 

起動・停

止 

屋外設置位置 スイッチ操作 

ＡＮＩ 代替窒素

供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側） 

弁閉→弁

開 

屋外 手動操作 

ＡＮＩ 代替窒素

供給ライン元弁

（Ｓ／Ｃ側） 

弁閉→弁

開 

屋外 手動操作 

ホース ホース接

続 

屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，表 3.7-9 に示すように発電

用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，分解検査及び外

観検査が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取

替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

また，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に各接続口

の弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

運転性能の確認として，可搬式窒素供給装置の吐出圧力及び流量の確認

を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂

及び腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（52-5） 

表 3.9-4 可搬式窒素供給装置の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能点検 可搬式窒素供給装置の運転性能（吐出圧力，流

量）の確認，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 可搬式窒素供給装置を分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又は必要に応じて

取替え 

外観検査 可搬式窒素供給装置及びホースの外観の確認 

車両検査 可搬式窒素供給装置の車両としての運転状態の

確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，本来の用途以外の用途に

は使用しない。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の移動，設置，起動操作につ

いては，図 3.9-4 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えること

が可能である。 

（52-4） 

 

 

図 3.9-2 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性化 タイ

ムチャート＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.9で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（52-3，52-4，52-5） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 
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想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.7-13に示す。このうち，可搬式窒素供給装置，ホース

は屋外にあることから，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ないため操作が可能である。また，ＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側）及びＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）については，

屋外に設置されていることから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 

 

表 3.9-5 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬式窒素供給装置 屋外設置位置 屋外設置位置 

ＡＮＩ 代替窒素供給ライ

ン元弁（Ｄ／Ｗ側） 

屋外 屋外 

ＡＮＩ 代替窒素供給ライ

ン元弁（Ｓ／Ｃ側） 

屋外 屋外 

ホース 屋外 屋外 

 

3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，水の放射性分解によって発生する水素及び酸素濃度上

昇の抑制が可能な窒素供給量を有する設計とする。 

供給量としては，有効性評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負
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荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」に

おいて，設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系の性能評価で

使用しているＧ値を採用した場合に，有効性が確認されている原子炉格納

容器への供給量が 100Nm3／h であることから，窒素供給装置 1 台あたり

100Nm3／hを供給可能な設計とし，１台使用する設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，重大事故等時において窒素供給に必要な容量を

有するものを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

２台を分散して保管する。 

（52-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の接続箇所は，格納容器フィ

ルタベント系への窒素ガスの供給にも使用することができるよう，可搬式

窒素供給装置から来るホースと接続口について，簡便な接続方式である結

合金具にすることに加え，接続口の口径を 25A に統一することで，確実に

接続ができる設計とする。 

（52-3，52-9） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，原子炉建物の外から水又

は電力を供給するものではない。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作位置及び作業位置は屋

外であり，想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮し

ても作業への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源か

らの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することに

より，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場

での接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実

に速やかに接続が可能である。 

（52-9） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，地震，津波その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

発電所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

（52-3，52-10） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は高台の第１保管

エリア及び第４保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故

等が発生した場合においても，保管場所から接続場所までの運搬経路につ

いて，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管

場所及びアクセスルートについて』参照） 

（52-11） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，重大事故緩和設備として

配備するものであるが，安全機能等を有する設備が設置されている原子炉

建物と位置的分散を図り，発電所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エ

リアに分散して配置する設計とする。 

（52-3，52-4，52-9，52-10） 
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3.9.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.9.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留す

る水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するために使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制

御装置，流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタベ

ント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレッシ

ョン・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物

頂部付近に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環

境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発

生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-3，本系統に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.9-6に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ），第１ベントフィルタ出

口水素濃度の詳細は，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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表 3.9-6 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

圧力開放板【常設】 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）【常設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 

付属設備 遠隔手動弁操作機構【常設】 

可搬式窒素供給装置【可搬型】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装

置を含む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 
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設備区分 設備名 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として

以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※２ スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

スクラバ容器温度【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ） 【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功さ

せるために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.3 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損

傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスによる原

子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出

する必要があることから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目

的として原子炉棟内に検出器を設置し，原子炉格納容器内のガスをサンプリング

することで原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング

装置は，原子炉格納容器内のガスをサンプリングポンプにより吸い込み，除湿器

でガスを処理した後，水素濃度検出器及び酸素濃度検出器により原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電が可能であり，中央制御室において原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度の監視が可能である。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合

に原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスによる原子炉格納容器内の

水素爆発を防止するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要があるこ

とから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目的として原子炉棟

内に検出器を設置し，原子炉格納容器内のガスをサンプリングすることで原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置は，原子炉格納容

器内のガスをサンプリングポンプにより吸い込み，冷却器及び除湿器でガスを処

理した後，水素濃度検出器及び酸素濃度検出器により原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合は常設代替交流電源設備からの給電が可能

であり，また，サンプリングガスを冷却するための原子炉補機冷却系による冷却

機能が喪失した場合においても，原子炉補機代替冷却系による冷却により中央制

御室において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能である。 

水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備（格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器

酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度）に関する系統概要図

を図 3.9-4，5，水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処

設備一覧を表 3.9-7に示す。 
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表3.9-7 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器水素濃度【常設】 

格納容器酸素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 

 

－ 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

 

計装設備 － 

燃料補給設備 － 

※１：単線結線図を補足資料52-2に示す。 
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電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針に示す章）で示す。 

 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を表3.9-8 に示す。 

 

表3.9-8 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

格納容器水素

濃度（ＳＡ） 

熱伝導式水素

検出器 

0～100vol% １ 原子炉建物中２階 

 

格納容器酸素

濃度（ＳＡ） 

磁気力式酸素

検出器 

0～25vol% １ 原子炉建物中２階 

格納容器水素

濃度 

熱伝導式水素

検出器 

0～5％/ 

0～100％ 

１ 原子炉建物３階 

格納容器酸素

濃度 

熱磁気風式酸

素検出器 

0～5％/ 

0～25％ 

１ 原子炉建物３階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟

内に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における，原

子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，以下の表 3.9-9に示す設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置する設備

であることから，想定される重大事故等時における，原子炉棟内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

以下の表 3.9-9に示す設計とする。 
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表3.9-9 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射

線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.3 耐震設計の

基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

機能が損なわれない設計とする。 

（52-3） 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定され

る重大事故等時においてサンプリング方式による計測を実施し，中央制御

室にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操

作盤からスイッチ操作が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，通常時からサンプリング方

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプ

リング装置は，中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤からスイッチ

操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確

実に操作できる設計とする。 

以下の表 3.9-10に操作対象機器を示す。 
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（52-3） 

 

表 3.9-10 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ）（サンプリ

ング装置） 

停止・起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 スイッチ操作 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装

置） 

停止・起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，以下の表 3.9-11に示すように発電用原子炉の

停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能

な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格

納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置は，発電用原子

炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

表3.9-11 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験及び検査 

機器名称 発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ）（サンプリ

ング装置） 

停止中 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 
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機器名称 発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装

置） 停止中 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

（52-4） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的

な分離を行うことで，他の設備に電気的な悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操
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作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ），格納容器内酸素濃度（ＳＡ），格納容器水  

素濃度及び格納容器酸素濃度の設置場所，操作場所を表 3.9-12に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，重大事   

故等時においてサンプリング方式による計測を実施し，中央制御室にて監視

を行っている。サンプリング装置は，中央制御室にて操作を実施するため，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，通常時からサンプリング方 

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプリ

ング装置は，中央制御室にて操作を実施するため，操作場所の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

表 3.9-12 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

原子炉建物中２階 中央制御室 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装置） 

原子炉建物３階 中央制御室 

（52-3） 

 

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度は，想定される重大事

故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定

できる設計とする。 
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格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事

故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度

（酸素濃度：5vol%）を測定できる設計とする。 

（52-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器内水素

濃度及び格納容器内酸素濃度は，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納

容器水素濃度及び格納容器酸素濃度と多様性を有する設計とし，検出器も

位置的分散を図る設計とすることで，地震，火災，溢水等の共通要因故障

によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）の電源

は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，設計基準事故対処設備を使

用するものであり，電源については非常用交流電源設備に対して多様性を

有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプ
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リングガスの冷却については，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する

原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給が可能な設計とする。 

（52-2，52-3） 

 

3.9.3 その他設備 

3.9.3.1 可燃性ガス濃度制御系 

3.9.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で発生する水素ガ

ス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度及び酸素濃度の抑制を行い，水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備として設置する

ものであることから，炉心の著しい損傷が発生した場合に可燃性ガス濃度制御系

を使用して原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する運用については

自主的な運用とする。 

 

3.9.3.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.9.3.2.1 設備概要 

Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度は，原子炉格納容器内の水素

濃度及び酸素濃度を測定し，指示値を中央制御室で監視できる設計とする。 

なお，Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度については設計基準事

故対処設備として設置するものであることから，重大事故等が発生した場合にお

いてＡ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度を使用して原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度を監視する運用については自主的な運用とする。 

（52-12） 
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施

設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を

付けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監

視設備を設置すること。

c) これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素爆発による損傷

を防止するために，水素濃度制御設備及び水素濃度監視設備として以下の設備を

設ける。 

(1) 静的触媒式水素処理装置(設置許可基準規則解釈の第１項a)，c))

水素濃度制御設備として，原子炉建物４階（燃料取替階）に静的触媒式水素

処理装置を設置し，炉心の著しい損傷が発生して原子炉格納容器から原子炉棟

内に水素ガスが漏えいした場合において，原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，

水素濃度を可燃限界未満に制御することで，原子炉建物の水素爆発を防止する

設計とする。また，静的触媒式水素処理装置は運転員による起動操作を行うこ

となく，水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合できる装置を適用し，

起動操作に電源が不要な設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置の動作確認を行うために静的触媒式水素処理

装置動作監視装置として，静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側に温度

計を設置し，中央制御室で監視可能な設計とする。静的触媒式水素処理装置入

口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，代替電源設備からの給電によ

り中央制御室において静的触媒式水素処理装置の動作確認が可能な設計とす

る。 

(2) 水素濃度監視設備(設置許可基準規則解釈の第１項b)，c))

原子炉建物水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で水素濃度を監視することを目的として原子炉棟内に

検出器を設置し，水素濃度を測定する。また，原子炉建物水素濃度は代替電源

設備からの給電により中央制御室において原子炉棟内水素濃度の監視が可能

な設計とする。 

また，重大事故等時において原子炉建物等の水素爆発による損傷を防止するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 

(3) 原子炉ウェル代替注水系の設置

ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩和し，原子炉格納容器から

原子炉棟への水素漏えいを抑制するために，原子炉ウェルに注水することでド

ライウェル主フランジを冷却する原子炉ウェル代替注水系を設置する。

原子炉ウェル代替注水系は，重大事故等時に原子炉建物外から代替淡水源

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水，若しくは海水を，大量
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送水車により原子炉ウェルに注水することでドライウェル主フランジを冷却

できる設計とする。 

(4) 原子炉建物ブローアウトパネルの設置

原子炉建物ブローアウトパネルを設置し，仮に原子炉棟内の水素濃度が上昇

した場合においても，原子炉建物４階（燃料取替階）天井付近の水素ガスを外

部へ排出することで，水素ガスの原子炉棟内滞留を防止する設計とする。 
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3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素処理装置 

3.10.2.1.1 設備概要 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，原子炉建物等の水素爆発を防止する機能を有す

る。この設備は，触媒カートリッジ，ハウジング等の静的機器で構成し，運転員

による起動操作を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉棟に漏えいした水素

ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させることができる。 

静的触媒式水素処理装置の動作監視装置として，静的触媒式水素処理装置の入

口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室から監視可能な設計とする。また，

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は代替電

源設備から給電が可能な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置に関する概要図を図3.10-1に，静的触媒式水素処理装

置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度に関する系統概要図を図3.10-2

に，重大事故等対処設備一覧を表3.10-1に示す。 

図 3.10-1 静的触媒式水素処理装置概要図 

触媒カートリッジ 静的触媒式水素処理装置 
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図 3.10-2 静的触媒式水処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出

口温度の系統概要図 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準 

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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表3.10-1 静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び 

静的触媒式水素処理装置出口温度に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 静的触媒式水素処理装置【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉棟 

注水先 － 

電源設備※１ 常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下の設備を使

用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 静的触媒式水素処理装置

種類 ：触媒反応式 

水素処理容量 ：約0.50kg/h/個 

（水素濃度4.0vol％，100℃，大気圧において） 

最高使用温度 ：300℃ 

個数 ：18 

本体材料 ：ステンレス鋼 

取付箇所 ：原子炉建物４階 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度

主要設備の仕様を表3.10-2に示す。

表 3.10-2 主要設備の仕様 

名称 検出器の種

類

計測範囲 個数 取付箇所 

静的触媒式水素処理装置

入口温度 
熱電対 0～100℃ ２※ 原子炉建物４階 

静的触媒式水素処理装置

出口温度 
熱電対 0～400℃ ２※ 原子炉建物４階 

※：２個の静的触媒式水素処理装置に対して，出入口に１個設置 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，原子炉棟内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉棟内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，以下

の表3.10-3に示す設計とする。なお，静的触媒式水素処理装置は，触媒が

湿度及び蒸気による性能低下を防止するために，触媒粒に疎水コーティン

グを施す設計とする。 

（53-3） 

表 3.10-3 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入すると触媒反応

によって受動的に水素処理する設備とし，操作不要な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，想定される重大事故等時において中央制御室にて監視可能な設計で

あり現場又は中央制御室による操作は発生しない。 

（53-3，53-4） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，表3.10-4に示すように，発電用原子炉の停

止中に機能・性能試験及び外観検査が可能とするため，触媒カートリッジ

が取り出しできる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置には，専用の検査装置を用意し，静的触媒式水

素処理装置内の触媒カートリッジを抜き取り，検査装置にセット後，水素

ガスを含む試験ガスを通気することで水素処理性能の確認が可能な設計

とする。 

また，発電用原子炉の停止中に，触媒カートリッジに異物の付着がない

こと，ハウジングが設計のとおりの形状を保持していることを外観検査に

て確認可能な設計とする。 

（53-5，別添資料-3） 
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表3.10-4 静的触媒式水素処理装置の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 外観検査 触媒カートリッジの外観確認 

ハウジングの外観確認

機能・性能試験 触媒カートリッジの水素処理性能確認 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，表3.10-5に示すように，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機

能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-5） 

表 3.10-5 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

計器校正 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，重大事故等時における原子炉棟内の水素濃

度上昇抑制機能としてのみ使用することとし，本来の用途以外の用途に使

用しない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，重大事故等時における静的触媒式水素処理

装置の動作確認に使用するものであり，本来の用途以外の用途には使用し

ない設計とする。そのため，静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処

理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度について，重大事故

等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

（53-4） 

添3.10-10

492



(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置は，他の設備と独立して原子炉建物４階（燃料

取替階）壁面近傍等に機器単独で設置することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置は，水素ガスが存在

しないと再結合反応を起こすことはなく，プラント運転中に他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建物４

階（燃料取替階）に水素ガスが漏えいした場合は，静的触媒式水素処理装

置が再結合反応により温度上昇するが，重大事故等時に使用する設備の機

能に影響を与えるような温度範囲の位置に配置しないことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な分離を行うことで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装

置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理

装置内への水素ガス流入流路を妨げない配置及び寸法とすることで，静的

触媒式水素処理装置の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4，別添資料-3） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，触媒反応によって受動的に水素を処理する

設備とし，現場における作業は発生しない。 
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静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，重大事故等時において中央制御室にて監視できる設計であり現場に

おける作業は発生しない。 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容

器から原子炉棟内に水素ガスが漏えいした場合において，原子炉建物の水

素爆発を防止するために，原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度を可燃限界

未満に制御するために必要な水素処理容量を有する設計とする。また，静

的触媒式水素処理装置は，原子炉棟内の水素ガスの効率的な除去を考慮し

て，原子炉建物４階（燃料取替階）内に分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉

格納容器内に存在するガス状よう素による性能低下を考慮し，必要な水素

処理容量に裕度をもたせた容量を有する個数を配備する。個数の設定に当

たって用いる水素ガス発生量は，有効燃料部の被覆管全て（AFC100％）に

相当する水素ガス発生量とし，1,000kgとする。これらの水素ガスが原子

炉格納容器から原子炉棟に漏えいする原子炉格納容器漏えい率は，原子炉

格納容器圧力853kPa[gage]（設計圧力の２倍）における原子炉格納容器漏

えい率である約1.3％/日に余裕を考慮し10％/日とする。これらを踏まえ

て，静的触媒式水素処理装置の個数は，反応阻害物質ファクタ0.5を考慮

し，上記で示す水素ガス漏えい量において原子炉建物４階（燃料取替階）

を可燃限界未満に処理することができる個数「17個以上」とし，この個数

に余裕を見込み18個とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，静的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度範囲を測定できる

設計とし，位置的分散を考慮して，原子炉建物４階（燃料取替階）壁面近

傍等に分散配置した静的触媒式水素処理装置のうち２個にそれぞれ設置

する設計とする。 

（53-6） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置は重大事故緩和設備であり，同一目的の設計基

準事故対処設備はない。 

静的触媒式水素再処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口

温度は，同一目的の水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための監

視設備である原子炉建物水素濃度と異なる計測方式とすることで多様性

を有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出

器の設置場所について位置的分散を図る設計とする。また，静的触媒式水

素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の電源につい

ては非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有

する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53-4） 
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3.10.2.2 原子炉建物水素濃度 

3.10.2.2.1 主要設備 

原子炉建物水素濃度は重大事故等が発生し，ジルコニウム－水反応等で短期的

に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素

ガスが原子炉格納容器から原子炉棟へ漏えいした場合に，原子炉棟において，水

素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行い，中央制御室において連続監視

できる設計とする。また，原子炉建物水素濃度は代替電源設備から給電が可能な

設計とする。 

原子炉建物水素濃度に関する系統概要図を図3.10-3に，重大事故等対処設備一

覧を表3.10-6に示す。 

図 3.10-3 原子炉建物水素濃度の系統概要図 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準 

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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表3.10-6 原子炉建物水素濃度に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建物水素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備
※１ 常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2 に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表3.10-7に示す。 

表 3.10-7 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉建物

水素濃度 

触媒式水素検出器 0～10vol％ １ 原子炉建物４階 

熱伝導式水素検出器 0～20vol％ ５ 

原子炉建物４階：１個 

原子炉建物２階：２個 

原子炉建物１階：２個 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉棟内の環

境条件及び荷重条件を，その機能を有効に発揮することができるよう，以

下の表3.10-8に示す設計とする。 

（53-3） 

表3.10-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，想定される重大事故等時において中央制御室に

て監視可能な設計であり現場又は中央制御室による操作は発生しない。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，表3.10-9に示すように，発電用原子炉の停止中

に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計

とする。 

（53-3，53-4） 

表3.10-9 原子炉建物水素濃度の試験及び検査性 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において他の系統と切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

（53-4） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な

分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場における操作は発生しない。 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水素

ガスが原子炉棟に漏えいした場合に，静的触媒式水素処理装置による水素
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濃度低減（可燃限界である４vol％未満）をトレンドとして連続的に監視

できることが主な役割であることから，触媒式では０～10vol％，熱伝導

式では０～20vol％を測定できる設計とする。なお，原子炉建物水素濃度

は，水素ガスが最終的に滞留する原子炉建物４階（燃料取替階）の壁面及

び天井付近，並びに原子炉建物２階の非常用ガス処理系吸込配管近傍に分

散させた適切な位置に配置し，原子炉格納容器内で発生した水素ガスが漏

えいするポテンシャルのある原子炉建物４階（燃料取替階）以外のエリア

にも設置し，水素ガスの早期検知及び滞留状況を把握する事が可能な設計

とする。 

（53-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置されており，環境条件，自然

現象，外部人為事象，溢水，火災に対して，可能な限り頑健性をもたせた

設計とする。 
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原子炉建物水素濃度は，同一目的の水素爆発による原子炉建物の損傷を

防止するための監視設備である静的触媒式水素処理装置入口温度及び静

的触媒式水素処理装置出口温度と異なる計測方式とすることで多様性を

有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器

の設置場所について位置的分散を図る設計とする。また，原子炉建物水素

濃度の電源については非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に

対して多様性を有する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53-4） 
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3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 原子炉ウェル代替注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル主フランジを冷却す

ることで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを抑制し，原子炉建物の水素爆発

を防止するため，原子炉ウェル代替注水系を設ける。なお，本設備は事業者の自

主的な取り組みで設置するものである。 

原子炉ウェル代替注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，ドライウェル主フラ

ンジシール材を原子炉格納容器外部から冷却することを目的とした系統である。

原子炉ウェル代替注水系は，大量送水車，接続口等で構成しており，重大事故等

時において，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水又は

海水を原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することで，ドライ

ウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制する設計とする。

したがって，事故時に速やかにドライウェル主フランジシール材を冠水させる

ように原子炉ウェルに水を張ることが必要であり，その際の必要注水量は冠水分

と余裕分も見込み約30m3以上とする。これを注水開始から約２時間で達成できるこ

とを設計方針としており，原子炉ウェル代替注水系の系統流量は15m3/h以上とする。

これを達成するために，原子炉ウェル代替注水系のポンプは大量送水車を採用す

る。また，大量送水車を接続する接続口は，位置的に分散して複数箇所に設置す

る。 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

原子炉ウェル代替注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注水される。

この際，悪影響として懸念されるのは，以下のとおりである。 

・原子炉格納容器温度が200℃のような過温状態で常温の水を原子炉ウェルに注水

することから，ドライウェル主フランジを急冷することによる鋼材部の熱収縮

による応力発生に伴う原子炉格納容器閉じ込め機能への影響

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，ドライウェル主フランジから

の水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式水素処理装置が設置されている

原子炉建物４階（燃料取替階）に，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えい

しない傾向になることによる，原子炉建物水素爆発防止機能への影響

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉ウェルに溜まった水が

蒸発することから，原子炉棟に水蒸気が発生することによる，原子炉建物水素

爆発防止機能への影響

・原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却するため，原子炉格納容

器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損への影響

・原子炉ウェル代替注水系の使用による発電所内の運用リソースへの影響
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このうち，ドライウェル主フランジ急冷による原子炉格納容器閉じ込め機能へ

の影響については，ドライウェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生応力を評価

した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っていることか

らボルトが破損することはない。 

また，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを防ぐことによる，原子

炉建物水素爆発防止機能への影響については，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建

物下層階（地上２階，１階，地下１階，地下２階）のみとして原子炉棟内の水素

ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確認できているため，原子

炉建物水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建物水素爆発防止機能

への影響については，原子炉建物４階（燃料取替階）に水蒸気が追加で流入した

場合の原子炉棟内の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確

認できているため，原子炉建物水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウェルに注水しド

ライウェル主フランジを冷却することによる原子炉格納容器除熱効果は小さいた

め，原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した手順を準備して

おり，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。また，淡水，電源又は燃

料を必要とするが，淡水の使用量は水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が保有する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，電源又は

燃料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源又は燃料

を確保できる場合にのみ使用する。 

（別添資料-3） 

添3.10-23

505



 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子

炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対し

て重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第 56条への適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源の確保 （設置許可基準規則解釈の第１

項ａ），ｂ)，ｃ）） 

設計基準事故対処設備以外の水源の設備として，低圧原子炉代替注水槽，

サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置することで，重大

事故等の収束に必要となる水を供給できる設計とする。また，これら重大事

故等の収束に必要となる水源とは別に，複数の代替淡水源として輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設置する。 

 

更に，非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽）から大量送水車及び大

型送水ポンプ車を用いて海水を取水することで，海を水源として利用できる

設計とする。 

 

(2) 水の移送設備の整備 （設置許可基準規則解釈の第１項a），c），d）,e）） 

重大事故等の収束に必要となる水源である低圧原子炉代替注水槽，サプレ

ッション・チェンバ及び複数の代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２））並びに海について，大量送水車，大型送水ポンプ車及びホース

等を用いることにより移送手段及び移送ルートを確保し，いずれの水源から

でも水を供給することができる設計とする。低圧原子炉代替注水槽への水の

供給については，低圧原子炉代替注水槽の接続口から供給できる設計とする。 

 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(3) 淡水タンク（純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク，非常用

ろ過水タンク）並びに輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を利用し

た水の供給設備の整備 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした各種注水時におい

て，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タ
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ンクが健全な場合には，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク

及び非常用ろ過水タンクから大量送水車及びホース等を使用して低圧原子炉

代替注水槽及び復水貯蔵タンクへ水を供給できる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水時にお

いて，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）が健全な場合には，輪谷

貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）へ大量送水車及びホース等を使用して水を供給できる設計とす

る。 

 

(4) 複数の海水取水手段の整備 

水源として海を利用する場合，取水場所を非常用取水設備（取水口，取水

管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２号炉放水槽，１号炉取水槽及び３

号炉取水管点検立杭から，また，取水設備を大型送水ポンプ車だけでなく大

量送水車を用いることで，多様性を持った設計とする。 
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3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保する。 

重大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽，サプレ

ッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置する。また，これら重大事

故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を設置する。 

低圧原子炉代替注水槽は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉

代替注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注

水系（常設）の水源として使用する。 

サプレッション・チェンバは，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

に使用する設計基準事故等対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧

原子炉代替注水系及び残留熱代替除去系並びに重大事故等対処設備（設計基準

拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）の水源として使用する。 

ほう酸水貯蔵タンクは，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基準事故対

処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源として使用

する。 

 代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，低圧原子

炉代替注水槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系

（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料プ

ールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である燃料プールスプレイ系の水源として使用する。 

 

更に，上記以外の水源として海がある。 

海は，淡水が枯渇した場合に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための

水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する

設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替注

水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水

系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計
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基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プールスプレイ系

の水源として利用する。また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車の水源として利用する。 

 

 上記に示す各系統の詳細は，3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章），3.2 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置

許可基準規則第 45 条に対する設計方針を示す章），3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47 条

に対する設計方針を示す章），3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

（設置許可基準規則第 48 条に対する設計方針を示す章），3.6原子炉格納容器

内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条に対する設計方針を示す

章），3.7原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50 条に対する設計方針を示す章），3.8原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す章），3.11

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54 条に対する設

計方針を示す章）及び 3.12発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備（設置許可基準規則第 55 条に対する設計方針を示す章）に記載する。 

 

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備等を

表 3.13-1に示す。また，重大事故等の収束に必要となる水源に係る系統概要図

を図 3.13-1～19に示す。 
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図 3.13-18 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

図 3.13-19 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 
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表3.13-1 重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要水源 

低圧原子炉代替注水槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

海 

附属設備 － 

水源 － 

 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備※1 
低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

サプレッション・プール水位（SA）【常設】 

※１：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功

させるために把握することが必要な原子炉の状態 

   計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧原子炉代替注水槽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

個数   ： １ 

容量   ： 約 1,300 m3 

種類   ： 貯蔵槽 

取付箇所 ： 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

個数   ： １ 

容量   ： 2,800 m3 

取付箇所 ： 原子炉建物地下２階 

 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す

章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.13.2.1.3 代替淡水源の仕様 

代替淡水源の仕様を以下に示す。 

(1)  輪谷貯水槽（西１） 
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  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

個数   ： １ 

容量   ： 約 5,000m3 

取付箇所 ： 屋外 

 

(2)  輪谷貯水槽（西２） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

個数   ： １ 

容量   ： 約 5,000m3 

取付箇所 ： 屋外 
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3.13.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他

の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮

するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置して

いる設備であることから，想定される重大事故等時における，低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.13-2に示す設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉棟内の設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.13-2 に示す設計

とする。 

（56-2，56-3） 
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表 3.13-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子炉棟内で想定

される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水

は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子炉棟内に設置

するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納 

容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の操作性に 

ついては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却 

するための設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計方針を示す章）」， 

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条 

に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を 

冷却するための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す 

章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留 

熱代替除去系の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高 

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条に対 

する設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す 

るための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」に 

記載する。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試 

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，表3.13-3に示すように発電用原子炉の停止中

に，上部に設置しているハッチを開放し水中カメラにより内部の確認が可能

な設計とする。また，漏えいの有無の確認が可能な設計とする。発電用原子

炉運転中でも中央制御室にて水位に異常のないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，表3.13-4に示すように発電用原子炉の停

止中に，内部の確認が可能な設計とする。また，気密性能の確認として，原

子炉格納容器漏えい率試験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転中には

中央制御室にて24時間に1回の頻度で水位の確認により漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

（56-4） 

 

表3.13-3 低圧原子炉代替注水槽の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 水中カメラにより内部を確認 

漏えいの有無の確認 

運転中 異常監視 水位の監視により異常の有無を確認 

 

表3.13-4 サプレッション・チェンバの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 目視により内部を確認 

機能・性能試験 原子炉格納容器漏えい率検査により気密性

能を確認 

運転中 異常監視 水位の監視により漏えいのないことを確認 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備え

るものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の切り替

えの容易性については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針

を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基

準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」，「3.8 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する設計

方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の切り替えの容易性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第45 

条に対する設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

（56-3） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

(i)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の系統構

成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所については，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基

準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」

及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可

基準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所について

は，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す章）」及び「3.7 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第50 

条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 
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3.13.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽の水量が最も少なくなる事故シーケンスは，重大

事故等対策の有効性評価で想定する各事故シーケンスのうち，雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用

しない場合）である。これは，大破断ＬＯＣＡを起因事象とし，かつ，全交

流動力電源喪失事象を加えた状態として，残留熱代替除去系を使用しない想

定における過圧及び過温への対策の有効性を評価する事故シーケンスであ

る。当該事故シーケンスにおいて，淡水の使用量は７日間で約5,316m3であ

り，低圧原子炉代替注水槽の貯水量約740m3が枯渇するのは事象発生から約

21時間後程度であり，事象発生２時間30分後に代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））又は海水を供給するまでの間，重大事故等の

収束に必要となる，十分な容量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量による水頭が，高圧原子炉代替注水系で使用

する高圧原子炉代替注水ポンプ及び残留熱代替除去系で使用する残留熱代

替除去ポンプの必要有効吸込水頭に対して十分であるため，設計基準対象施

設と同仕様で設計する。 

（56-5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，二以上の発電
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用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三）

(i)要求事項

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じ

たものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の多様性

については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条

に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の多様性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第45 条に対す

る設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」に記載

する。 

（56-2） 
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3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源

である低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及び代替淡水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））並びに海について，移送手段及び

移送ルートを確保し，いずれの水源からでも水を供給することを目的として設

置するものである。 

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から低圧原子炉

代替注水槽へ淡水を供給する設備は，大量送水車及びホース等で構成する。低

圧原子炉代替注水槽への淡水の供給は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２））より大量送水車及びホースを用いて供給する。 

低圧原子炉代替注水槽へ海水を供給する設備は，大型送水ポンプ車及びホー

ス等で構成する。低圧原子炉代替注水槽への海水の供給は，非常用取水設備（取

水口，取水管，取水槽）より大型送水ポンプ車，大量送水車及びホースを用い

て供給する。 

 

また，各系統へ海水を供給する設備は，大型送水ポンプ車，大量送水車及び

ホース等で構成する。各系統への海水の供給は，非常用取水設備（取水口，取

水管，取水槽）より大型送水ポンプ車，大量送水車及びホースを用いて供給す

る。 

なお，低圧原子炉代替注水槽への水の供給設備で使用する大量送水車は，低

圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型），ペデス

タル代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系と兼用する。 

これら水の供給設備に関する重大事故等対処設備を表3.13-5に示す。また，

本系統に係る系統概要図を図3.13-3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,20に示

す。 
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第 3.13-20図 低圧原子炉代替注水槽への水の供給 系統概要図 
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表 3.13-5 水の移送設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬】 

大型送水ポンプ車【可搬】 

附属設備 － 

水源 

代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

海 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

大量送水車 

ホース【可搬】

大型送水ポンプ車 

ホース【可搬】

注水先 － 

電源設備 

（燃料補給設備を含

む）※１ 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※２ 低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功

させるために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大量送水車

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

種類 ： ディフューザ型 

容量 ： 168m3/h/台 

吐出圧力 ： 0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ： 1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ： 40℃ 

個数 ： ２（予備１） 

設置場所 ： 屋外 

保管場所 ： 第２，３及び第４保管エリア 

原動機出力  ： 230kW 

(2) 大型送水ポンプ車

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

種類 ： うず巻型 

容量 ： 1,800m3/h/台 

吐出圧力 ： 1.4MPa[gage] 

最高使用圧力 ： 1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ： 40℃ 
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個数     ： ２（予備１） 

設置場所   ： 屋外 

保管場所   ： 第１，３及び第４保管エリア 

原動機出力  ： 1,193kW/台 

 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準

規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発

揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大量送水車は，屋外の第２，３及び第４保管エリアに保管し，重大事故

等時に屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができるよう，表3.13-6に示す設計とする。 

大型送水ポンプ車は，屋外の第１，３及び第４保管エリアに保管し，重大

事故等時に屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，表3.13-6に示す設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の操作は，付属の操作スイッチにより，想

定される重大事故等時において，設置場所から可能な設計とする。風（台風）

による荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価によ

り転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た機器を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。

常時海水を通水する大型送水ポンプ車は，海水の影響を考慮した設計とし，機

器付のストレーナにより異物の流入を防止する設計とする。 

（56-3，56-7） 
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表 3.13-6 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

大量送水車は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は短時間とすることで，設備への影響を

考慮する。 

大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水

の影響を考慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための操作が必要な機器を表

3.13-7に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車については，付属の操作スイッチから

のスイッチ操作で起動する設計とする。大量送水車及び大型送水ポンプ車は

付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考

慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象については銘

板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に

操作できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスルート

を通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口とホースの接続作業に当たっては，特殊な

工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車とのホースの接続作業に当たっては，

簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

（56-6） 

 

表 3.13-7 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 停止→起動 各設置場所（輪谷

貯水槽（西１），

輪谷貯水槽（西２）

周り，２号炉建物

周り） 

スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 停止→起動 各設置場所（非常

用取水設備周り） 

スイッチ操作 

ホース ホース接続 各設置場所 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(i)要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車は，表3.13-8に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中

に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量計，ホースの系

統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行う

テストラインを設けることで他系統と独立した試験系統で機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

大型送水ポンプ車は，表3.13-9に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大型送水ポンプ車，仮設流量計，

ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ送水する

試験を行うテストラインを設けることで他系統と独立した試験系統で機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

ホースは，機能，性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がない

ことの外観確認を行うことが可能な設計とする。 

（56-4） 
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表 3.13-8 大量送水車の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）

及び漏えいの有無の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は必要に応じて取

替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確

認 

 

表 3.13-9 大型送水ポンプ車の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 大型送水ポンプ車の運転性能（吐出圧力，

流量）及び漏えいの有無の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は必要に応じて取

替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大型送水ポンプ車の車両としての運転状

態の確認 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(i)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備え

るものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用し

ない。 

大量送水車による代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））から低圧原子炉代替注水槽への淡水の供給並びに大型送水ポンプ車及

び大量送水車から低圧原子炉代替注水槽への海水の供給に必要な資機材の

移動，設置，起動操作については図3.13-21～22で示すタイムチャートのと

おり速やかに切り替えることが可能である。 

（56-3） 
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図3.13-21 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への供給のタイムチャート※ 

 

 

 

 

図3.13-22 海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への供給のタイムチャート※ 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

への適合状況についての 1．13 で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離され

た状態で保管し，重大事故等時に接続することにより，通常時の系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

（56-4） 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表3.13-10に示す。大量送水車，大型送水ポンプ車，ホース

は全て屋外にあるため，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため，操作が可能である。 

（56-3，56-6） 
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表3.13-10 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 

各設置場所（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）

周り，２号炉建物周り） 

各設置場所（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）周り） 

大型送水ポンプ車 
各設置場所（非常用取水設備

周り） 

各設置場所（非常用取水設

備周り） 

ホース 各設置場所 各設置場所 
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3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一）

(i)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用する場合の大量送水車

の容量は，運転中の発電用原子炉における重大事故シーケンスのうち，水使

用の観点から厳しい有効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性

が確認されている低圧原子炉代替注水槽への供給流量120m3/hを満足する設

計とする。 

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場合の大型送水

ポンプ車の容量は，運転中の発電用原子炉における重大事故シーケンスのう

ち，水使用の観点から厳しい有効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている大型送水ポンプ車を用いた低圧原子炉代替注水槽

への供給流量120m3/hを満足する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用する場合の大量

送水車の揚程は，水源と供給先の圧力差（大気開放である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）と低圧原子炉代替注水槽の圧力差），静水頭やホー

ス及び弁類の圧損を基に設定する。

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場合の大型送水

ポンプ車の揚程は，水源と供給先の圧力差（海と低圧原子炉代替注水槽の圧

力差），静水頭やホース及び弁類の圧損を基に設定する。 

大量送水車は，重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽への水の

供給に必要な流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。

保有数は２セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，重大事故等時において，大量送水車への海水の供

給に必要な流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。保

有数は２セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ
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プ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必

要なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

（56-5） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(i)要求事項

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよ

う，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる大量送水車の接続箇所は，

低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型），ペ

デスタル代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系にも使用すること

ができるよう，大量送水車から来るホースと接続口について，簡便な接続方

式である結合金具にすることで確実に接続ができる設計とする。 

大型送水ポンプ車と大量送水車との接続は，簡便な接続とし，接続治具

を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

なお，ホースについては車両にて設置場所まで輸送し，容易に敷設でき

る設計とする。 

（56-6） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三）

(i)要求事項

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋

の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に
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示す。低圧原子炉代替注水槽は，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の

外から水又は電力を供給するものに限る。）ではないことから対象外である。 

（56-6） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置

その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した

場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが，仮

に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低

い位置に配置することにより，これら設備の設置，接続及び操作等が可能で

ある。 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる接続箇所と大量送水

車のホース接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式にするこ

とで確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

大量送水車と大型送水ポンプ車との接続は，簡便な接続とし，接続治具

を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

（56-6） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(i)要求事項

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故

等対処設備の配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の第２保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の第１保管エ

リア，第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。

（56-7） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及

び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車は，通常時は第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管

エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルート

を確保する。 

大型送水ポンプ車は，通常時は第１保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場

合においても，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設備の運搬

及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて』参照） 

（56-8） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第43条第3項七） 

(i)要求事項

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた
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めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大

事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地内の第２保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリアに分散して配置する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地内の第１保管エリア，第

３保管エリア及び第４保管エリアに分散して配置する設計とする。 

（56-3，56-6，56-7） 
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3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク，

非常用ろ過水タンク）並びに輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を

利用した水の供給設備の整備 

3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は，純水タンク，１号ろ過水タンク，２

号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タンクが健全な場合に，これらタンクから低

圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクへ，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水

槽（東２）が健全な場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ水を

供給する設備である。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するも

のである。 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした各種注水時におい

て，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タン

クが健全な場合には，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び

非常用ろ過水タンクから大量送水車を使用して低圧原子炉代替注水槽及び復

水貯蔵タンクへ水を供給できる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水時におい

て，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）が健全な場合には，輪谷貯水

槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）へ大量送水車を使用して水を供給できる設計とする。 

（56-9） 

 

3.13.3.2 複数の海水取水手段の整備 

3.13.3.2.1 設備概要 

海を水源として海水を送水する場合，取水場所を非常用取水設備（取水口，

取水管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２号炉放水槽，１号炉取水槽及び

３号炉取水管点検立杭から，また，取水設備を大型送水ポンプ車だけでなく大

量送水車を用いることで，多様性を持った設計とする。なお，本設備は事業者

の自主的な取り組みで設置するものである。 

（56-9） 
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3.13.3 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.3.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

主要水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-11 に示す。 
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表3.13-11 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 
注水先 

低圧原子炉

代替注水槽 

47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ 45 

条 

高圧原子炉代替注水系 高圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時冷却 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

高圧炉心スプレイ系 高圧炉心スプレイ 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

47 

条 

低圧炉心スプレイ系 低圧炉心スプレイ 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

残留熱除去ポンプ 原子炉 

圧力容器 

49 

条 

残留熱除去系 

（サプレッション・ 

プール水冷却モード） 

残留熱除去ポンプ 原子炉 

格納容器 

50 

条 

残留熱代替除去系 残留熱代替除去ポンプ 原子炉 

圧力容器 

原子炉 

格納容器 

ほう酸水貯

蔵タンク 

44 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

45 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

51 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.3.2 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

代替淡水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-12 に示す。 

 

表3.13-12 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

代替淡水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 

注水 

または 

供給先 

輪谷貯水槽

（西１）及び

輪谷貯水槽

（西２） 

47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

圧力容器 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

格納容器 

54  

条 

燃料プールスプレイ系 大量送水車 燃料 

プール 

56 

条 

水の移送設備 大量送水車 低圧原子

炉代替 

注水槽 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.3.3 海を利用する重大事故等対処設備 

海を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-13 に示す。 

 

表3.13-13 海を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

海を利用する 

重大事故等対処設備＊ 
移送先 

海 47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

圧力容器 

48 

条 

原子炉補機代替冷却系 大型送水ポンプ車 移動式 

代替熱交換

設備 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

格納容器 

54 

条 

燃料プールスプレイ系 大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

燃料 

プール 

55 

条 

原子炉建物放水設備 大型送水ポンプ車 － 

56 

条 

水の移送設備 大型送水ポンプ車 大量送水車 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.3.4 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，表3.13-14 に

示す。 

表 3.13-14 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

関係 

条文 
水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備＊ 

47 

条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

48 

条 

原子炉補機代替冷却系 移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

49 

条 

残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

50 

条 

残留熱代替除去系 残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

54 

条 

燃料プール冷却系 燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.14 電源設備【57条】 

【設置許可基準規則】 

（電源設備） 

第五十七条   発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

 

2   発電用原子炉施設には，第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設

備及び前項の規定により設置される電源設備のほか，設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1   第 1項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は，負荷切り離しを行わずに 8時間，電気の

供給が可能であること。ただし，「負荷切り離しを行わずに」には，原子炉

制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う

場合を含まない。その後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24時間にわたり，電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給

を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では，号機間の電力融通を行えるようにあ

らかじめケーブル等を敷設し，手動で接続できること。 

ｅ) 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)，パワーセンター

(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は，代替所内電気設備を設け

ることなどにより共通要因で機能を失うことなく，少なくとも一系統は機能

の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

2 第 2項に規定する「常設の直流電源設備」とは，以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため，負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する

電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を

行わずに 8 時間，その後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うこと

が可能であるもう 1 系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備

（3系統目）を整備すること。 
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3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第 57条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必

要な電力を確保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設備，所

内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，代替

所内電気設備を設ける設計とする。 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 a）ⅰ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電

源喪失」という。）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電

源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替交

流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車を運転することで，非常用所内電

気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とする。また，ガスタ

ービン発電機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を運搬し，高圧発電

機車に燃料補給する設計とする。 

なお，可搬型代替交流電源設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電

機が故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備，及びその燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 a）ⅱ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい

損傷を防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機を運転し，代替所内電気設備

の緊急用メタクラを操作することで，非常用所内電気設備又は代替所内電気設

備に電源供給する設計とする。また，ガスタービン発電機用軽油タンクからガ

スタービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機に燃料移送

する設計とする。 

なお，常設代替交流電源設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機
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が故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，

及びその燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止すること

を目的として，所内常設蓄電式直流電源設備を設ける設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後にＢ－115V 系蓄

電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）から設計

基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源供給を行う。全交流動

力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V 系蓄電池の一部負荷の電

源をＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）に切り替えるとともに，不要な負荷の切り

離しを行う設計とする。その後，運転継続することにより全交流動力電源喪失

から 24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

(4) 常設代替直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止すること

を目的として，常設代替直流電源設備を設ける設計とする。。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 24時間，ＳＡ用 115V系

蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

なお，常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

(5) 可搬型直流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 c）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流電源が
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必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的とし

て，可搬型直流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型直流電源設備は，可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を介

して，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器

（常用）を充電することにより，必要な設備に 24時間以上電源供給する。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

可搬型直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備Ａ

系及びＨＰＣＳ系，及び充電器に電源を供給する非常用ディーゼル発電機とそ

の燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準解釈の第 1項 e）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備から必要な設備に

電源を供給するための電気設備及び電路を設置することにより，重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止することを目的として，代替所内電気設備を設ける設計とする。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続

プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コント

ロールセンタ，充電器電源切替盤及びＳＡ電源切替盤により，設計基準事故対

処設備である非常用所内電気設備と，重大事故等が発生した場合において，共

通要因である地震，津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失しないととも

に，非常用所内電気設備を含めて少なくとも１系統は人の接近性を確保する設

計とする。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故時等においてその

機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位

置づける。 

 

(7) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することにより，

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止することを目的として，非常用交流電源設備を設ける設計とする。 
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(8) 非常用直流電源設備 

全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給するこ

とにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃

料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常用直流電源設備を設ける

設計とする。 

 

 

なお，重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給す

るために，以下を整備する。 

 

(9) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，

枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的とし

て使用する。 

 

 

なお，電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(10) 直流給電車 

可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設備

の電源喪失（全交流電源及び全直流電源喪失），及び重大事故等対処設備の電

源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源喪失）により，重大事故に至るお

それがある事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために，

原子炉隔離時冷却系，逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力

を供給するために，直流給電車を設ける設計とする。 

 

(11) 号炉間電力融通ケーブル 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設備の

交流電源喪失（全交流動力電源喪失），及び重大事故等対処設備の電源喪失（代

替交流電源喪失）により，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，

１号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電気設備に電源供

給できるように，号炉間電力融通ケーブルを設ける設計とする。 

 

(12) 号炉間連絡ケーブル 

所内常設蓄電式直流電源設備に関連する自主対策設備として，外部電源及び

非常用直流電源喪失後，１号炉の非常用コントロールセンタから自号炉の非常
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用コントロールセンタに電源供給することで，非常用ディーゼル発電機の起動

に必要な制御電源を確保できるように，号炉間連絡ケーブルを設ける設計とす

る。 

 

(13) 非常用コントロールセンタ切替盤 

常設代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電気設備及

び電路を設置することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，ＳＡロードセンタ及

びＳＡコントロールセンタから非常用コントロールセンタに電源供給できる

ように，非常用コントロールセンタ切替盤を設ける設計とする。 

 

(14) 緊急用メタクラ接続プラグ盤 

代替所内電気設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替交流電源設備

から非常用高圧母線又は代替所内電気設備への電源供給手段の多重化を図る

ため，緊急用メタクラ接続プラグ盤を設ける設計とする。高圧発電機車を緊急

用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メタクラから非常用高圧母線又は代

替所内電気設備へ至る電路は，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線へ

至る電路に対して，独立した電路で系統構成する。 

 

(15) 常用高圧母線Ａ系及びＢ系  

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，代替交流電源設備から非

常用高圧母線Ｃ系又はＤ系への電源供給ラインの多重化を図るため，常用高圧

母線Ａ系及びＢ系を使用する設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線Ａ系及びＢ系を経

由し，非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系に至る電路は，常用電源設備を経由する電

路であり，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して

独立性を図る設計とする。 

 

(16) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

燃料補給設備に関連する自主対策設備として，重大事故等の対処に必要とな

る大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置に燃料

を給油するタンクローリへ軽油を補給するために，ディーゼル燃料貯蔵タンク

を使用する設計とする。 
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3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流

動力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載

した「高圧発電機車」，代替所内電気設備として電路を構成する「緊急用メタク

ラ」，「高圧発電機車接続プラグ収納箱」，「メタクラ切替盤」及び「ＳＡロードセ

ンタ」電源供給先である「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧母線Ｄ系」，「ＳＡ

コントロールセンタ」及び「ＳＡ２コントロールセンタ」で構成する。可搬型代

替交流電源設備の燃料系統は，燃料を保管する「ガスタービン発電機用軽油タン

ク」，ガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料を運搬する「タ

ンクローリ」で構成する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車を非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧

母線Ｄ系に接続することで電力を供給できる設計とする。 

本系統全体の概要図を第 3.14-1～第 3.14-5 図に，本系統に属する重大事故等

対処設備を第 3.14-1表に示す。 

本系統は，高圧発電機車を所定の接続先（高圧発電機車接続プラグ収納箱）に

接続し，メタクラ切替盤の系統構成を行った後，高圧発電機車の操作ボタンによ

り起動し，運転を行うものである。また，高圧発電機車の運転中は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンクからタンクローリにより燃料を高圧発電機車に補給する

ことで，事象発生後 7日間にわたり可搬型代替交流電源設備から電力を給電する

設計とする。 

なお，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的

分散については 3.14.2.1.3 項に詳細を示す。 
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第 3.14-5図 可搬型代替交流電源設備系統図（燃料系統） 
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第 3.14-1表 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 

ホース【可搬型】 

交流電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧

母線Ｃ系，Ｄ系電路【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧

母線Ｃ系，Ｄ系電路【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～

ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

【常設】） 

計装設備（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ  
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3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1)高圧発電機車 

機関 

 台数    ：６（予備１） 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：６（予備１） 

 種類    ：同期発電機 

 容量    ：約 500kVA/台 

 力率    ：0.8 

 電圧    ：6.6kV 

 周波数   ：60Hz 

 設置場所  ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所及び第二設置場所 

 保管箇所  ：第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア 

 

(2)ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類   ：たて置円筒形 

 容量    ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数    ：１ 

 取付箇所  ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(3)タンクローリ 

 容量    ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数    ：１（予備１） 

 設置場所  ：屋外 

 保管箇所  ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型代替交流電源設備は，第 3.14-2 表で示すとおり地震，津波，火災及び

溢水により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性

を確保する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

と同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-3 表で示すとおり位置

的分散を図った設計とする。電源については，高圧発電機車を非常用ディーゼル

発電機と位置的分散された屋外（第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管

エリア）に保管し，使用場所についても非常用ディーゼル発電機と位置的分散さ

れた屋外（原子炉建物高圧発電機車第一設置場所，原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所）に配置する設計とする。電路については，可搬型代替交流電源設備か

ら非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系を受電する電路を，非常用交流電源

設備から同母線を受電する電路に対して，独立した電路で系統構成することによ

り，共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。電源

の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し，高圧発電機車は空冷式と

多様性を確保する設計とする。燃料源については，非常用ディーゼル発電機はデ

ィーゼル燃料デイタンクからの供給であるのに対し，高圧発電機車は車載燃料と

位置的分散された配置設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-2表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は基準地

震動 Ssで機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ssが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する屋外，原子炉建物と，重大事故

防止設備を保管する第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保

管エリアは，ともに津波が到達しない位置とすることで，津波が

共通要因となり故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である可搬型代替交流電源設備は，火災が共通要因となり故障

することのない設計とする。（「共-7 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す。） 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である可搬型代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり故障

することのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す。） 
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第 3.14-3表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 
非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保管エリア

及び第４保管エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ

電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ

電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

非常用高圧母線Ｈ系 

＜原子炉原子炉建物付属棟地下２

階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所屋外＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物内原子炉建物付属棟

地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所屋外＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４保管エ

リア＞ 
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3.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，可搬型で屋外の第１保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（原子

炉建物第一設置場所及び第二設置場所）に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-4表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-4 表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-5表

に示す設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

第 3.14-5表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-6表に示す設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

第 3.14-6 表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを受電する

系統で，操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，タンクロー

リ付ポンプ，高圧発電機車，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮

断器については，現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.14-7 表～第

3.14-11表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2,57-3,57-8） 

 

第 3.14-7表 操作対象機器 

（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁 
弁閉→弁開 

ガスタービン発電機建物西側 

軽油タンク設置場所 
手動操作 

タンクローリ付 

ポンプ 

停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

スイッチ 

操作 

タンクローリ付 

ポンプ 

停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-8表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高

圧母線Ｃ系，Ｄ系電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

 

第 3.14-9表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側～非常用高圧

母線Ｃ系，Ｄ系電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-10表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上３階 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-11表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 

低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上３階 

スイッチ 

操作 
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以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，原子炉建物に設置している接続

口まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定

等が可能な設計とする。また，高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等によ

り，設置場所での操作が可能な設計とする。高圧発電機車の現場操作パネル

は，誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作，監視性を考慮

しており，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能とする。また，

高圧発電機車は３台同期運転が可能な設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁については，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計

とする。 

（57-2,57-3） 

 

c) タンクローリ 

タンクローリについては，付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動す

る設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

（57-2,57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，第 3.14-12表に示すように運転

中又は停止中に機能・性能試験，分解点検又は取替えが可能な設計とする。

また，高圧発電機車は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計

とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，運転性能の確認として，高圧発

電機車の運転状態として発電機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，

模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また，高圧発電機車

の部品状態の確認として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷，割

れ等がないことの確認を行う。また，高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-12表 高圧発電機車の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-13

表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計と

する。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能

に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。

具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検

が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施

可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とす

る。ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が

可能な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-13 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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c) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，第 3.14-14表に示すように原子

炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。

タンクローリは油量，漏洩の確認が可能なように油面計又は検尺口を設け，

かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに，

タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認が出来る設計と

し，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-14表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，

必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-7 表

～第 3.14-11表と同様である。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから，高圧発電機車まで燃料

移送する系統において，非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切

り替えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，

非常用交流電源設備の隔離，及び可搬型代替交流電源設備の接続として，非常

用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系の遮断器を設けることにより，通常時

の系統構成から速やかな切り替えが可能な設計とする。また，必要な燃料系統

の操作は，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を設けることにより速や

かな切替えが可能な設計とする。 

これにより第 3.14-6図～第 3.14-8図で示すタイムチャートの通り速やかに

切替えが可能である。 

（57-3） 

 

 
※１ 第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間 15 分以内で可能である。 

※２ 第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。 

   また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配備作業で１時間 15 分以内で可能である。 

※３ 高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｄ系受電を示す。 

   また，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系受電については４時間 20分以内で可能である。 
 

第 3.14-6図 高圧発電機車による非常用高圧母線Ｃ系， 

非常用高圧母線Ｄ系受電のタイムチャート 

手順の項目 要員(数)

Ｍ／Ｃ受電準備

受電確認

移動，Ｍ／Ｃ受電準備

受電確認

車両健全性確認　※２

高圧発電機車配置　※２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車
接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系

又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電

【第１保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

※３

緊急時対策要員 ３
高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続

移動，メタクラ切替盤作業

移動，送電操作

高圧発電機車によるＭ／Ｃへの給電 ４時間20分 ※１
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第 3.14-7図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，準備・片付けを 10分，トータル約 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，準備・片付けを 10 分，トータル約 20 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，準備・片付けを 10 分，トータル約 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，準備・片付けを 10 分，トータル約 16 分で可能である。 

 

第 3.14-8図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14 で示すタイムチャート 

  

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，第 3.14-15表に示すように，通常時は電源とな

る高圧発電機車を代替所内電気設備と切り離し，及びタンクローリをディーゼ

ル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプと切り離して保管すること

で隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用所内電気設

備，代替所内電気設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3，57-7） 

 

第 3.14-15表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

代替所内 

電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（高圧発電機車の接続口） 
手動 通常時切り離し 

非常用交流 

電源設備 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（タンクローリの接続口） 
手動 通常時切り離し 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移

送する系統は，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第3.14-16

表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射線量が高くな

るおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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第 3.14-16表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧発電機車 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電機

用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

タンクローリ 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

Ｃ－メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｃ系 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ系 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等

時において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設

備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kL を上回る，容量

約 560kLを有する設計とする。 

（57-5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち高圧発電機車接続先から非常用高圧母線Ｃ

系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタまでの

常設の電路は代替所内電気設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能

と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備の各機器と第 3.14-17表のとおり，多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-17表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9 参照） 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

（非常用所内電気設備を経由） 

可搬型代替交流電源設備 

（代替所内電気設備を経由） 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上２階及び

地上中２階＞ 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第一設

置場所＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第二設

置場所＞ 

Ｃ-メタクラ切替盤 

Ｃ-メタクラ切替盤 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

高圧発電機車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 

添3.14-37

601



 

 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

（非常用所内電気設備を経由） 

可搬型代替交流電源設備 

（代替所内電気設備を経由） 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 
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3.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な交流設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計７台を保管する。 

具体的には高圧発電機車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，常

設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる

設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備を受電する場合は，原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流

電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備する。必

要となる負荷は，最大負荷 760kW 及び連続最大負荷 545kW である。最大負荷

に十分な余裕を考慮し 500kVA/台の高圧発電機車が３台必要である。「共-4 可

搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について」に基づき，

高圧発電機車は，重大事故等対処時に必要な台数６台，及び容量約 500kVA/

台を有する設計とする。加えて予備１台を有する設計とする。 

(57-5) 

b) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時におい

て，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給で

きる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置

の連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水

ポンプ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 

台使用する。保有数は 1 セット 1 台と，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 1 台の合計２台を分散して保管する。 

（57-5，57-11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移

送する系統は，接続が必要なタンクローリホース，高圧発電機車ケーブルにつ

いては，現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-18表～第 3.14-22表に

対象機器の接続場所を示す。 

（57-2，57-8） 

 

第 3.14-18表 接続対象機器設置場所 

（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西

側軽油タンク設置場所 

フランジ 

接続 

タンクローリ 高圧発電機車 

原子炉建物高圧発電機車第

一設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第

二設置場所 

ノズル接続 

 

 

第 3.14-19表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系電路 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置

場所 

コネクタ接続 
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第 3.14-20表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置

場所 

コネクタ接続 

 

 

第 3.14-21表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置

場所 

コネクタ接続 

 

 

第 3.14-22表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置

場所 

コネクタ接続 
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以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性

を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，建物外壁の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱にてケーブルをコネクタ接続すること，及び接続状態を目視で確

認できることから，確実な接続が可能な設計とする。高圧発電機車ケーブル

は充電部が露出する場合に養生することにより３相間の絶縁を確保する設計

とする。 

（57-2，57-8） 

 

なお，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続方法として，ガスター

ビン発電機建物南側にある緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メ

タクラを経由して非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ，

ＳＡ２コントロールセンタを受電することが可能な設計とする。本接続方法

は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。 

 

 

b) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タン

クの接続については，燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフラ

ンジを接続するために，特殊な工具を必要としない。 

（57-2） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，非常用高圧母線Ｃ系，非常用高

圧母線Ｄ系に電源供給する場合，及びＳＡコントロールセンタ及びＳＡ２コ

ントロールセンタに電源供給する場合において，原子炉建物の異なる面に位

置的分散を図った二箇所の接続口を設置していることから，共通要因により

接続不可とならない設計とする。 

（57-2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所

は，(2)確実な接続の第 3.14-18 表～第 3.14-22 表と同様である。これらの操

作場所は，想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，

設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクロー

リは，地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備（ガスター

ビン発電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第１保管エリア，第３

保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。 

（57-2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合において

も，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（「可搬型重大

事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（57-6） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ電源供給

する系統を電源供給する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧

発電機車まで燃料移送する系統は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

及び常設重大事故防止設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがな

いよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，又は常設重大事故

防止設備の常設代替交流電源設備の各機器と第 3.14-23 表のとおり多様性及

び位置的分散を図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-23表 多重性又は多様性，位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物

地上１階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリ

ア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機

～非常用高圧母線電路 

 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡコントロールセンタ

電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付

属棟地上２階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ

系 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物内＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡコントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３

階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属

棟地上２階＞ 

ＳＡコントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３

階＞ 
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設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

駆動 

方式 
ディーゼルエンジン ガスタービン ディーゼルエンジン 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タン

ク 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ディーゼル燃料デイタン

ク 

＜原子炉建物付属棟地下

１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油

タンク 

＜ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サー

ビスタンク 

＜ガスタービン発電機建物

地上２階＞ 

ガスタービン発電機用軽油

タンク 

＜ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所＞ 

高圧発電機車（車載燃料） 

＜第１保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリ

ア＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポン

プ 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプ 

＜ガスタービン発電機建物

地上１階＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４

保管エリア＞ 
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3.14.2.2 常設代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給

することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内

燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統はガスタービン機関及び発電機を搭載した「ガスタービン発電機」，ガ

スタービン発電機の燃料を保管する「ガスタービン発電機用軽油タンク」，ガス

タービン発電機用軽油タンクからガスタービン発電機用サービスタンクまで燃

料を補給する「ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ」，ガスタービン発電機の

近傍で燃料を保管する「ガスタービン発電機用サービスタンク」，ガスタービン

発電機から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する電路であ

る「緊急用メタクラ」，「メタクラ切替盤」，「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧

母線Ｄ系」で構成する。本系統全体の概要図を第 3.14-9 図～第 3.14-12 図に，

本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.14-24表に示す。 

本系統は，ガスタービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，非

常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コント

ロールセンタ，ＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給できる設

計とする。 

ガスタービン発電機の運転中は，ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機用サービスタンク

へ自動で燃料補給を行うことで，事象発生後 7日間にわたり常設代替交流電源設

備から電力を給電する設計とする。 

なお，ガスタービン発電機の起動に際しては，ガスタービン発電機用サービス

タンクを用いて起動し，その後はガスタービン発電機自身が発電した電力にてガ

スタービン発電機用燃料移送ポンプを運転し，継続的に燃料を補給する。  

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分散に

ついては 3.14.2.2.3 項に詳細を示す。 

なお，原子炉補機代替冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備（設置許可基準規則 48 条に対する方針を示す章）」，緊急時対策

所用電源設備については「3.18 緊急時対策所（設置許可基準規則 61条に対する

方針を示す章）」で示す。 
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第 3.14-12図 常設代替交流電源設備系統図（ガスタービン発電機燃料移送ポンプ電源） 

 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 GTG 

緊急用 C/C 

電動機 

緊急用 M/C 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機用 

燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機建物 

遮断器 

配線用遮断器 

【凡例】 

変圧器 
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第 3.14-24表 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路【常

設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロー

ルセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロー

ルセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系電路 

（ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路【常設】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電

路【可搬型】） 

計装設備（補助）※

1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ガスタービン発電機 

ガスタービン 

 台数 ：１（予備１） 

 使用燃料 ：軽油 

 出力 ：約 5,200kW/台 

発電機 

 台数 ：１（予備１） 

 種類 ：同期発電機 

 容量 ：約 6,000kVA/台 

 力率 ：0.8 

 電圧 ：6.9kV 

 周波数 ：60Hz 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上１階 

 

(2) ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(3) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

 種類 ：スクリュー型 

 個数 ：1（予備 1） 

 容量 ：約 4.0m3/h/台 

 吐出圧力 ：約 0.5MPa 

 最高使用圧力 ：0.95MPa[gage] 

 最高使用温度 ：66℃ 

 原動機出力 ：約 3.7kW/台 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上１階 
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(4) ガスタービン発電機用サービスタンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 7.9kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１（予備１） 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上２階 
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3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

常設代替交流電源設備は，第 3.14-25表で示す通り地震，津波，火災，溢水に

より同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保

する設計とする。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と

同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-26表で示す通り，位置的

分散を図った設計とする。電源については，ガスタービン発電機を非常用ディー

ゼル発電機と位置的分散されたガスタービン発電機建物に設置する設計とする。

電路については，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧

母線Ｄ系を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対

して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を

損なわれないよう独立した設計とする。電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電

機の水冷式に対し，ガスタービン発電機は空冷式と多様性を確保する設計とする。

燃料源については，ディーゼル燃料貯蔵タンクからの供給であるのに対し，ガス

タービン発電機はガスタービン発電機用軽油タンクと位置的分散された配置設

計とする。 

常設代替交流電源設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系

に電源供給する場合は，代替所内電気設備を電路として使用するため，非常用交

流電源設備とは独立性を確保した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-25表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設

計とし，重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は基準地

震動 Ssで機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ssが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と，重大事故防止設

備を設置するガスタービン発電機建物，屋外の各設置場所は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である常設代替交流電源設備は，火災が共通要因となり故障す

ることのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である常設代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり故障す

ることのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-26表 位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 
非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物地上１階

＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱 

～原子炉補機代替冷却系電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２

階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

原子炉補機代替冷却系 

<屋外> 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ディーゼル燃料デイタ

ンク 

＜原子炉建物内の原子炉区域外地

下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽油

タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サービスタン

ク 

＜ガスタービン発電機建物地上２階

＞ 
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設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

ガスタービン発電機用燃料移送ポン

プ 

＜ガスタービン発電機建物地上１階

＞ 
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3.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，ガスタービン発電機建物内

に設置する機器であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，以下の第 3.14-27表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-27表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度 

・放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-28 表

に示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-28表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。 

（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスター

ビン発電機建物内に設置する機器であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.14-29表に示す設計とする。 

（57-2，57-3） 

 

第 3.14-29表 想定する環境条件及び荷重条件 

（ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスター

ビン発電機建物内に設置する機器であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.14-30表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-30表 想定する環境条件及び荷重条件 

（ガスタービン発電機用サービスタンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度 

・放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。 

（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備で，操作が必要なガスタービン発電機，代替所内電気

設備及び非常用所内電気設備の各遮断器については，中央制御室又は現場で容

易に操作可能な設計とする。第 3.14-31表～第 3.14-33表に操作対象機器の操

作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-31表 操作対象機器 

（ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（非常用高圧母線側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮

断器 

（緊急用メタクラ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上２階 
スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮

断器 

（緊急用メタクラ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上２階 
スイッチ 

操作 
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第 3.14-32表 操作対象機器 

（ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ

２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ遮断器 

（ＳＡ１コントロールセ

ンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセン

タ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 

切→入 
低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセン

タ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上３階 
スイッチ 

操作 

 

常設代常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機から原子炉補機代

替冷却系へ電源供給する系統で，操作が必要なガスタービン発電機及び代替所

内電気設備については，中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。

第 3.14-33表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-33表 操作対象機器 

（ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（非常用高圧母線側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ネジ接続

操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ネジ接続

操作 
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以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，中央制御室の操作盤でのス

イッチ操作であること，及びガスタービン発電機の運転状態を操作盤の表示

灯及び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作盤は，ソフトスイッチとハードスイッチの２段階操作とす

ることで操作者の誤操作防止を考慮しており，かつ十分な操作空間を確保し，

容易に操作可能とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，第 3.14-34表に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，分解検査及び外観検査

が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機の運転性能の確認として，発電機の運転状態として発電

機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，模擬負荷を接続することによ

り出力性能の確認を行う。また，発電機の部品状態の確認として，非破壊検

査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確

認を行う。また，ガスタービン発電機のケーブルについて，絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-34表 ガスタービン発電機の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能（発

電機電圧，電流，周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
ガスタービン発電機の部品の状態を，試験及び目視

により確認 

外観検査 ガスタービン発電機の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能（発

電機電圧，電流，周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
ガスタービン発電機の部品の状態を，試験及び目視

により確認 

外観検査 ガスタービン発電機の目視点検 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-35表

に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とす

る。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。

具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検

が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏洩検査が実施可

能な設計とする。具体的には漏洩検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能

な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-35表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，第

3.14-36表 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試

験及び分解検査が可能な設計とする。 

運転性能の確認として，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの吐出圧力，

系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいが確認可能な設計とする。

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能検査が可能な設

計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの部品表面状態の確認として，浸透探

傷試験により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認

可能な設計とする。具体的には，ポンプケーシング等が分解可能であり，主

要部品の点検が可能な設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-36表 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

分解点検 ポンプ部品の表面状態を，試験及び目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 
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d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，第

3.14-37 表に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可

能な設計とする。 

内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等

がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが

開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクの漏えい検査が実施可能な設計とす

る。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクの定例試験として油面レベルの確認

が可能な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

 

3.14-37表 ガスタービン発電機用サービスタンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

ガスタービン発電機用サービスタンクの油面レベ

ルの確認 

ガスタービン発電機用サービスタンク内面の状態

を目視により確認 

漏えいの有無を確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，必

要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は（2）操作性の第 3.14-31 表～

第 3.14-33表と同様である。 

常設代替交流電源設備において，非常用交流電源設備から常設代替交流電源

設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離，及び常設代替交流

電源設備の接続として，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系の遮断器

を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより第 3.14-14図～第 3.14-15図で示すタイムチャートの通り速やか

に切り替えが可能である。 

（57-3） 

 

 
※Ｍ／Ｃ受電はＤ系を優先して受電することとする。なお，状況によっては，Ｃ系から受電する可能性もある。 

 

第 3.14-14図 ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14で示すタイムチャート 

 

手順の項目

ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作

Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備

Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電確認

Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電準備

Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電確認

移動，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電準備

Ｄ－Ｍ／Ｃ受電操作

移動，Ｃ－Ｍ／Ｃ受電準備

Ｃ－Ｍ／Ｃ受電操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ガスタービン発電機による
Ｍ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

１時間10分 ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電※

40分 ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電※
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※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。 

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。 

第 3.14-15図 ガスタービン発電機による原子炉補機代替冷却系 

受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.5で示すタイムチャート 

 

  

手順の項目

電源確認

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

備考1 2 3 4必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

大型送水ポンプ車配置，取水準備

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

送水準備（ホース敷設）

移動式代替熱交設備配置，準備

　緊急時対策要員6名で対応する。

　緊急時対策要員6名で対応する。

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分

添3.14-73

637



 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備は，第 3.14-38表に示すように，通常時は代替所内電

気設備及び非常用所内電気設備と切り離し，緊急用メタクラの遮断器（ガスタ

ービン発電機側），非常用高圧母線Ｃ系の遮断器（緊急用メタクラ側）及び非

常用高圧母線Ｄ系の遮断器（緊急用メタクラ側）を切とすることで隔離する系

統構成としており，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンク，ガス

タービン発電機用燃料移送ポンプ及びガスタービン発電機用サービスタンク

は，専用の流路を用いることにより非常用所内電気設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

また，ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-38表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

代替所内 

電気設備 

緊急用メタクラ遮断器 

（ガスタービン発電機側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所

を第 3.14-39表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，中央制御室又は現場で操作可能な設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-39表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機 

ガスタービン発電機建物 

地上１階 
中央制御室 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

非常用高圧母線Ｃ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

ＳＡロードセンタ 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 
中央制御室 

ＳＡ１コントロー

ルセンタ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

ＳＡ２コントロー

ルセンタ 
原子炉建物付属棟地上３階 原子炉建物付属棟地上３階 
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また，常設代替交流電設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替

冷却系を電源供給する場合，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場

所を第 3.14-40 表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放

射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-40表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機 

ガスタービン発電機建物 

地上１階 
中央制御室 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

Ｃ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.2.4.2設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，想定される重大事故等時に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため

に必要となる最大負荷 3,004kW 及び連続最大負荷 2,912kW よりも十分な余裕

を有する最大容量約 4,800kW（力率 0.8 において 6,000kVA）を有する設計と

する。 

（57-5） 

 

b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時

において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備

が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kL を上回る，容量約

560kLを有する設計とする。 

（57-5） 

 

c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスター

ビン発電機の燃料消費量を上回る，容量約 4.0m3/h，全圧力 0.5MPa，原動機

出力約 3.7kW/個を有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスター

ビン発電機を２時間の連続運転が可能な容量 4.4kL/基に余裕を持った，容量

約 7.9kL/基を有する設計とする。 

（57-5） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等について」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備の各機器と第 3.14-41表のとおり多様性，位置的分散を

図る設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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第 3.14-41表 多重性又は多様性，位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物地上１

階＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ電

路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセンタ電

路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電源の 

駆動方式 

ディーゼル発電 ガスタービン発電 

電源の 

冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン

建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設

置場所＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物付属棟地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サービスタ

ンク 

＜ガスタービン発電機建物地上２

階＞ 

燃料流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン

建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設

置場所＞ 

ガスタービン発電機用燃料移送ポ

ンプ 

＜ガスタービン発電機建物地上１

階＞ 
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3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却

系を電源供給する系統は，接続が必要なケーブルについては，現場で容易に接

続可能な設計とする。第 3.14-42表に対象機器の接続場所を示す。 

（57-2） 

第 3.14-42表 接続対象機器設置場所 

（ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

ガスタービン発電

機 

原子炉補機代替冷却

系 

原子炉建物西側 

原子炉補機代替冷却系

設置場所（高圧発電機

車接続プラグ収納箱） 

コネクタ接続 
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3.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

3.14.2.3.1.1 所内常設蓄電式直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全

交流動力電源喪失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止することを目的として設置するものである。 

所内常設蓄電式直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給

する「Ｂ－115V系蓄電池」，「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）」及び「230V系蓄電池

（ＲＣＩＣ）」，交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「Ｂ－115V系充電器」，

「Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）」及び「230V系充電器（ＲＣＩＣ）」で構成する。

本系統全体の概要図を第 3.14-16図～第 3.14-18図に，本系統に属す重大事故等

対処設備を第 3.14-43表に示す。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後にＢ－115V系蓄電池，

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）から設計基準事故

対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源供給を行う。全交流動力電源喪失

から８時間経過した時点で，Ｂ－115V 系蓄電池の一部負荷の電源をＢ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）に切り替えるとともに，不要な負荷の切り離しを行う。その後，

運転継続することにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給

することが可能である。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復

旧後に，交流電源をＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び 230V

系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線に接続することで，電力を供給できる設

計とする。 

所内常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性，位置的分散に

ついては 3.14.2.3.3項に詳細を示す。 
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3.14.2.3.1.2 常設代替直流電源設備 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として設置するものである。 

常設代替直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「Ｓ

Ａ用 115V系蓄電池」及び「ＳＡ用 115V系充電器」で構成する。本系統全体の概

要図を第 3.14-16 図～第 3.14-18 図に，本系統に属す重大事故等対処設備を第

3.14-44表に示す。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 24時間，ＳＡ用 115V系蓄

電池から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復

旧後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線に接続することで，

電力を供給できる設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性，位置的分散につい

ては 3.14.2.3.3項に詳細を示す。 
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第 3.14-43表 所内常設蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路【常

設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 
Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 

 

表 3.14-44表 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 ＳＡ用 115V系蓄電池～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 
Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) Ｂ－115V系蓄電池 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 3,000Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(2) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(4) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：230V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(5) Ｂ－115V系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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(6) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(7) ＳＡ用 115V 系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(8) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：240V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

所内常設蓄電式直流電源設備は，第 3.14-45表に示すように，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系の各機器

と第 3.14-46表のとおり位置的分散，及び区画された部屋にそれぞれ配置するこ

とにより物理的分離を図ることで独立性を有する設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-45表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系及びＨＰＣＳ 系 

所内常設蓄電式直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系は耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備である所内常設蓄

電式直流電源設備は耐震 Sクラス設計とすることで，基準地震動

Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建

物付属棟と，重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系と，重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は，

火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 

重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示

す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系と，重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は，

溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 

重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示

す）。 
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第 3.14-46表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系，ＨＰＣＳ系 
所内常設蓄電式直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

Ｂ－115V系蓄電池 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

＜いずれも廃棄物処理建物地下１

階中階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直

流母線電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充

電器 

～直流母線電路 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電

器 

～直流母線電路 
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常設代替直流電源設備は，第 3.14-47表に示すように，共通要因によって，設

計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設

計基準事故対処設備である非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系の各機器と第

3.14-48表の通り位置的分散を図る設計とする。 

また，炉心の著しい損傷，原子炉格納用容器の破損，及び貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については，Ａ－

115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から設計基準事故対処設備への電

路とＳＡ用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を，独立性を有する設

計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-47表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系及びＨＰＣＳ系 
常設代替直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系は耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備である常設代替直

流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで，基準地震動 Ss が

共通要因となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建

物付属棟と，重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系と，重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，火災が

共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故

等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系，Ｂ系及びＨＰ

ＣＳ系と，重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，溢

水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大

事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-48表 位置的分散 

 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系及びＨＰＣＳ系 
常設代替直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地下１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 
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3.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池は，廃棄物処理建物内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-49 表に

示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-49表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－115V 系蓄電池） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，廃棄物処

理建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-50表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-50表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-51 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-51表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系蓄電池） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，廃棄物処理

建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-52表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-52表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 

廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-53 表に

示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-53表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，廃棄物処

理建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-54表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-54表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-55 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-55表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は，廃棄物処理

建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-56表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-56表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系充電器（ＲＣＩＣ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流母線の遮断

器を手動操作することにより供給する蓄電池を切り替えること，及びＢ－115V

系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充

電器（ＲＣＩＣ）の運転状態を表示及び計器で確認できることから，確実な操

作が可能な設計とする。 

なお全交流動力電源喪失直後から８時間経過するまでの期間については操

作不要である。 

所内常設蓄電式直流電源設備で，操作が必要な各遮断器については,現場で

容易に操作可能な設計とする。第 3.14-57表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-57 表 操作対象機器（全交流動力電源喪失から８時間後の切り替え操作） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ｂ－115V系直流盤 

（不要な負荷） 
入→切 

廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

Ｂ－115V系蓄電池出力

遮断器 

（Ｂ－115V系充電器） 

入→切 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

Ｂ－115V系充電器遮断

器 

（Ｂ－115V系直流盤出

力） 

入→切 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

直流母線連絡遮断器 

（Ｂ－115V 系直流盤

（ＳＡ）側） 

切→入 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

直流母線連絡遮断器 

（Ｂ－115V 系直流盤

側） 

切→入 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 
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以下に所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を構成する

主要設備の操作性を示す。 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池は操作不要である。 

 

b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は操作不要で

ある。 

 

c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池は操作不要である。 

 

d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は操作不要であ

る。 

 

e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系充電器は操作不要である。 

 

f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は操作不要で

ある。 

 

g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系充電器は操作不要である。 

 

h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は操作不要であ

る。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池は，第 3.14-58 表に示す

ように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とす

る。 

性能の確認として，Ｂ－115V系蓄電池の単体及び総電圧を確認する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-58表 Ｂ－115V系蓄電池の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

 

b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）は，第 3.14-59

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な

設計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の単体及び総電圧を確認

する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 
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第 3.14-59表 Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）の試験及び検査 

 

c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池は，第 3.14-60 表に示すよう

に運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V系蓄電池の単体及び総電圧を確認する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-60表 ＳＡ用 115V系蓄電池の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

 

d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，第 3.14-61

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な

設計とする。 

性能の確認として，230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）の単体及び総電圧を確認す

る。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-61表 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

  

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 
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e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系充電器は，第 3.14-62 表に示す

ように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，Ｂ－115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影響

を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと，

運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ－115V系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-62表 Ｂ－115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-63

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の盤内外部の目視により

性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常

がないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた

設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-63表 Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，第 3.14-64 表に示すよう

に運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影

響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

と，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

ＳＡ用 115V 系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

（57-4） 

 

第 3.14-64表 ＳＡ用 115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は，第 3.14-65

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，230V 系充電器（ＲＣＩＣ）の盤内外部の目視により性

能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常が

ないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設

計とする。 

（57-4） 

第 3.14-65表 230V系充電器（ＲＣＩＣ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，通常時において本来の用途である設計基

準対象施設へ電源供給している。 

所内常設蓄電式直流電源設備として設備の電源供給元を切替える操作とし

て遮断器操作を行うが，遮断器の速やかな切替えが可能な設計とする。切替え

操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-57表と同様である。 

なお，常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電

器は本来の用途以外の用途には使用しない。 

（57-3） 

 

これにより第 3.14-19 図で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可

能である。 

 

 

第 3.14-19図 所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給 

（Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池(ＳＡ)切り替え）のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14 で示すタイムチャート 

  

手順の項目

電源切替前準備（ＲＣＩＣ停止操作）

移動，不要負荷の切離し

受電切替

8

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流
電源設備による給電

中央制御室運転員Ａ １

9

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

10 11

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

備考6 7

８時間30分 Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-66表に示

すように，通常時は，設計基準等対処設備として使用する場合と同じ系統構成

とし，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統を

構成することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電

器は，通常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時に通常時と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

（57-3，57-7） 

 

第 3.14-66表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

ＳＡ用 115V

系蓄電池 

Ｂ-115V系直流盤（ＳＡ） 

（ＳＡ用 115V系充電器側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式電源設備及び常設代替直流電源設備の系統構成に操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を第 3.14-67 表に示す。これらの操作場所は，

想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所

で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-67表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ｂ－115V系直流

盤（ＳＡ） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ－115V系直流

盤 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ－115V系充電

器 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

中央分電盤 廃棄物処理建物地上１階 廃棄物処理建物地上１階 
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3.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）は，想定される重大事故時等において，これらを組み合わせ，重大事故

等対処時に負荷切り離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離し

て 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必

要な容量として，Ｂ－115V系蓄電池は約 3,000Ah，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）は約 1,500Ah を有する設計とする。 

(57-5) 

 

b) ＳＡ用 115V 系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池，所内常設蓄電式直流電源設

備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，想定される重大事故等時において，24

時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として，Ｓ

Ａ用 115V系蓄電池は約 1,500Ah，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）は約 1,500Ahを

有する設計とする。 

(57-5) 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上

の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の

安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対し

て悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は，二以上の発電用原

子炉施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設

備である非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系の各機器と第 3.14-68表のとお

り位置的分散，及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離

を図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-68表 多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系，ＨＰＣＳ系 
所内常設蓄電式直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

 

Ｂ－115V系蓄電池 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

＜いずれも廃棄物処理建物地下

１階中階＞ 

 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～

直流母線電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び

充電器 

～直流母線電路 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充

電器 

～直流母線電路 
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常設代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備であ

る非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系の各機器と第 3.14-69表のとおり位置

的分散を図る設計とする。 

また，炉心の著しい損傷，原子炉格納用容器の破損，及び貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については，

Ａ－115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から設計基準事故対処設備

への電路とＳＡ用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を，独立性を

有する設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-69表 多重性又は多様性，位置的分散 

 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

Ａ系及びＨＰＣＳ系 
常設代替直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上

１階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

下２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び

充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 
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3.14.2.4 可搬型直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

可搬型直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ことを目的として設置するものである。 

本系統は代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に変換する「Ｂ１

－115V系充電器（ＳＡ）」，「ＳＡ用 115V系充電器」及び「230V系充電器（常用）」，

代替所内電気設備に電源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「高圧発電機

車」，「ガスタービン発電機用軽油タンク」及び「タンクローリ」，代替所内電気

設備として電路を構成する「高圧発電機車接続プラグ収納箱」，「メタクラ切替盤」，

「緊急用メタクラ」，「ＳＡロードセンタ」，「ＳＡ１コントロールセンタ」，「充電

器電源切替盤」，所内常設蓄電式直流電源設備である「Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ）」及び「230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，常設代替直流電源設備である「ＳＡ用

115V系蓄電池」で構成する。可搬型直流電源設備は，高圧発電機車を代替所内電

気設備及びＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電

器（常用）を経由し，直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。

本系統全体の概要図を第 3.14-20図～第 3.14-23図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を第 3.14-70表に示す。 

本系統は，高圧発電機車を所定の接続先である高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続し，代替所内電気設備の系統構成を行った後，高圧発電機車の操作ボタン

により起動する。その後，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及

び 230V 系充電器（常用）から必要な負荷に給電する。また，高圧発電機車の運

転中は，ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリにより燃料を高圧発

電機車に補給することで高圧発電機車の運転を継続する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力

の供給を行うことができる設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

可搬型直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分散につ

いては 3.14.2.4.3 項に詳細を示す。 

なお，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池については，「3.3 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備（設置許可基準規則 46 条に対する方針を示す章）」

で示す。
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第 3.14-70表 可搬型直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

高圧発電機車【可搬型】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

230V系充電器（常用）【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【可搬型】 

ホース【可搬型】 

電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器，230V系充電器（常用）） 

～直流母線電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）電路【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～直流母線電路 

【常設】） 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器，230V系充電器（常用）） 

～直流母線電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）電路【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直

流母線電路【常設】） 

計装設備 

（補助）※1 

Ｂ－115Ｖ系直流盤母線電圧【常設】 

Ｂ１－115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）電圧【常設】 

230Ｖ系直流盤（常用）母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ 
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3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧発電機車 

機関 

 台数 ：６（予備１） 

 使用燃料 ：軽油 

発電機 

 台数 ：６（予備１） 

 種類 ：同期発電機 

 容量 ：約 500kVA/台 

 力率 ：0.8 

 電圧 ：6.6kV 

 周波数 ：60Hz 

 設置場所 ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所及び第二設置場所 

 保管箇所 ：第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア 

 

(2)Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数 ：１ 

 電圧 ：120V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3)ＳＡ用 115V 系充電器 

 個数 ：１ 

 電圧 ：120V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(4)230V系充電器（常用） 

 個数 ：１ 

 電圧 ：240V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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(5)ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(6)タンクローリ 

 容量 ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数 ：1（予備１） 

 設置場所 ：屋外 

 保管箇所 ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型直流電源設備は，第 3.14-71表に示すように，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備である非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系の各機器と第

3.14-72表のとおり独立性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 

 

第 3.14-71表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系は

耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備である可搬型直流電源

設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで，基準

地震動 Ssが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

非常用直流電源設備を設置する廃棄物処理建物と，重大事故防止

設備の保管又は設置するする屋外，廃棄物処理建物は，共に津波

が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系

と，重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は，火災が共通

要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等

対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備Ａ系，ＨＰＣＳ系

と，重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は，溢水が共通

要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等

対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-72表 位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

直流 

設備 

Ａ－115V 系充電器 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保管エリア

及び第４保管エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機Ａ系 

～Ａ－115V 系充電器電路 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 

～高圧炉心スプレイ系充電器電路 

 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充

電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

230Ｖ系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充

電器 

～直流母線電路 

電源 

方式 
蓄電池による給電 交流電力を直流電力に変換 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 
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設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物付属棟地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

燃料流

路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４保管エ

リア＞ 
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3.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，可搬型で屋外の第１保管エリア，第

３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（原子炉

建物第一設置場所及び第二設置場所）に設置する設備であることから，その

機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-73表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-73表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，廃棄物処理建物内

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の

第 3.14-74表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-74表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-75

表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-75表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下第

3.14-76表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-76表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系充電器（常用）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-77 表に

示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-77表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-78表に示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-78表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備で，操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁，タンクローリ付ポンプ，高圧発電機車，代替所内電気設備及び非常用所

内電気設備の各遮断器については，現場で容易に操作可能な設計とする。第

3.14-79表～第 3.14-81表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3, 57-8） 

第 3.14-79表 操作対象機器 

（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁 
弁閉→弁開 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 
手動操作 

タンクローリ付ポンプ 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

ス イ ッ チ

操作 

タンクローリ付ポンプ 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-80表 操作対象機器 

（高圧発電機車～充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））第一電路）） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

ボタン 

操作 

高圧発電機車接続プラ

グ収納箱 

（原子炉建物西側） 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（計装コントロールセ

ンタ側） 

入→切 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（ＳＡ１コントロール

センタ側） 

切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ） 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 

スイッチ 

操作 

ＳＡ用 115V系充電器 切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

230V系充電器（常用） 切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 
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第 3.14-81表 操作対象機器 

（高圧発電機車～充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））第二電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ボタン 

操作 

高圧発電機車接続プラ

グ収納箱 

（原子炉建物南側） 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（計装コントロールセ

ンタ側） 

入→切 

廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（ＳＡ１コントロール

センタ側） 

切→入 

廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ） 

切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 

ＳＡ用 115V系充電器 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 

230V系充電器（常用） 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 

  

添3.14-133

697



 

 

以下に，可搬型直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，原子炉建物に設置している接続口ま

で移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が

可能な設計とする。また，高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等により，

設置場所での操作が可能な設計とする。高圧発電機車の現場操作パネルは，

誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作，監視性を考慮して

おり，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能とする。また，高圧

発電機車は３台同期運転が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，系統の運転状態を

表示及び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，系統の運転状態を表示及び

計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，系統の運転状態を表示及

び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁について

は，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

f) タンクローリ 

タンクローリについては，付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動す

る設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，第 3.14-82表に示すように運転中又

は停止中に機能・性能試験，分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，運転性能の確認として，高圧発

電機車の運転状態として発電機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，

模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また，高圧発電機車

の部品状態の確認として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷，割

れ等がないことの確認を行う。また，高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-82表 高圧発電機車の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 
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b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-83 表に示

すように運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が

可能な設計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の盤内外部の目視により

性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常

がないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた

設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-83表 Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，第 3.14-84 表に示すように

運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影

響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

と，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

ＳＡ用 115V 系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

（57-4） 

第 3.14-84表 ＳＡ用 115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，第 3.14-85 表に示すよう

に運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な

設計とする。 

性能の確認として，230V 系充電器（常用）の盤内外部の目視により性能に

影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がない

こと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

230V 系充電器（常用）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計と

する。 

（57-4） 

第 3.14-85表 230V系充電器（常用）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-86表に

示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体

的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可

能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施可能

な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能

な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-86表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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f) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，第 3.14-87表に示すように発電用原

子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とす

る。タンクローリは油量，漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を

設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さ

らに，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認ができる

設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-87表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，可搬型代替交流電源設備と代替所内電気設備と所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，及び可搬型直流電源設備と

して使用する 230Ｖ系充電器（常用）を組み合わせた系統であるため，本来の

用途以外の用途には使用しない。なお，代替所内電気設備は遮断器を設けるこ

とにより想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切

り替えが可能な設計とする。また，必要な燃料系統の操作は，ガスタービン発

電機用軽油タンクドレン弁を設けることにより想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作

の対象機器は(2)操作性の第 3.14-79表～第 3.14-81表と同様である。 

（57-3） 

 

これにより第 3.14-24図～第 3.14-26図で示すタイムチャートの通り速やかに

切り替えが可能である。 
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※１ 第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間５分以内で可能である。 

※２ 第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。 

 

第 3.14-24図 可搬型直流電源設備による電源供給のタイムチャート 

 

 

第 3.14-25図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，準備・片付けを 10分，トータル約 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，準備・片付けを 10 分，トータル約 20 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，準備・片付けを 10 分，トータル約 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，準備・片付けを 10 分，トータル約 16 分で可能である。 

 

第 3.14-26図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14で示すタイムチャート 

  

手順の項目 要員(数)

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

排風機運転

移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備

移動，排風機電源復旧

移動，充電器盤への給電，受電操作

移動　※２

車両健全性確認

高圧発電機車配置，高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電，接続作業

移動，仮設ケーブル敷設，接続

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

可搬型直流電源設備による給電

（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機
車接続プラグ収納箱に接続）による給電の場

合）

【第４保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３ 移動，メタクラ切替操作

移動，高圧発電機車による送電

５時間 充電器盤受電２時間30分 高圧発電機車による給電 ※１

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，第 3.14-88表に示すように，設計基準事故対処設備

である非常用直流電源設備と切離された状態とし，通常時は電源となる高圧発

電機車を代替所内電気設備又は非常用所内電気設備と切り離し，及びタンクロ

ーリをガスタービン発電機用軽油タンクと切離して保管することで隔離する

系統構成としており，重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，非常用直流電源設備，代替所内電気設備及び非常用交流電源

設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系

充電器及び 230V 系充電器（常用）の受電元は，設計基準事故対処設備である

非常用コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ１コントロール

センタから，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とし，他

の設備に影響を与えない設計とする。 

高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-88表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用直流

電源設備 

ＳＡ用 115V系充電器遮断器 

（Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）側

出力） 

手動 切 

非常用直流

電源設備 

230V 系直流盤（常用）遮断器 

（230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）側

母線連絡） 

手動 切 

代替所内電

気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（高圧発電機車の接続口） 
手動 通常時切り離し 

非常用交流

電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タン

ク（タンクローリの接続口） 
手動 通常時切り離し 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，高圧発電機車からＳＡ１コントロールセンタ経

由でＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常

用）へ電源供給する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電

機車まで燃料移送する系統は，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作

場所を第 3.14-89表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における

放射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 

  

添3.14-142

706



 

 

第 3.14-89表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧発電機車 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

タンクローリ 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

Ｃ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

ＳＡロードセンタ 
原子炉低圧代替注水ポンプ格

納槽地下１階 
中央制御室 

充電器電源切替盤 廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ１－115V系 

充電器（ＳＡ） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

ＳＡ用 15V 系充電

器 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

230V系充電器（常

用） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，設計基準事故対処

設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧

発電機車を代替所内電気設備へ接続することにより， 24 時間にわたり必要

な設備へ直流電源を供給するために必要な出力容量として，約 200Aを有する

設計とする。 

（57-5） 

 

b) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，設計基準事故対処設備の電

源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧発電機車

を代替所内電気設備へ接続することにより， 24 時間にわたり必要な設備へ

直流電源を供給するために必要な出力容量として，約 200A を有する設計とす

る。 

（57-5） 

 

c) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，設計基準事故対処設備の

電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧発電機

車を代替所内電気設備へ接続することにより，24時間にわたり必要な設備へ

直流電源を供給するために必要な容量として，約 200A を有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に

おいて，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が，

７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kLを上回る，容量約 560kL

を有する設計とする。 

（57-5） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，高圧発電機車接続先からＢ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用）までの常設の電路

は代替所内電気設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非常

用所内電気設備の各機器と第 3.14-90表のとおり多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 
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第 3.14-90表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9 参照） 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及び

地下１階中階＞ 

 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所＞ 

Ｃ-メタクラ切替盤 

Ｄ-メタクラ切替盤 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 
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3.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，

最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台

使用する。保有数は，２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計７台を保管する。 

具体的には高圧発電機車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，常

設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる

設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備を受電する場合は，原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流

電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備する。必

要となる負荷は，最大負荷 760kW 及び連続最大負荷 545kW である。最大負荷

に十分な余裕を考慮し 500kVA/台の高圧発電機車が３台必要である。「共-4 

可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について」に基づき，

高圧発電機車は，重大事故等対処時に必要な台数６台，及び容量約 500kVA/

台を有する設計とする。加えて予備１台を有する設計とする。 

(57-5) 

 

b) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる

容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置

の連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水

ポンプ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 

台使用する。保有数は 1 セット 1 台と，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 1 台（共用）の合計２台を分散して保管する。 

 (57-5，57-11) 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，ＳＡ１コントロールセンタを電源供給する系統

及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系

統は，接続が必要なタンクローリホース，高圧発電機車ケーブルについては，

現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-91表～第 3.14-93表に対象機器

の接続場所を示す｡ 

 

第 3.14-91表 接続対象機器設置場所 

（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所 

フランジ接

続 

タンクローリ 高圧発電機車 

原子炉建物高圧発電機車

第一設置場所 

原子炉建物高圧発電機車

第二設置場所 

ノズル接続 

 

第 3.14-92表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～ＳＡ１コントロールセンタ 第一電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場

所 

コネクタ 

接続 
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第 3.14-93表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～ＳＡ１コントロールセンタ 第二電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場

所 

コネクタ 

接続 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性

を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，建物外壁の高圧発電機車接続プラグ

収納箱にてケーブルをコネクタ接続すること，及び接続状態を目視で確認で

きることから，確実な接続が可能な設計とする。高圧発電機車ケーブルは充

電部が露出する場合に養生することにより３相間の絶縁を確保する設計とす

る。 

（57-2, 57-8） 

 

なお，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続方法として，ガスター

ビン発電機建物南側にある緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メ

タクラを経由して非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ，

ＳＡ２コントロールセンタを受電することが可能な設計とする。本接続方法

は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。 

 

b) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タンクの

接続については，燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフランジ

を接続するために，特殊な工具を必要としない。 

（57-2） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，ＳＡ１コントロールセンタに電源供

給する場合において，原子炉建物の異なる面に位置的分散を図った二箇所の

接続口を設置していることから，共通要因により接続不可とならない設計と

する。 

（57-2） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は，

(2)確実な接続の第 3.14-91 表～第 3.14-93 表と同様である。これらの操作場

所は，想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，設

置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクローリは，

地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮し，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第１保管エリア，第３保管エ

リア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。 

（57-2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても，

可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（「可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（57-6） 

  

添3.14-152

716



 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機

能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である

非常用直流電源設備の各機器と第 3.14-94表のとおり多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 
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第 3.14-94表 多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 

直流 

設備 

Ａ－115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系充電

器 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下

１階中階＞ 

Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V 系充電器（常用） 

＜廃棄物処理建物地下１

階中階＞ 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 

＜いずれも原子炉建物付

属棟地下２階＞ 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物１階

＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３

保管エリア及び第４保管

エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機

Ａ系 

～Ａ－115V 系充電器電路 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 

～高圧炉心スプレイ系充

電器電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電

池及び充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

及び充電器 

～直流母線電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱 

～充電器（Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器，

230V 系充電器（常

用））電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）及び充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及

び充電器～直流母線

電路 

230Ｖ系蓄電池（ＲＣＩ

Ｃ）及び充電器 

～直流母線電路 

電源 

方式 
蓄電池による給電 蓄電池による給電 

交流電力を直流電力に変

換 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 － 空冷式 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タン

ク 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ディーゼル燃料デイタン

ク 

＜原子炉建物付属棟地下

１階＞ 

－ 

ガスタービン発電機用軽

油タンク 

＜ガスタービン発電機建

物西側軽油タンク設置場

所＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポン

プ 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

－ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第

４保管エリア＞ 
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3.14.2.4.5 その他設備 

3.14.2.4.5.1 直流給電車 

3.14.2.4.5.1.1 設備概要 

 

直流給電車は，設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），

及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源）によ

り，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉心の著しい損

傷を防止するために，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系，逃がし安全弁及び

当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給できるように，直流給電車を配備す

る。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.2.5 号炉間電力融通電気設備（自主対策設備） 

3.14.2.5.1 号炉間電力融通ケーブル 

3.14.2.5.1.1 設備概要 

 

設計基準事故対処設備の交流電源喪失（全交流動力電源喪失），及び重大事故

等対処設備の電源喪失（代替交流電源喪失）により，重大事故に至る恐れがある

事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために，１号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電

気設備に電源供給できるように，号炉間電力融通ケーブルを設ける。なお，本設

備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

3.14.2.5.2 号炉間連絡ケーブル 

3.14.2.5.2.1 設備概要 

 

外部電源及び非常用直流電源喪失後，１号炉の非常用コントロールセンタから

自号炉の非常用コントロールセンタに電源供給することで，非常用ディーゼル発

電機の起動に必要な制御電源を確保できるように，号炉間連絡ケーブルを設ける。

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した

場合，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備

から必要な設備に電源を供給するための電路を確保することにより，重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

することを目的として設置するものである。 

本系統は電路を構成する「緊急用メタクラ」，「メタクラ切替盤」，「高圧発電機

車接続プラグ収納箱」，「ＳＡロードセンタ」，「ＳＡ１コントロールセンタ」，「Ｓ

Ａ２コントロールセンタ」，「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧母線Ｄ系」，「充

電器電源切替盤」及び「ＳＡ電源切替盤」，代替所内電気設備から電源供給時に

設備の遠隔操作を行う「重大事故操作盤」で構成する。本系統全体の概要図を第

3.14-27 図～第 3.14-29 図に，本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.14-95

表に示す。 

本系統は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，

ＳＡロードセンタ，非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，充電器電源切替

盤，ＳＡ電源切替盤を操作して系統構成することにより，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使用する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散に

ついては 3.14.2.6.3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保について

は 3.14.2.6.4 項に詳細を示す。 

なお，ＳＲＶ用電源切替盤については，「3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備（設置許可基準規則第 46条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 
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第 3.14-95 表 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

非常用高圧母線Ｃ系【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 － 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 緊急用メタクラ 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上３階 

 

(2) メタクラ切替盤 

 個数 ：一式 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(3) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所（原子炉建物西側） 

  原子炉建物高圧発電機車第二設置場所（原子炉建物南側） 

 

(4) 非常用高圧母線Ｃ系 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(5) 非常用高圧母線Ｄ系 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(6) ＳＡロードセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下１階 

 

(7) ＳＡ１コントロールセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 400A 

 取付箇所 ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下１階 
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(8) ＳＡ２コントロールセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 400A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上３階 

 

(9) 充電器電源切替盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(10) ＳＡ電源切替盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上３階 

 

(11) 重大事故操作盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：制御室建物地上４階（中央制御室） 
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3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

代替所内電気設備は，第 3.14-96表で示すとおり地震，津波，火災，溢水によ

り同時に故障することを防止するため，非常用所内電気設備と独立性を確保する

設計とする。 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時

にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-97表で示すとおり，位置的分

散を図った設計とする。緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタは，設計基準事故対処設備である非常用高圧母線，非常用ロードセン

タ，非常用コントロールセンタと位置的分散された屋外，ガスタービン発電機建

物，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び原子炉建物内にそれぞれ配置し，同時

に機能が喪失しない設計とする。電路については，代替所内電気設備を非常用所

内電気設備に対して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によっ

て同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 

 

第 3.14-96表 設計基準事故対処設備との独立性 

  

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である代替所内電気設備は基準地震動 Ss

で機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因

となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と，重大事故防止設

備を設置する屋外，ガスタービン発電機建物，低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽，原子炉建物の各設置場所は，ともに津波が到達

しない位置とすることで，津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である代替所内電気設備は，火災が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針について」に示す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備と，重大事故防止設

備である代替所内電気設備は，溢水が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に

対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-97表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及び地下１

階中階＞ 

 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

＜原子炉建物西側，原子炉建物南側＞ 

メタクラ切替盤 

＜原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

操作盤 
中央制御室及び中央制御室外原子炉停

止制御盤 
重大事故操作盤 
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3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において，代替交流電源からの電力を確保するために，以下のとおり，原子炉

建物付属棟地上２階及び地上中２階に設置している非常用所内電気設備へアク

セス可能な設計とし，接近性を確保する設計とする。 

（57-6） 

 

屋内のアクセスルートに影響を与える恐れがある以下の事象について評価し

た結果問題なし。 

a. 地震時の影響・・・プラントウォークダウンにて確認した結果問題なし。 

b. 地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源と

なる機器が設置されてないことから問題なし。 

c. 地震による内部溢水の影響・・・地震により溢水が発生しても歩行困難な

水位にならないことを確認していることから問題なし。 

 

詳細は，「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照 

 

なお，万が一，原子炉建物付属棟地上２階の非常用電気室への接近性が失われ

ることを考慮して，同非常用電気室を経由せず，地上１階から接近可能な代替所

内電気設備を原子炉建物付属棟地上３階に設置することにより，接近性の向上を

図る設計とする。 
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3.14.2.6.5 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，ガスタービン発電機建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-98

表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-98 表 想定する環境条件及び荷重条件（緊急用メタクラ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，原子炉建物付属棟内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-99 表に示す設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-99 表 想定する環境条件及び荷重条件（メタクラ切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-100表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-100表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車接続プラグ収納箱） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，原子炉建物付属棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-101表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-101表想定する環境条件及び荷重条件（非常用高圧母線Ｃ系） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，原子炉建物付属棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-102表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-102表 想定する環境条件及び荷重条件（非常用高圧母線Ｄ系） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生

した場合における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件を考慮し，

以下の第 3.14-103表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-103 表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡロードセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等が発生した場合における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件

を考慮し，以下の第 3.14-104表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-104表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ１コントロールセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，原子炉建物付属棟内に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-105表

に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-105表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ２コントロールセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，廃棄物処理建物内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

廃棄物処理建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-106 表に示す設計とす

る。 

（57-2） 

 

第 3.14-106 表 想定する環境条件及び荷重条件（充電器電源切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，原子炉建物付属棟内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-107 表に示す設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-107 表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ電源切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

  

添3.14-177

741



 

 

k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，制御室建物内に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，制御

室建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-108表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-108 表 想定する環境条件及び荷重条件（重大事故操作盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

制御室建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。 

風（台風）・積雪 
制御室建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備で，操作が必要な緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ，Ｓ

Ａ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系

については，中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.14-109

表～第 3.14-110 表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-109表 操作対象機器 

（緊急用メタクラ～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロール

センタ側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-110表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ナット 

接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤） 
切→入 

ガスタービン発電機建物内地

上３階 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 
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以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，中央制御室でのスイッチ操作による

手動操作であること，及び緊急用メタクラの状態を遮断器開閉表示及び計器

により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，現場盤でのボルト・ナットによる手

動操作であること，及びメタクラ切替盤の状態を目視確認にて確認できるこ

とから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，ケーブルをコネクタ

接続すること及び，接続状態を目視確認にて確認できることから，確実な操

作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，現場盤での操作スイッチによる

手動操作であること，及び非常用高圧母線Ｃ系の運転状態を現場の遮断器開

閉表示及び計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，現場盤での操作スイッチによる

手動操作であること，及び非常用高圧母線Ｄ系の運転状態を現場の遮断器開

閉表示及び計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，中央制御室でのスイッチ操作によ

る手動操作であること，及びＳＡロードセンタの状態を遮断器開閉表示及び

計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，操作不要である。 

（57-2, 57-3） 

 

h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，操作不要である。 

（57-2, 57-3） 

 

i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，現場盤での配線用遮断器の手動操

作であること，及び充電器電源切替盤の状態を確認できることから，確実な

操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，現場盤での配線用遮断器の手動操作

であること，及びＳＡ電源切替盤の運転状態を配線用遮断器の開閉状態にて

確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，中央制御室での操作スイッチによる

手動操作であること，及び操作されたことをＦＤ画面にて確認できることか

ら，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，第 3.14-111 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

緊急用メタクラの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ

る異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-111表 緊急用メタクラの試験及び検査 

 

  

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 緊急用メタクラの母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 緊急用メタクラの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 緊急用メタクラの外観の確認 
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b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，第 3.14-112 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

メタクラ切替盤の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ

る異常がないこと，及び性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設

計とする。 

(57-4) 

第 3.14-112表 メタクラ切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 メタクラ切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

メタクラ切替盤の外観，寸法の確認 

メタクラ切替盤の盤内部の目視点検 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，第 3.14-113 表に示

すように発電用原子炉運転中又は停止中において外観検査，及び機能・性能

試験が可能な設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観検査として，目視により性能に影響を

及ぼす恐れのある異常がないこと，及び特性試験として絶縁抵抗の確認を行

う。 

(57-4) 

 

第 3.14-113 表 高圧発電機車接続プラグ収納箱の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中又

は停止中 

機能・性能試験 高圧発電機車接続プラグ収納箱の絶縁抵抗の確認 

外観検査 高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観の確認 
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d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，第 3.14-114 表に示すように，

発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に

外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線Ｃ系の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-114表 非常用高圧母線Ｃ系の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｃ系の母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｃ系の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 非常用高圧母線Ｃ系の外観の確認 

 

e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，第 3.14-115 表に示すように，

発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に

外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線Ｄ系の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-115表 非常用高圧母線Ｄ系の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｄ系の母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｄ系の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 非常用高圧母線Ｄ系の外観の確認 
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f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，第 3.14-116 表に示すように，発

電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外

観検査が可能な設計とする。 

ＳＡロードセンタの外観検査として目視により性能に影響を及ぼす恐れの

ある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-116表 ＳＡロードセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡロードセンタの絶縁抵抗，受電状態の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

ＳＡロードセンタの外観，寸法の確認 

ＳＡロードセンタの盤内部の目視点検 

 

g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，第 3.14-117 表に示すよ

うに，発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観検査が可能な設計とする。 

ＳＡ１コントロールセンタの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-117表 ＳＡ１コントロールセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡ１コントロールセンタの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 ＳＡ１コントロールセンタの外観，寸法の確認 
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h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，第 3.14-118 表に示すよ

うに，発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観検査が可能な設計とする。 

ＳＡ２コントロールセンタの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼ

す恐れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-118表 ＳＡ２コントロールセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡ２コントロールセンタの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 ＳＡ２コントロールセンタの外観，寸法の確認 

 

i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，第 3.14-119 表に示すように，発

電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外

観検査が可能な設計とする。 

充電器電源切替盤の機能確認として充電器の受電が可能であることの確認

を行う。 

また，性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

また，定例試験として，ＳＡ電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-119表 充電器電源切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 

充電器電源切替盤での電源元切替えにより充電器

の受電確認 

充電器電源切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

充電器電源切替盤の外観，寸法の確認 

充電器電源切替盤の盤内部の目視点検 
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j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，第 3.14-120 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

ＳＡ電源切替盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を

行う。 

また，性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

また，定例試験として，ＳＡ電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-120表 ＳＡ電源切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 

ＳＡ電源切替盤での電源元切替えにより電動弁の

受電確認 

ＳＡ電源切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

ＳＡ電源切替盤の外観，寸法の確認 

ＳＡ電源切替盤の盤内部の目視点検 

 

k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，第 3.14-121 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

重大事故操作盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を

行う。 

また，定例試験として，重大事故操作盤からの操作への切り替えがＦＤ画面

にて確認可能な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-121表 重大事故操作盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 
重大事故操作盤からの操作による電動弁の動作確

認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

重大事故操作盤の外観，寸法の確認 

重大事故操作盤の盤内部の目視点検 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，代替所

内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器操作等

により速やかな切り替えが可能な設計とする。切り替え操作の対象機器は(2)

操作性の第 3.14-109表～第 3.14-110表と同様である。 

（57-3） 

 

 

これにより第 3.14-30図で示すタイムチャートの通り速やかに切り替えが可能

である。 

 

 
※１ 第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間 15 分以内で可能である。 

※２ 第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。 

   また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間 15 分以内で可能である。 

 

第 3.14-30図 高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及び 

ＳＡ１コントロールセンタ受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.14で示すタイムチャート 

 

  

手順の項目 要員(数)

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

車両健全性確認　※２

高圧発電機車配備　※２

移動，メタクラ切替盤作業

移動，送電操作

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車
接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセ
ンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合
（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）

【第１保管エリアを使用する場合】

240 270 300 330 360

高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

備考30 60 90 120 150 180 210

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

高圧発電機車によるＳＡロードセンタ ４時間20分 ※１

及びＳＡコントロールセンタ受電
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，第 3.14-122 表に示すように，通常時は非常用所内電

気設備と切り離し，非常用高圧母線Ｃ系の遮断器（緊急用メタクラ側）及び非

常用高圧母線Ｄ系の遮断器（緊急用メタクラ側）を切とすることで隔離する系

統構成としており，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，設計基準事故対処設備である非常用

コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ２コントロールセンタ

から，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで，

他の設備に影響を与えない設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，設計基準事故対処設備である非常

用コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ１コントロールセン

タから，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで，

他の設備に影響を与えない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，通常時に設計基準事故対処設備であ

る非常用高圧母線の操作盤及び中央制御室外原子炉停止制御盤と切り離され

た状態とし，重大事故時に重大事故対処設備として系統構成することで，他の

設備に影響を与えない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-122表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

ＳＡ電源切替盤遮断器 

（ＳＡ２コントロールセンタ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

充電器電源切替盤遮断器 

（ＳＡ１コントロールセンタ側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧

作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の系統構成に必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-123 表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-123表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

高圧発電機車接続

プラグ収納箱 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

ＳＡロードセンタ 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

ＳＡ１コントロー

ルセンタ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 
－ 

ＳＡ２コントロー

ルセンタ 

原子炉建物付属棟 

地上３階 
－ 

充電器電源切替盤 廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上３階 

重大事故操作盤 廃棄物処理建物地上１階 廃棄物処理建物地上１階 

非常用高圧母線Ｃ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.6.5.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機１基が接続可能

であることから，ガスタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対し，十

分余裕を有する定格電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，高圧発電機車が接続可能であり，ガ

スタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対し，十分余裕を有する定格

電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，高圧発電機車が接続

可能であり，ガスタービン発電機を使用して原子炉補機代替冷却系に対して

電源供給することから，ガスタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対

し，十分余裕を有する定格電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，設計基準事故対処設備の電源

（全交流動力電源喪失）が喪失した場合，ガスタービン発電機１基の定格電

流である 502A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。なお，非常用高圧母

線Ｃ系は，非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を

考慮し，定格電流約 1,200A を有する設計とする。 

（57-5） 
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e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，設計基準事故対処設備の電源

（全交流動力電源喪失）が喪失した場合，ガスタービン発電機１基の定格電

流である 502A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。なお，非常用高圧母

線Ｄ系は，非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を

考慮し，定格電流約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，重大事故等対処時に必要な容量

754Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，重大事故等対処時に必要

な容量 394Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 400Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，重大事故等対処時に必要

な容量 99Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 400Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

i) 充電器電源切替盤 

対象外である。 

 

j) ＳＡ電源切替盤 

対象外である。 

 

k) 重大事故操作盤 

対象外である。 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替所内電気設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能

と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備の各機器と第 3.14-124 表のとおり多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-124表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9参照） 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟

地上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及

び地下１階中階＞ 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

＜原子炉建物西側，原子炉建物南側＞ 

メタクラ切替盤 

＜原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟

地上２階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階

＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２

階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

操作盤 
中央制御室及び中央制御室外

原子炉停止制御盤 
重大事故操作盤 

  

添3.14-195

759



 

 

3.14.2.6.6 その他設備 

3.14.2.6.6.1 非常用コントロールセンタ切替盤 

3.14.2.6.6.1.1 設備概要 

 

常設代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電気設備及び

電路を設置することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，ＳＡロードセンタ及びＳＡ１

コントロールセンタから非常用コントロールセンタに電源供給できるように設

ける。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

3.14.2.6.6.2緊急用メタクラ接続プラグ盤 

3.14.2.6.6.2.1 設備概要 

 

可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線又は代替所内電気設備への電源

供給手段の多重化を図るため，緊急用メタクラ接続プラグ盤を設ける。高圧発電

機車を緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メタクラから非常用高圧母

線又は代替所内電気設備へ至る電路は，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧

母線へ至る電路に対して，独立した電路で系統構成する。なお，本設備は事業者

の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

3.14.3.1.1 設備概要 

非常用交流電源設備は，外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源

を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統はディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機」，非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料を保管する「ディーゼル燃料貯蔵タン

ク」，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機近傍で

燃料を保管する「ディーゼル燃料デイタンク」，ディーゼル燃料貯蔵タンクから

ディーゼル燃料デイタンクまで燃料を移送する「ディーゼル燃料移送ポンプ」，

電源供給先である「非常用高圧母線」で構成する。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は非常用

高圧母線の電源喪失を検出し，自動起動することで非常用高圧母線に電源を供給

する。非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料

はディーゼル燃料貯蔵タンクからディーゼル燃料デイタンクにディーゼル燃料

移送ポンプを用いて自動で供給され，ディーゼル燃料デイタンクから自重で非常

用ディーゼル発電機に供給される。 

非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時に代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ），

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入系，代替自動減圧機能，低

圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），低圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），原子炉補機冷却系，格納容器代替スプレイ（常設）格納容器代替スプレイ

（可搬型），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード），計装設備及

び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，重大事故等時に高圧炉心スプレイ系，

高圧炉心スプレイ補機冷却系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。 

本系統全体の概要図を第 3.14-31図に，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料供給系統の概要図を第 3.14-32図に示す。また，

本系統に属する設備のうち，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を第 3.14-125

表に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故時等において

その機能を考慮するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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第 3.14-125表 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

非常用ディーゼル発電機【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 

ディーゼル燃料移送ポンプ【常設】 

ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 

ディーゼル燃料デイタンク【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線電路【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線電路

【常設】 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ
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3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

機関 

 台数    ：２ 

 出力    ：約 6,150kW/台 

 起動方式 ：圧縮空気起動 

 起動時間  ：約 10秒 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：２ 

 種類    ：横軸回転界磁三相同期発電機 

 容量    ：約 7,300kVA/台 

 力率    ：0.8（遅れ） 

 電圧    ：6.9kV 

 周波数   ：60Hz 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

機関 

 台数    ：１ 

 出力    ：約 3,480kW/台 

 起動方式 ：圧縮空気起動 

 起動時間  ：約 13秒 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：１ 

 種類    ：横軸回転界磁三相同期発電機 

 容量    ：約 4,000kVA/台 

 力率    ：0.8（遅れ） 

 電圧    ：6.9kV 

 周波数   ：60Hz 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 
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(3) ディーゼル燃料移送ポンプ 

 種類  ：スクリュー式 

 容量  ：約 4.0m3/h/台 

 吐出圧力  ：約 0.54MPa 

 最高使用圧力 ：約 0.98MPa 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数  ：1（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 出力  ：約 2.2kW/台 

 

(4) ディーゼル燃料移送ポンプ 

 種類  ：スクリュー型 

 容量  ：約 4.0m3/h/台 

 吐出圧力  ：約 0.5MPa 

 最高使用圧力 ：約 0.98MPa[gage] 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数  ：1（非常用） 

 取付箇所 ：原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 出力  ：約 3.7kW/台 

 

(5) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 170kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数  ：2（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 

(6) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 100kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数  ：3（非常用） 

 取付箇所  ：原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 
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(7) ディーゼル燃料デイタンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 16m3/基（非常用），約 9m3/基（高圧炉心スプレイ系用） 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：45℃ 

 個数  ：2（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下１階 
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3.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

非常用交流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

非常用交流電源設備の，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機，ディーゼル燃料デイタンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディー

ゼル燃料移送ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様

で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用交流電源設備については，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために

必要な機能を有効に発揮するものとする。 
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(1) 非常用ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機については，原子炉建物付属

棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有

効に発揮することができるよう，第 3.14-126表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-126表 想定する環境条件及び荷重条件（非常用ディーゼル発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機については，原

子炉建物付属棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が

発生した場合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，第 3.14-127 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-127表 想定する環境条件及び荷重条件 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(3) ディーゼル燃料移送ポンプ（Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ，ＨＰＣＳ－デ

ィーゼル燃料移送ポンプ 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料移送ポンプについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-128 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-128表 想定する環境条件及び荷重条件 

（Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(4) ディーゼル燃料移送ポンプ（Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料移送ポンプについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-129 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-129表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(5) ディーゼル燃料貯蔵タンク（Ａ－ディーゼル燃料貯蔵タンク，ＨＰＣＳ－デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-130 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-130表 想定する環境条件及び荷重条件 

（Ａ－ディーゼル燃料貯蔵タンク，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(6) ディーゼル燃料貯蔵タンク（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-131 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-131表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(7) ディーゼル燃料デイタンク 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料デイタンクについては，原子炉建物付

属棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場

合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第 3.14-132表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-132表 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル燃料デイタンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

また，ディーゼル燃料移送ポンプ，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼ

ル燃料デイタンクは操作不要，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機は中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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非常用交流電源設備については，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。

また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内

部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内

部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.1.4 その他設備 

3.14.3.1.4.1 常用高圧母線Ａ系及びＢ系 

3.14.3.1.4.1.1 設備概要 

 

代替交流電源設備から非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系への電源供給ラインの多

重化を図るため，常用高圧母線Ａ系及びＢ系を使用する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線Ａ系及びＢ系を経由

し，非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系に至る電路は，常用電源設備を経由する電路で

あり，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して独立性

を図る設計とする。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで運用するもので

ある。 
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3.14.3.2 非常用直流電源設備 

3.14.3.2.1 設備概要 

 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設

備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するもの

である。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

本系統は全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「Ａ－

115V 系蓄電池」，「Ｂ－115V 系蓄電池」，「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）」，「230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系蓄電池」，「Ａ－原子炉中性子計装

用蓄電池」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池」，交流電源復旧後に直流設備

に電源供給する「Ａ－115V 系充電器」，「Ｂ－115V 系充電器」，「Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ）」，「230V 系充電器（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系充電器」，「Ａ

－原子炉中性子計装用充電器」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用充電器」で構成す

る。 

なお，「Ａ－115V 系蓄電池」，「Ｂ－115V系蓄電池」，「Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）」，「230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系蓄電池」，「Ａ－原子炉

中性子計装用蓄電池」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池」をまとめて「非常

用蓄電池」という。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後にＡ－115V系蓄電池，Ｂ－115V系蓄電池，

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から重大事故等対処

設備（設計基準拡張）に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から 70 分を経過

した時点で，Ａ－115V系蓄電池の不要な負荷の切り離しを行う。 

その後，運転継続することにより全交流動力電源喪失から８時間必要な負荷に

電源供給することが可能である。 

本系統全体の概要図を第 3.14-33図～第 3.14-34図に，本系統に属する設備の

内，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を第 3.14-133表に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故時等において

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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第3.14-133表 非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

Ａ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

Ａ－115V系充電器【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系充電器【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路【常

設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ａ－中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ－中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) Ａ－115V系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 1,200Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(2) Ｂ－115V系蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 3,000Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(4) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：230V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(5) 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 500Ah 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

(6) Ａ－中性子計装用蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±24V 

 容量    ：約 90Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 
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(7) Ｂ－中性子計装用系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±24V 

 容量    ：約 90Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(8) Ａ－115V系充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 210A 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(9) Ｂ－115V系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(10) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(11) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：240V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(12) 高圧炉心スプレイ系充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：120V 

 容量    ：約 80A 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 
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(13) Ａ－中性子計装用充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±27V 

 容量    ：約 210A 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(14) Ｂ－中性子計装用充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：±27V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

非常用直流電源設備については，設計基準事故時の直流電源供給機能を兼用し

ており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用直流電源設備については，原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置

される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子

炉建物付属棟及び廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第 3.14-134表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-134表 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

また，非常用直流電源設備は操作不要な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する設計とする。 

また，非常用直流電源設備のうち蓄電池については，発電用原子炉の運転中に

定例試験及び簡易点検を，また運転中又は停止中に機能・性能検査を可能な設計

とする。また，非常用直流電源設備のうち充電器については，発電用原子炉の運

転中又は停止中に定例試験，外観構造検査及び機能・性能検査を可能な設計とす

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.3 燃料補給設備 

3.14.3.3.1 設備概要 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，

枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的として

使用する。 

本設備はガスタービン発電機用軽油タンク，タンクローリ，流路であるガスタ

ービン発電機用軽油タンクドレン弁及びホースから構成される。 

大量送水車，大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置は，ガスタービン発電

機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの軽油の補給は，ホース

を用いる設計とする。 

本設備に関する重大事故等対処設備を第 3.14-135表に,本設備全体の概要図を

第 3.14-35図に示す。 

燃料補給設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散につい

ては 3.14.3.3.3 項に詳細を示す。 

 
 

第 3.14-35図 燃料補給設備 系統概要図 
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第 3.14-135 表 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料源 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 

ホース【可搬型】 

燃料補給先 

タンクローリ 

大量送水車【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

可搬式窒素供給装置【可搬型】 

電路 － 
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3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(2) タンクローリ 

 容量 ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数 ：1（予備 1） 

 設置場所 ：屋外 

 保管箇所 ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.3.3.3 燃料補給設備の独立性，位置的分散 

 

燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-136 表で示すと

おり位置的分散を図った設計とする。 

燃料補給設備は，第 3.14-137 表で示すとおり地震，津波，火災及び溢水によ

り同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保す

る設計とする。 

 

第 3.14-136表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 燃料補給設備 

燃料源 ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク 

＜原子炉建物西側及び

タービン建物西側＞ 

ディーゼル燃料デイタ

ンク 

＜原子炉建物地下１階

＞ 

ガスタービン発電機用

軽油タンク 

＜ガスタービン発電機

建物西側軽油タンク設

置場所＞ 

ガスタービン発電機用

サービスタンク 

＜ガスタービン発電機

建物地上２階＞ 

ガスタービン発電機用

軽油タンク 

＜ガスタービン発電機

建物西側軽油タンク設

置場所＞ 

 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポ

ンプ 

＜原子炉建物西側及び

タービン建物西側＞ 

ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプ 

＜ガスタービン発電機

建物地上１階＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び

第４保管エリア＞ 
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第 3.14-137表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 燃料補給設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である燃料補給設備は基準地震動 Ss で

機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因と

なり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する各設置場所（ディーゼル燃料貯

蔵タンク：原子炉建物西側及びタービン建物西側，ディーゼル燃

料デイタンク：原子炉建物地下１階，ディーゼル燃料移送ポン

プ：原子炉建物西側及びタービン建物西側）と，重大事故防止設

備を設置する設置場所（ガスタービン発電機用軽油タンク：ガス

タービン発電機建物西側軽油タンク設置場所）及び重大事故防止

設備を保管する各保管場所（タンクローリ：第３保管エリア及び

第４保管エリア）は，ともに津波が到達しない位置とすることで，

津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故等対処

設備である燃料補給設備は，火災が共通要因となり故障すること

のない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故等対処

設備である燃料補給設備は，溢水が共通要因となり故障すること

のない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対

する防護方針について」に示す）。 
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3.14.3.3.4  設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.3.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に設置する

設備であることから，想定される重大事故等時における,その機能を有効に発

揮することができるよう,以下の第 3.14-138表に示す設計とする。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，屋外の第３保管エリア，第４保管エリアに

保管し，重大事故等時は屋外に設置する設備であることから，想定される重大

事故等時における,その機能を有効に発揮することができるよう,以下の第

3.14-139表に示す設計とする。 

タンクローリの操作は，タンクローリに付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による

荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒

する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

たタンクローリを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策

とする。 

（57-2,57-3） 
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第3.14-138表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

第3.14-139表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備を運転する場合は，タンクローリの配備及びガスタービン発電

機用軽油タンクへのホースの接続を行い，軽油の抜き取りを実施した後，タン

クローリを大量送水車，大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置の近傍に移

動及びホース接続を行い，タンクローリを起動することで燃料の補給を行う。

以上のことから，燃料補給設備の操作に必要な機器及び操作に必要な弁，ホー

スを第 3.14-140 表に示す。 

ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁については，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計と

する。 

 

また，タンクローリについては，付属の操作スイッチからのスイッチ操作で

起動する設計とする。タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

 

第 3.14-140 表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2,57-3） 

第 3.14-140表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

タンクローリ 起動・停止 屋外 
スイッチ 

操作 

ガスタービン発電機用

軽油タンク（ドレン弁） 
弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-141 表に示す

ように原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。ガスタービ

ン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上

部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの漏洩検査が実施可能な設計とする。具体的

には漏洩検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ガスタービン発電機用軽油

タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，第 3.14-142 表に示すように原子炉の運転

中又は停止中に目視点検，漏洩検査が可能な設計とする。 

タンクローリは油量，漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け，

かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。 

 

さらに，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認が出来る

設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-141 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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第 3.14-142表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，本来の用途以外の用途には使用しない。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，本来の用途以外の用途

として使用するため切り替えて使用する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁を設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。 

 

これにより第 3.14-36図～第 3.14-37図で示すタイムチャートのとおり速や

かに切り替えが可能である。 

（57-3） 
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第 3.14-36図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，準備時間を５分，給油時間を２分，片付け時間を５分，トータル 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を５分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル 21 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，準備時間を５分，給油時間を１分，片付け時間を５分，トータル 16 分で可能である。 

 

第 3.14-37図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.14 で示すタイムチャート 

 

 

  

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付けタンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

30分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は接続先の系統と分離して保管する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

タンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

タンクローリは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-143 表に示す

ように，通常時はガスタービン発電機用軽油タンクをタンクローリと分離して

保管し，かつ，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を閉止することで隔

離する系統構成としており，非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-143表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用交流 

電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タン

クドレン弁 
手動 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧

作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-144表に示す。 

このうち屋外で操作するガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁は，屋外

にあるため操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。 

（57-2） 

 

第3.14-144表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機用軽油タンクド

レン弁 

屋外設置位置 屋外設置位置 
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3.14.3.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時において，

同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が，7 日間連

続運転する場合に必要となる燃料量約 421kL を上回る，容量約 560kL を有す

る設計とする。 

なお,重大事故等対策の有効性評価で期待する設備は,上記想定内に包含さ

れる。 

（57-5） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，他号炉と共用しない設

計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

補機駆動用の燃料を供給する設計基準事故対処設備は存在しない。 

（57-2,57-3） 
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3.14.3.3.4.3  設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，その機

能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有

する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置の

連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポン

プ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを１セット１台使用

する。保有数は１セット１台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台の合計 2台を分散して保管する。 

（57-5,57-11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

タンクローリは，ガスタービン発電機用機油タンク及び燃料の補給を必要と

する重大事故等対処設備に接続し，燃料を補給する系統を構成するため，現場

にて容易かつ確実に接続する設計とする。対象機器の接続場所を，第 3.14-145

表に示す。 

（57-2） 
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第 3.14-145表 接続対象機器設置場所（タンクローリ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西

側軽油タンク設置場所 

フランジ 

接続 

タンクローリ 各機器 屋外 ノズル接続 

 

燃料補給設備のタンクローリは，ガスタービン発電機用軽油タンクの接続に

ついては，燃料ホースを接続するために，ガスタービン発電機用軽油タンクか

ら来るホースと接続口について，ホースと接続口を専用の接続方式である専用

金具にすることに加え，接続口の口径を統一し，確実に接続ができる設計とす

る。 

（57-2） 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

タンクローリは，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電

力を供給するものに限る。）に該当しないことから，対象外とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  

添3.14-238

802



 

 

燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-146表に示す。 

このうち屋外で操作する燃料補給設備のタンクローリは，炉心損傷後の格納

容器フィルタベントを実施前に屋外で使用する設備であり，想定される重大事

故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定

しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，線量を測

定し線量が低い位置に配置することにより，これら設備の設置及び常設設備と

の接続が可能である。 

また，格納容器フィルタベント実施後は，格納容器フィルタベント直後の操

作が不要となるように運用し，線量を測定し線量が低い位置に配置することに

より，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な専用金具による接続方式によ

り，確実に速やかに接続が可能である。 

（57-2） 

第 3.14-146表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

タンクローリ 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース 屋外 屋外 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，地震，津波その他自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置，その他の条件を考慮し，非常用交流電源設備，常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散

を図り，第３保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設

計とする。 

（57-2） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は第３保管エリア及び第４保管エリ

アに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，

可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（57-6） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設

備である非常用交流電源設備に対し,多様性,位置的分散を図る設計としてい

る。これらの詳細については, 3.14.3.3.3項に記載のとおりである。 

（57-2,57-3） 
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3.14.3.3.5 その他設備 

3.14.3.3.5.1 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

3.14.3.3.5.1.1 設備概要 

 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，

可搬式窒素供給装置に燃料を給油するタンクローリへ軽油を補給するために，デ

ィーゼル燃料貯蔵タンクを使用する。なお，本設備は事業者の自主的な取り組み

で運用するものである。 
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3.15 計装設備【５８条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用の

ものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータ

を推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事

業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確

にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合

の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備する

こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整

備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確か

らしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定

される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録

ができること。 
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3.15 計装設備 

3.15.1 設置許可基準規則第 58条への適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを

計測する設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損傷

防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施

設の状態を把握するためのパラメータ）は，「第 3.15‐10表 重大事故等対策にお

ける手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの

選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「第 3.15‐10表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の

パラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメータ）とす

る。 

主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測さ

れる場合は，有効監視パラメータ（自主対策設備）とする（第 3.15-2図 重大事

故等時に必要なパラメータの選定フロー参照）。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備

の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助

パラメータとする。なお，重大事故等対処設備の運転及び動作状態を表示する設

備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可基準規則第 43条への適合状

況のうち，(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二）にて，適合性を整理

する（第 3.15-2図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー参照）。 

(1)把握能力の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 a））

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等

対処設備）について，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を

把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。

計測範囲を第 3.15‐11表に示す。 

(2)推定手段の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 b））

ａ.監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を

推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，圧力

及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難

となった場合又は計測範囲を超えた場合，「第 3.15‐10表 重大事故等対策におけ

る手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障時の代
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替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによ

る推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合，他チャンネ

ルの計器により計測するとともに，重要代替監視パラメータが複数ある場合は，

推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。推定手

段及び優先順位を第 3.15－12表に示す。 

 

ｂ.計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失し

た場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替交流電源設備（ガス

タービン発電機），可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設

代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機），可搬型代替交流電源設備，所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型交直流電源設備及び代

替所内電気設備については，「3.14 電源設備【57条】」に記載する。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，特に重要

なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測す

るための設備として，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を

電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際の考え方

として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切な

チャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は

監視するものとする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

 (3)パラメータ記録時に使用する設備（設置許可基準規則解釈の第１項 c）） 
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原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定される

重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タが計測又は監視及び記録ができる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置） 

（第 3.15‐5図） 
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3.15.2 重大事故等対処設備 

3.15.2.1 計装設備 

3.15.2.1.1 設備概要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置又は保管する。 

第 3.15‐3,4図に重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備

の概要図を示す。 

なお，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータについては，重大事故

等時の有効な情報を把握するため，設計基準対象施設の計装設備も用いて監視し

ている。このような計装設備は，設計基準対象施設としての要件に沿って設置し

ており，かつ，その使用目的を変えるものではないが，推定という手法も含めて

設置許可基準規則第 58条適合のために必要な設備であることから，他の重大事故

等対処設備の計装設備とあわせて設置許可基準規則第 43条への適合状況を整理す

る。 

また，発電用原子炉施設の状態を補助的に監視する補助パラメータうち，重大

事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータにつ

いては，重大事故等対処設備とする。 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（1/4） 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

高圧原子炉代替注水流量【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

代替注水流量(常設)【常設】 

代替注水流量(可搬型)【可搬型】 

残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】

ドライウェル水位【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

格納容器水素濃度【常設】 

格納容器水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

平均出力領域計装【常設】 

スクラバ容器水位【常設】

スクラバ容器圧力【常設】

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）【常

設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（2/4） 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去系熱交換器入口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉建物水素濃度【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

格納容器酸素濃度【常設】 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）【常設】※2 

可搬型計測器【可搬型】 

附属設備 － 

水源 

（水源に

関する流

路，電源

設備を含

む） 

－ 

流路 － 

注水先 － 

電源設備
※１ 

常設代替交流電源設備 

 ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（3/4） 

設備区分 設備名 

電源設備
※１ 

可搬型代替交流電源設備 

 高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

230V系充電器（常用）【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

非常用直流電源設備 

Ａ－115V系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（4/4） 

※１：単線結線図を補足説明資料 58-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については「3.19 通信連絡を行

うために必要な設備（設置許可基準規則第 62 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

設備区分 設備名 

電源設備
※１

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）（設計基準拡張）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給

電のための設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

上記非常用直流電源設備への給電のための設備として以下の設

備を使用する。 

非常用交流電源設備 

添3.15-9

814



3.15.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を第 3.15‐2表に示す。 

第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（1/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ） 
熱電対 0～500℃ 2 原子炉格納容器内 

原子炉圧力 
弾性圧力検出

器※1 

0～10MPa 

[gage] 
2 原子炉建物１階 

原子炉圧力（ＳＡ） 
弾性圧力検出

器※1 

0～11MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下１

階 

原子炉水位（広帯

域） 

差圧式水位検

出器※2 

-400～

150cm※10
2 原子炉建物１階 

原子炉水位（燃料

域） 

差圧式水位検

出器※2 

-800～

-300cm※10
2 

原子炉建物地下１

階 

原子炉水位（ＳＡ） 
差圧式水位検

出器※2 

-900～

150cm※10
1 

原子炉建物地下１

階 

高圧原子炉代替注

水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

原子炉隔離時冷却

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

高圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物地下１

階 

残留熱除去ポンプ

出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 3 

原子炉建物地下２

階 

低圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

代替注水流量(常

設) 

超音波式流量

検出器※19 
0～300m3/h 1 

低圧原子炉代替注

水格納槽内 

代替注水流量(可搬

型) 

超音波式流量

検出器※19 
0～150m3/h 

4 

(予備 2) 
屋外 

残留熱代替除去系

原子炉注水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～50m3/h 1 原子炉建物１階 

残留熱代替除去系

格納容器スプレイ

流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 原子炉建物１階 

ドライウェル温度

（ＳＡ） 
熱電対 0～300℃ 7 原子炉格納容器内 
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（2/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 

ペデスタル水温度

（ＳＡ） 
熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 

サプレッション・チ

ェンバ温度（ＳＡ） 
熱電対 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 

サプレッション・プ

ール水温度（ＳＡ） 
測温抵抗体 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 

ドライウェル圧力

（ＳＡ） 

弾性圧力検出

器※4 

0～1000kPa 

[abs] 
2 

原子炉建物中２階 

原子炉建物３階 

サプレッション・チ

ェンバ圧力（ＳＡ） 

弾性圧力検出

器※4 

0～1000kPa 

[abs] 
2 

原子炉建物中２階 

原子炉建物３階 

サプレッション・プ

ール水位（ＳＡ） 

差圧式水位検

出器※５ 

-0.80～5.50m
※12

1 
原子炉建物地下２

階 

ドライウェル水位 
電極式水位検

出器 

-3.0m,-1.0m,

+1.0m※11
3 原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
電極式水位検

出器 

+0.1m,+1.2m,

+2.4m,+2.4m
※13

4 原子炉格納容器内 

格納容器水素濃度 
熱伝導式水素

検出器 

0～5vol％/ 

0～100vol％ 
1 原子炉建物３階 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

熱伝導式水素

検出器 
0～100vol％ 1 原子炉建物中２階 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（ドライ

ウェル）

電離箱 10-2～105Sv/h 2 原子炉建物１階 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（サプレ

ッション・チェン

バ） 

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
原子炉建物地下１

階 

中性子源領域計装 核分裂計数管 

10-1～106s-1

（1×103～ 1

×109cm-2・s-1） 

4 原子炉格納容器内 
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（3/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

平均出力領域計装 核分裂電離箱 

0～125％ 

（1.2×1012～ 

2.8×1014 

cm-2・s -1）

6※15
原子炉格納容器

内 

スクラバ容器水位
差圧式水位検

出器※6 
8 

第１ベントフィ

ルタ格納槽内

スクラバ容器圧力
弾性圧力 

検出器※7 

0～1MPa 

 [gage] 
4 

第１ベントフィ

ルタ格納槽内

スクラバ容器温度 熱電対 0～300℃ 4 
第１ベントフィ

ルタ格納槽内

第１ベントフィル

タ出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レ

ンジ）

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
第１ベントフィ

ルタ格納槽内

電離箱 10-3～104mSv/h 1 屋外 

第１ベントフィル

タ出口水素濃度

熱伝導式水素

検出器 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 

1 

(予備 1) 
屋外 

残留熱除去系熱交

換器入口温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物中 1階 

原子炉建物１階 

残留熱除去系熱交

換器出口温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物中１

階 

原子炉建物１階 

残留熱除去系熱交

換器冷却水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 2 

原子炉建物地下

２階 

高圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～12MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

１階 

残留熱除去ポンプ

出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～4MPa 

[gage] 
3 

原子炉建物地下

２階 

低圧原子炉代替注

水槽水位 

差圧式検出器
※9

0～1500m3 1 
低圧原子炉代替

注水格納槽内 

低圧原子炉代替注

水ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～4MPa 

[gage] 
2 

低圧原子炉代替

注水格納槽内 

原子炉隔離時冷却

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～10MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

２階 

低圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～5MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

２階 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（4/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

残留熱代替除去系

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～3MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下２

階 

原子炉建物水素濃

度 

触媒式水素検

出器 

熱伝導式水素

検出器 

0～10vol％ 

0～20vol％ 

1 

5 

原子炉建物４階 

原子炉建物２階 

原子炉建物１階 

静的触媒式水素処

理装置入口温度 
熱電対 0～100℃ 2 原子炉建物４階 

静的触媒式水素処

理装置出口温度 
熱電対 0～400℃ 2 原子炉建物４階 

格納容器酸素濃度 
熱磁気風式酸

素検出器 

0～5％/ 

0～25％ 
1 原子炉建物３階 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ） 

磁気力式酸素

検出器 
0～25vol％ 1 原子炉建物中２階 

燃料プール水位・温

度（ＳＡ） 
熱電対 

-1000～

6710mm※16

1※17 原子炉建物４階 

0～150℃ 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 

ガイドパルス

式水位検出器
※18

-4.30～7.30m
※16

1 原子炉建物４階 

燃料プールエリア

放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

電離箱 
10-3～104

mSv/h
1 原子炉建物４階 

電離箱 
101～108

mSv/h 
1 原子炉建物４階 

燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）
赤外線カメラ － 1 原子炉建物４階 

※ 1：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（基準面器からの水頭圧を含む）と大気圧の

差を計測 

※ 2：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（蒸気部）と圧力容器下部の差圧を計測

※ 3：隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測

※ 4：隔液ダイアフラムにかかる格納容器内圧力の絶対圧力を計測

※ 5：隔液ダイアフラムにかかるサプレッション・プール下部の圧力とサプレッション・

チェンバ圧力（基準面器からの水頭圧を含む）の差を計測

※ 6：隔液ダイアフラムにかかる第１ベントフィルタ容器下部と容器の圧力差を計測

※ 7：隔液ダイアフラムにかかる第１ベントフィルタ入口圧力と大気圧との差を計測

※ 8：隔液ダイアフラムにかかるポンプ出口圧力を計測
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※ 9：隔液ダイアフラムにかかる水槽の水頭圧と大気圧の差から水量を計測

※10：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm）。

※11：基準点は格納容器底面（EL10100）。

※12：基準点はサプレッション・プール通常水位(EL5610)。

※13：基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)。

※14：定格出力時の値に対する比率で示す。

※15：局部出力領域計装の検出器は 124個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには

14個又は 17個の信号が入力される。 

※16：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※17：検出点は６箇所。

※18：パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで，水面までの距離を計測

※19：検出器間で送受信される超音波パルスの伝搬時間差を測定することで，流量を計測

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の主要機器仕様を以下に示す。 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使 用 回 線  有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所  廃棄物処理建物１階 

設 備 名  ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使 用 回 線 有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所  緊急時対策所１階 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ表示装置 

個 数  １式 

取 付 箇 所  緊急時対策所１階 

可搬型計測器の主要機器仕様を以下に示す。 

個 数  28（予備 28） 

保 管 場 所  廃棄物処理建物１階 

緊急時対策所１階 

なお，電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.15.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.15.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉格納容

器内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

・中性子源領域計装 

・平均出力領域計装 

 

なお，中性子源領域計装及び平均出力領域計装については，重大事故等

時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉

棟内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第

3.15‐3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 
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・代替注水流量（常設）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・格納容器水素濃度

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ｂ系）

・ＲＣＷサージタンク水位

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉

建物付属棟内及びその他の建物内に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉建物付属棟内

及びその他の建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐3表に示

す設計とする。 
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・残留熱代替除去ポンプ出口圧力

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・燃料プール監視カメラ用冷却設備

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ａ系）

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力
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第 3.15‐3表 想定する環境条件及び荷重条件（屋内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

検出器の設置場所である原子炉格納容器内，原子炉棟内，原子

炉建物付属棟内及びその他の建物内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内，原子炉棟内，原子炉建物付属棟内及びその

他の建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を受け

ない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，屋外に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及び荷重条

件を考慮し，第 3.15‐4表に示す設計とする。 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）

・第１ベントフィルタ出口水素濃度

・代替注水流量（可搬型）
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第 3.15‐4表 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

検出器の保管・設置場所である屋外で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 検出器の保管・設置場所である屋外で風力荷重，積雪荷重を考

慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバは，廃棄物処理建物内に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における，廃棄物処理建物内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐5表に示す対応とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内に保管するため，その機能を期待さ

れる重大事故等が発生した場合における，廃棄物処理建物内の環境条件及

び荷重条件を考慮し，第 3.15‐5表に示す対応とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サ

ーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，緊

急時対策所の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐6表に示す対応と

する。 

可搬型計測器は，緊急時対策所内に保管するため，重大事故等が発生し

た場合における，緊急時対策所内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第

3.15‐6表に示す対応とする。 
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第 3.15‐5表 想定する環境条件及び荷重条件（廃棄物処理建物） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

設置場所である廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響

を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

第 3.15‐6表 想定する環境条件及び荷重条件（緊急時対策所） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

設置場所である緊急時対策所内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 緊急時対策所内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を

受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

（58-3） 
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(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項二）

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は， 通常時からサンプリング方

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプ

リング装置は，中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤で操作スイッ

チにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作する

にあたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

操作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び

監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，サンプリ

ング方式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。

サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操作盤で操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象に

ついては名称を表示することで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

中性子源領域計装は，検出器駆動機構により炉心軸方向の中間レベルに

検出器を挿入して計測し，中央制御室にて監視を行っている。中性子源領

域計装は，中央制御室の原子炉制御盤で操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘

板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，サンプリング方式による計測を実

施しており，屋外でサンプリング装置の弁及び付属の操作スイッチの操作

が可能であり，想定される重大事故等時の環境下においても，確実に操作

が可能な設計とする。サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操作盤

で操作スイッチにより操作が可能な設計とする。サンプリング装置の弁及

び付属の操作スイッチの操作及び中央制御室の操作スイッチを操作するに

あたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については名称を表示することで識別可能とし，運転員の操作及び

監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。第１ベントフィルタ出口

水素濃度は，車両による運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規

格を統一することにより，確実に接続できる設計とする。 
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代替注水流量（可搬型）は，屋外で接続操作が可能であり，想定される

重大事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。代替

注水流量（可搬型）の注水先選択は，中央制御室の重大事故操作盤で操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操

作するにあたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象については名称を表示することで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。代替注水流量（可

搬型）は，接続規格を統一することにより，接続箇所で確実に接続できる

設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内で冷却設備の

弁及び付属の操作スイッチの操作が可能であり，想定される重大事故等の

環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。また，操作対象につ

いては銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作できる設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，電源，通信ケーブルは接続されており，各パラメータを監視するに

あたり，運転員及び復旧班員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。重大事故等が発生した場合において，設置場所である緊急時対策所に

おいて，一般のコンピュータと同様に電源スイッチを入れ（スイッチ操作），

操作（スイッチ操作）することにより，確実に各パラメータを監視するこ

とが可能な設計とする。 

可搬型計測器は，その他の建物内にて接続操作が可能であり，想定され

る重大事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。操

作場所であるその他の建物内の各制御盤では，十分な操作空間を確保する。

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格

を統一することにより，一般的に使用される工具を用いて接続箇所で確実

に接続できる設計とし，付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可

能な設計とする。 

 第 3.15‐7表に操作対象機器を示す。 
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第 3.15‐7表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器水素濃度 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

中性子源領域計装 全挿入⇔全引抜 中央制御室 
スイッチ

操作

第１ベントフィルタ出口

水素濃度 

（サンプリング装置）

ラインナップ

停止・起動

屋外 

中央制御室 

手動弁開閉 

接続操作 

スイッチ

操作

代替注水流量（可搬型） 
計器接続 

注水先選択 

屋外 

中央制御室 

接続操作 

スイッチ

操作

燃料プール監視カメラ用 

冷却設備 

ラインナップ

停止⇒起動

原子炉建物３階 

（原子炉建物付

属棟内） 

手動弁開閉

スイッチ

操作

ＳＰＤＳデータ表示装置 
起動・停止 

（パラメータ監視） 
緊急時対策所 1階 

スイッチ

操作

可搬型計測器 
接続箇所端子リフト 

可搬型計測器接続 

廃棄物処理建物 1

階（その他の建物

内） 

接続操作 

スイッチ

操作

（58-3）（58-9） 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は，

想定される重大事故等時において中央制御室で監視できる設計であり現場

又は中央制御室による操作は発生しない。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
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・原子炉圧力

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・平均出力領域計装

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・低圧原子炉代替注水槽水位
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・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷサージタンク水位

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，通常は操作を行わずに常時伝送が可能で

あり，通常時及び重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ)要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処
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設備の補助パラメータを計測する設備は，模擬入力による機能・性能の確

認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。第 3.15‐8表に計装設備

の試験・検査内容を示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，機能・性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，模擬入力による性能の確認ができる設計とする。 

（58-5） 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(1/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

水位計 

原子炉水位（広帯域） 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

スクラバ容器水位 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ＲＣＷサージタンク水位 

燃料プール水位（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

ドライウェル水位 停止中 動作確認 

ペデスタル水位 

圧力計 

原子炉圧力 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧

力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却ポンプ圧力 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(2/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

流量計 

高圧原子炉代替注水流量 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

代替注水流量（常設） 

代替注水流量（可搬型） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

温度計 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 停止中 機能・性能

試験 

絶縁抵抗 

測定 

温度確認 

計器校正 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

スクラバ容器温度

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

ＲＣＷ熱交換出口温度 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

水素及

び酸素

濃度計 

格納容器水素濃度 停止中 機能・性能

試験 

基準ガス 

校正 

計器校正 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(3/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

放射線

量率計 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ド

ライウェル）

停止中 機能・性能

試験 

線源校正 

計器校正 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サ

プレッション・チェンバ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

停止中

又は運

転中 

原子炉

出力 

中性子源領域計装 運転中 機能・性能

試験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

平均出力領域計装 運転中 機能・性能

試験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

電圧計 Ｃ－メタクラ母線電圧 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電

圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

表示確認 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(4/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

動作確認 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観確認 

機能（データ

の表示及び

伝送）確認 

可搬型計測器 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

模擬入力の

確認 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項四）

(ⅰ)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，本来の用途以外に使用しない設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，本来の用途以外に使用し

ない設計とする。 

可搬型計測器は，本来の用途以外には使用しない設計とする。可搬型計

測器の計装ケーブルの接続は，接続規格を統一することにより，速やかに

接続操作可能な設計とする。第 3.15‐1図に現場（その他の建物内）での

可搬型計測器接続による監視パラメータ計測タイムチャートを示す。 

（58-9） 

第 3.15‐1図 可搬型計測器による監視パラメータ計測タイムチャート※ 
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※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につ

いての 1.15で示すタイムチャート 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，

アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，通常時は他系統と隔離され

た系統構成となっており，通常時の系統構成を変えることなく重大事故等対

処設備としての系統構成ができる設計とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び

重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（58-3） 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，重大事故等時において中央制御
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室にて監視できる設計であり現場における操作は発生しない。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置されてい

る設備であるが， 中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤から操作

可能な設計であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟

内に設置されている設備であるが，中央制御室の重大事故操作盤から操作

が可能であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

中性子源領域計装は，原子炉格納容器内に設置されている設備であるが，

中央制御室の原子炉制御盤から操作が可能であり，操作位置の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，屋外に設置する設備であるが，屋

外及び中央制御室の重大事故操作盤から操作が可能であり，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 代替注水流量（可搬型）は，屋外に設置する設備であるが，屋外及び中

央制御室の重大事故操作盤から操作が可能であり，操作位置の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に設置されて

おり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，緊急時対策所内に設置されており，操作位置の放射線量が高くなる

おそれが少ないため操作が可能である。 

可搬型計測器は，その他の建物内で計装ケーブルの接続及び操作が可能

であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

第 3.15‐9表に操作対象機器設置場所を示す。 
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第 3.15‐9表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作／監視場所 

格納容器水素濃度 
（サンプリング装置） 

原子炉建物３階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度 
（サンプリング装置） 

原子炉建物３階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 
（サンプリング装置） 

原子炉建物中２階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
（サンプリング装置） 

原子炉建物中２階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

中性子源領域計装 原子炉格納容器内 中央制御室／中央制御室 

第１ベントフィルタ出口
水素濃度 

（サンプリング装置） 
屋外 

屋外及び中央制御室 
／中央制御室 

代替注水流量 
（可搬型） 

屋外 
屋外及び中央制御室 

／中央制御室 

燃料プール監視カメラ用
冷却設備 

原子炉建物３階 
（原子炉建物付属棟内） 

原子炉建物３階 
（原子炉建物付属棟内） 

安全パラメータ表示シス
テム（ＳＰＤＳ） 

緊急時対策所 1階 
（緊急時対策所内） 

緊急時対策所 1階 
（緊急時対策所内） 

可搬型計測器 
廃棄物処理建物 1階 

（その他の建物内） 

廃棄物処理建物 1階 

（その他の建物内） 

（58-3）（58-9） 
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3.15.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第２項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場

合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態にお

いて発電用原子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と

同仕様の設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装

・平均出力領域計装

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉

施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）
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・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度 （ＳＡ）

・ペデスタル水温度 （ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

（58-6） 

 重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用す

る手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を

有する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象施設として

必要となるデータ量を伝送及び表示を可能な設計とする。 

また，重大事故時，発電所内の必要のある場所に必要なデータ量を伝送
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及び表示が可能な設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所に１式を設置し，保守点

検又は故障時のバックアップ用として，自主的に１式を保管する設計とす

る。 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項二）

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信連

絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）

を共有・考慮しながら総合的な管理（事故対応を含む。）を行うことができ，

安全性の向上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影響

を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通

信連絡が可能な設計とする。 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項三）

(ⅰ)要求事項

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータと異な

る物理量（水位，注水量等）の計測又は測定原理とすることで，重要監視

パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法に

より計測できる設計とする。 
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重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散

を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る

設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共通要因によって，その

機能が損なわれることを防止するために，可能な限り多様性を確保し，頑

健性を持たせた設計とする（詳細については，「3.19 通信連絡を行うため

に必要な設備」で示す）。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備【57条】」に

記載する。 

（58-2）（58-3） 
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3.15.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第３項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮しても設計

基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。原子炉格納容器の排出経路での水素濃度監視用として１セット１個使

用する。保有数は，１セット１個と,故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として１個の合計２個を保管する設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超

える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。重大

事故等時において,低圧代替注水の流量監視として１セット１個使用する。

保有数は４セットと,故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として２個(共用)の合計６個を保管する設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位及び流量（注水量）等の計測用として 1セット 28個（測定時の故障を

想定した予備として，１個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 28個を含めて合計 56個を分

散して保管する設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ)要求事項

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。） と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の計装ケーブル及び電源ケーブルの接

続は，コネクタ接続とし，接続規格を統一することにより，容易かつ確実

に接続可能な設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両によ
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る運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規格を統一することによ

り，確実に接続できる設計とする。 

代替注水流量（可搬型）の計装ケーブル及び電源ケーブルの接続は，接

続規格を統一することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。代

替注水流量（可搬型）は，接続規格を統一することにより，容易かつ確実

に接続操作可能な設計とする。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規

格を統一することにより，一般的に使用される工具を用いて容易かつ確実

に接続操作可能な設計とする。 

（58-9） 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止につい

て」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，原子炉建屋の外から水又は電力を

供給する設備ではなく，屋外から接続可能な設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

設備ではなく，屋外から接続可能な設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備ではな

く，その他の建物内から接続可能な設計とする。 

（58-9） 

(4)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四）

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において 可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の接続操作は，線源からの離隔距離に
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より放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所である屋外で操作可能な

設計とする。 

代替注水流量（可搬型）の接続操作は，線源からの離隔距離により放射

線量が高くなるおそれの少ない設置場所である屋外で操作可能な設計とす

る。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔距離により放射

線量が高くなるおそれの少ない設置場所である，その他の建物内で操作可

能な設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(5)保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五）

(ⅰ) 要求事項

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重大事故等対処設

備はないが，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した上で，位置的分散を図り第１保管

エリア及び第４保管エリアに保管することで位置的分散を図る設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，同一目的の常設重大事故等対処設備はない

が，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮した上で，位置的分散を図り第１保管エリア及

び第４保管エリアに保管することで位置的分散を図る設計とする。 

可搬型計測器は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する設備とは異なる場所である廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に

保管することとし，位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(6)アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路
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及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，第１保管エリア及び第４保管エリ

アに保管しており，接続操作は，線源からの離隔距離により放射線量が高

くなるおそれの少ない設置場所である屋外であり，アクセスルートは確保

されている。 

代替注水流量（可搬型）は，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管

しており，接続操作は，線源からの離隔距離により放射線量が高くなるお

それの少ない設置場所である屋外であり，アクセスルートは確保されてい

る。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内にて保管してお

り，可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔距離により放

射線量が高くなるおそれの少ない設置場所である，その他の建物内であり，

アクセスルートは確保されている。

（58-3）（58-9） 

(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43 条第 3 項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重大事故等対処設

備又は代替する機能を有する設計基準対象施設はない。 

代替注水流量（可搬型）は，同一目的の常設重大事故等対処設備又は代

替する機能を有する設計基準対象施設はない。 

可搬型計測器は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 
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第 3.15-10表 重大事故等対策における手順書の概要 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握す

るため，計器故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，計測結果を記録

する手順等を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパラメータを技術的能力に係る審査基準1.1～1.15

の手順着手の判断基準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ

から抽出し，これを抽出パラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが

必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測

することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の受電

状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に

監視するパラメータを補助パラメータとする。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ

 主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

 主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合に

その代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータを

いう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ

 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした

計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 
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対
応
手
段
等

監
視
機
能
喪
失
時

計
器
故
障
時

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
計
測

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが

困難となった場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，当該計器

を用いて計測を行う。 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定

主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パラメータと主要パラメータの関

連性，検出器の種類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用するパラ

メータの優先順位をあらかじめ定める。

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で行う。

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束，酸素濃度）によ

り推定

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定

・流量を注水先又は注水源の水位変化を監視することにより推定

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定

・水素濃度を装置の作動状況により推定

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定

・燃料プールの状態を同一物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関

関係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されて

いることを推定

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力

容器の満水状態を推定
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対
応
手
段
等 

監
視
機
能
喪
失
時 

計
器
の
計
測
範
囲
（
把
握
能
力
）
を
超
過
し
た
場
合 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を監視するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器の温度及び水位である。 

原子炉圧力容器の温度及び水位の値が計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合，発

電用原子炉施設の状態を推定するための手順を以下に示す。 

・原子炉圧力容器内の温度のパラメータである原子炉圧力容器温度が 500℃以上の場合

は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。 

 ・原子炉圧力容器内の水位のパラメータである原子炉水位が計測範囲を超えた場合は，

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，代替注水流量（常設），代替注水流量（可搬型），

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポ

ンプ出口流量，高圧原子炉代替注水流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，

機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明

していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

  なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッシ

ョン・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内の水位が有効燃料棒頂

部以上であることは，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により推定可能である。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を計測するパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合は，可搬型計測器によ

り計測することも可能である。 
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対
応
手
段
等

計
器
電
源
喪
失
時

全交流動力電源喪失が発生した場合は，以下の手段により計器へ給電し，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

・所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電する。

・常設代替交流電源設備等から給電する。

・直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備等から給電する。

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合

は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち手順着手の判断基準及び操作に必要なパラ

メータを可搬型計測器により計測又は監視する。

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）によ

り計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含む）の

値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は記録用紙に

記録する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状

態
把
握

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給

電の有無を示し，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化する。 

確
か
ら
し
さ
の
考
慮

圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽和状態にな

いと不確かさが生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，

複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いず

れか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがあ

る場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 
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第
3.
1
5－

11
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
１
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
50
0℃

 
最
大
値
：
 

3
02
℃

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

損
傷

炉
心
の

冷
却

状
態

を
把

握
し
，
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
判
断
基
準
（

30
0
℃
）

に
対
し
て
，

 5
0
0℃

ま
で
を
監
視
可
能
。

 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～

10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧
力

容
器

最
高

圧
力

（
8.
91
M
Pa
[
ga
g
e]
）
を
包
絡
す
る
範
囲
と
し
て
設
定
。

な
お
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
手
動
操
作
に
よ
り
変
動

す
る
範
囲
に
つ
い
て
も
計
測
範
囲
に
包
絡
さ
れ
て
お
り
，

監
視
可
能
で
あ
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

１
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
[
ga
g
e]
 

最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子
炉
圧
力
容
器
最
高
使
用
圧
力
（

8.
6
2M
P
a[
g
ag
e
]）

の
1.
2
倍

 

（
10
.3
4
MP
a
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-46

851
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11
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
２
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

-
40
0～

1
50
c
m※

３

-
53
9～

1
32
c
m※

３

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
上
で
，
原
子
炉

水
位
制
御
範
囲
（
レ
ベ
ル
３
～
８
）
及
び
燃
料

有
効
長
底
部
ま
で
監
視
可
能
で
あ
る
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

１
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２

２
 

-
80
0～

－
30

0c
m
※
３

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
90
0～

1
50
c
m※

３
－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-47

852
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
３
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ）

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～

99
m
3 /
h 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
1
4m

3 /
h 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

交
流
電
源
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
25

0m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

４
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水
車
の
最
大
注
水
量
（

12
0
m
3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
8
0m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
80
m
3
/h
）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
1
4m

3 /
h 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～

50
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
の

最
大

注
水

量
（

30
 
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-48

853
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
４
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-49

854
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
５
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

１
 

０
～
15
0
 m

3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
最
大

注
水
量
（
12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-50

855
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
６
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
30
0℃

 
－

※
８
 

ペ
デ
ス

タ
ル

に
溶

融
炉

心
が

落
下

し
た

場
合

に
お

け
る

原

子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
検
知
が
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
8
53
k
Pa
［

ga
g
e］

）

に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
飽
和
温
度
（
約

1
78
℃
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-51

856
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
７
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

3
24
k
Pa
[
ga
g
e]
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
8
53
k
Pa

［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

2
06
k
Pa
[
ga
g
e]
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-52

857
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
８
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑧ 原 子 炉 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

-
3.
0
m，

-1
.
0m
，

＋
1.
0m

※
５

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
ペ
デ
ス
タ
ル
に

溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
水
深
が
あ
る
こ

と
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

１
 

-
0.
8
0～

5.
5
0m

※
４

-
0.
5～

0
m※

４

ウ
ェ

ッ
ト

ウ
ェ

ル
ベ

ン
ト

操
作

可
否

判
断

（
通
常
水
位
＋

1.
3m
）
を
把
握
で
き
る
範
囲

を
監
視
可
能
。

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す

る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
起
動
時
に
想
定
さ

れ
る
変
動
（
低
下
）
水
位
：
－

0.
5m
 に

つ
い

て
も
監
視
可
能
。
）

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m
，
＋
1.
2
m,
 

＋
2.
4m
，
＋
2.
4
m※

６
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
ペ
デ
ス
タ
ル
に

溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
水
深
（
＋

2.
4m
）

が
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-53

858



第
3.
1
5－

11
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
９
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
範
囲
（
０
～

90
vo
l％

（
ド

ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
範
囲
（
０
～

90
vo
l％

（
ド

ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～
10

５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷

し
た
場
合
は
約

10
Sv
/
h）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

２
 

1
0－

２
～
10

５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷

し
た
場
合
は
約

10
Sv
/
h）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-54
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

10
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装

※
２
 

４

10
-1
～
10

6  
ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
3 ～

 

1
.0
×
10

9 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格
出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監

視
可
能
。
 

な
お
，
中
性
子
源
領
域
計
装
が
測
定
で
き
る
範
囲
を

超
え
た
場
合
は
，
平
均
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監
視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

平
均
出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
 

※
７

０
～
12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～

 

2
.8
×

10
14
 

 
 
cm

-2
･s

-1
）

 

原
子

炉
の

起
動

時
か

ら
定

格
出

力
運

転
時

の
中

性

子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
時
，
一
時

的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，
負
の
反
応
度
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ
り
短
期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力

上
昇

及
び
下
降
は

急
峻
で
あ
る

。
12
5
％
を

超
え
た

領
域

で
そ

の
指

示
に

基
づ

き
操

作
を

伴
う

も
の

で

な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
運
転
監
視

上
影
響
は
な
い
。
ま
た
，
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て

も
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
等

に
よ

り
中

性
子

束

は
低
下
す
る
た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応
が

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-55
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

11
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

※
２
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。
 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。
 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。
 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。
 

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

12
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※
８
 

系
統
待
機
時
に
お
け
る
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の

範
囲
（

）
及
び
フ
ィ
ル
タ
装

置
機
能
維
持
の
た
め
の
系
統
運
転
時
の
下
限
水

位
か
ら
上
限
水
位
の
範
囲
（

）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～
１
MP
a［

ga
ge
］

 
－

※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
に
，
格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
圧

力

（
0.
85
3
MP
a
[g
a
ge
]）

が
監
視
可
能
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

0～
3
00
℃

 
－

※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
に
，
格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
最
高
使
用
温
度
（

20
0℃

）
を

計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0
-2
～

1
0
5 S
v
/h
 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い

る
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ

出
口

の
最

大
放
射

線
量
率

（
約
３

×
10

２

S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

１
 

1
0
-3
～
1
0
4 m
S
v/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い

な
い
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

6.
5
×

1
0
-2
mS
v
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～

20
v
ol
%
/ 

０
～

10
0
vo
l
% 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
停
止
後
の
窒
素
に
よ
る
パ
ー

ジ
を
実
施
し
，
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
配

管
内

に
滞

留
す

る
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界

（
4v
ol
%）

未
満
で
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

※
１
 

「
⑨
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

13
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

の
最

高
使

用
温

度

（
11
4℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留

熱
除

去
系

及
び

残
留

熱
代

替
除

去
系

の
運

転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口

温
度
の
最
高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。 

残
留
熱
代
替
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温
度

の
最

高
使

用
温

度
（
18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
 

※
１
 

２
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
12
1
8m

3 /
h 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
流

量
の

最
大

流
量
（
12
18

m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

移
動

式
代

替
熱

交
換

器
設

備
の

最
大

流
量

（
60
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

14
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：

1
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

残
留

熱
除

去
系

の
運
転

時
に
お

け
る
，

残
留

熱
除

去
系

系
統

の
最

高
使

用
圧

力
（

約

1
.9
M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～
５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

2
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，

低
圧

炉
心

ス
プ
レ

イ
系
統

の
最
高

使
用

圧
力
（
2.
0M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。
 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。
 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。
 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。
 

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

 

添3.15-59
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

15
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～

15
0
0m

3

（
０
～
12
54
2m
m）

 
－

※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
底

部
か

ら
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

レ
ベ

ル
（

0
～

1
23
8
m
3 ）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
及
び
「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-60
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

16
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.2
1
MP
a
[g
a
ge
] 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
統
の
最
高
使
用

圧
力
（
9.
21

MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.1
1
MP
a
[g
a
ge
] 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
統
の
最
高
使
用

圧
力
（
9.
11

MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

直
流
電
源
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
高
使
用
圧
力
（

3.
92
MP
a 

[
ga
g
e]
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
代
替
除

去
系

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
2.
5M
P
a[
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

17
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
 

５
 

０
～

10
v
ol
％

 

０
～

20
v
ol
％

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
建
物
内
の

水
素
燃
焼
の
可
能
性
（
水
素
濃
度
：
４
v
ol
％
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
な
お
，
静
的
触

媒
式
水
素
処
理
装
置
に
て
，
原
子
炉
建
物
内
の

水
素

濃
度

を
可

燃
限

界
で

あ
る

４
vo
l
％

未
満

に
低
減
す
る
）
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

－
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
 

※
１

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
 

※
１
 

２
 

２
 

０
～
10
0℃

 

０
～
40
0℃

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
静
的
触
媒
式
水
素

処
理
装
置
作
動
時
に
想
定
さ
れ
る
温
度
を
監
視

可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

１
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
，
可
燃
限
界

濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l
％
）
を
計
測
可
能

な
範
囲
と
す
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
，
可
燃
限
界

濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l
％
）
を
計
測
可
能

な
範
囲
と
す
る
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-62

867



第
3.
1
5－

11
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

18
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
4.
3
0～

7.
3
0m

※
10

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
底
部

付
近
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監

視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

※
11

-
10
0
0～

67
1
0m
m
※

1
0

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
使
用

済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の

範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

C（
S
s）

 
区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

１
 

０
～

15
0℃

 
最
大
値
：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温
度
を
監
視

可
能
。
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範
囲
（

10
－
３

～
10

－
１
mS
v/
h）

に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル

及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 

カ
メ
ラ
：

Ｓ
Ａ
用

直
流
電
源

－
 

冷
却
設
備
：
Ｓ
Ａ
用

交
流
電
源
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c

m）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（
EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-63
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
１
／

16
）

 

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
有
効
燃
料
棒
頂
部
に
到

達
す
る
ま
で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

 

③
残
留
熱
除
去
系
が
運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

 

 

②
原
子
炉
圧
力

 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

③
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
２
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
３
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

③
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

④
原
子
炉
圧
力

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
４
／

16
）

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

添3.15-67

872



第
3
.1
5
－

12
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
５
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
推
定
す
る
。

①
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
６
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
７
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
８
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

②
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る
。

推
定
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
優
先
す
る
。
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
９
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

中
性
子
源
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
中
性
子
源
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中
性
子
源
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

平
均
出
力
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
中
性
子
源
領
域
計
装

①
平
均
出
力
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
出
力
領
域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

10
／

1
6）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定

す
る
。

 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。

 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
 

推
定
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
1／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
健
全
性
を
推
定
す

る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
格
納
容
器
水
素
濃
度

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス
が
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
及
び
格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。

添3.15-74

879



第
3
.1
5
－

12
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
2／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
3／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                       

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口
圧
力

 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

14
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定
す
る
。

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
の
水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ
ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
5／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の

水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
6／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し
た
後
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と
放
射
線
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）
に
て
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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図
 
主
要
設
備

 
概
略
系
統
図
（

1/
3）

 

電
源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
電
源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
）」
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主
要
設
備
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源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
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源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
）」
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主
要
設
備
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略
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図
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電
源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
電
源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
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